
 

子どもの貧困対策に関する計画策定連絡会（第４回） 

日時：平成 28 年２月 15 日（月）午後６時 30 分～午後８時 30 分  

                  場所：関内新井ホール 

 

次第 

 

【全体会：午後６時 30分～午後７時 15分】 

１ 平成 28年度予算案における取組について 

２ 計画原案（案）について 

３ 平成 28年度以降の計画推進について 

 

 

【分科会：午後７時 25分～午後８時 30分】 

１ 計画原案（案）に対する意見交換 

 

 
 

 

【配布資料】 

資料１ 横浜市子どもの貧困対策に関する計画策定連絡会委員名簿  

資料２ 横浜市子どもの貧困対策に関する計画策定連絡会事務局・ 

関係行政職員名簿                    

資料３ 横浜市子どもの貧困対策に関する計画策定連絡会運営要綱  

 

【別添資料】 

別添１   平成 28年度予算案における子どもの貧困対策に関する取組について 

  別添２－１ 横浜市子どもの貧困対策に関する計画（仮称）原案（案） 

別添２－２ 横浜市子どもの貧困対策に関する計画（仮称）素案市民意見募集 

実施結果について（速報版） 

別添２－３ 第３回策定連絡会（11月 12 日）の主な意見と計画原案（案） 

への反映状況等 

別添２－４ 素案からの修正か所（案）一覧 

別添３   平成 28年度以降の計画推進について 



【 有識者・ 支援団体等】 （５０音順、敬称略）

氏名 所属・役職等 分科会

1 青 砥
ア オ ト

恭
ヤスシ 特 定 非 営 利 活 動 法 人 さ い た ま ユ ー ス サ ポ ー ト ネ ッ ト

代 表
学 校 ・ 福 祉 連 携

2 阿 部
ア ベ

彩
アヤ 首 都 大 学 都 市 教 養 学 部 社 会 学 コ ー ス 社 会 福 祉 学

教 授
学 校 ・ 福 祉 連 携

3 岩 本
イ ワ モ ト

真
マ

実
ミ K2 イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル グ ル ー プ

湘南・横浜若者サポートステーション統括コーディネーター
学 校 ・ 福 祉 連 携

4 柏
カシワ

か よ 子
カヨコ 横 浜 市 民 生 委 員 児 童 委 員 協 議 会 主 任 児 童 委 員 連 絡 会

副 代 表
生活・自立支援・子どもの育ち

5 髙 橋
タ カ ハ シ

利
トシ

一
カズ 社 会 福 祉 法 人 至 誠 学 舎 立 川 顧 問

至 誠 学 園 名 誉 学 園 長
生活・自立支援・子どもの育ち

6 濱
ハマ

田
ダ

靜
シズ

江
エ 児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー む つ み の 木

セ ン タ ー 長
生活・自立支援・子どもの育ち

7 水 谷
ミ ズ タ ニ

裕 子
ヒ ロ コ 特定非 営 利活 動法 人 アー モ ン ド コ ミ ュニ テ ィ ネ ッ ト ワ ー ク

理 事 長
学 校 ・ 福 祉 連 携

8 三 宅
ミ ヤ ケ

玲 子
レ イ コ

公益社団法人家庭問題情報センター横浜ファミリー相談室 生活・自立支援・子どもの育ち

9 宮 下
ミ ヤ シ タ

慧 子
ケ イ コ 母 子 生 活 支 援 施 設 カ サ ・ デ ・ サ ン タ マ リ ア

施 設 長
生活・自立支援・子どもの育ち

10 村 田
ム ラ タ

由
ヨシ

夫
オ 一 般 社 団 法 人 横 浜 市 私 立 保 育 園 園 長 会

会 長
生活・自立支援・子どもの育ち

11 湯 澤
ユ ザ ワ

直 美
ナ オ ミ 立 教 大 学 コ ミ ュ ニ テ ィ 福 祉 学 部 福 祉 学 科

教 授
生活・自立支援・子どもの育ち

12 渡 辺
ワ タ ナ ベ

英 則
ヒ デ ノ リ 認 定 こ ど も 園 ゆ う ゆ う の も り 幼 保 園

園 長
生活・自立支援・子どもの育ち

【 行政職員】 (機構順、敬称略）

氏名 所属・役職等 分科会

1 山 本
ヤ マ モ ト

弘
ヒロ

庫
コ

港 南 区 こ ど も 家 庭 支 援 課 長 生活・自立支援・子どもの育ち

2 高 岩
タ カ イ ワ

恭 子
キ ョ ウ コ

横 浜 市 東 滝 頭 保 育 園 園 長 生活・自立支援・子どもの育ち

3 関 野
セ キ ノ

昌
ショウ

三
ゾウ

港 北 区 生 活 支 援 課 長 学 校 ・ 福 祉 連 携

4 ◎ 島 田
シ マ ダ

和 久
カズヒサ

こ ど も 青 少 年 局 副 局 長 学 校 ・ 福 祉 連 携
生活・自立支援・子どもの育ち

5 ○ 内 田
ウ チ ダ

太 郎
タ ロ ウ

こ ど も 青 少 年 局 青 少 年 相 談 セ ン タ ー 所 長 学 校 ・ 福 祉 連 携

6 ○ 谷 口
タニグチ

千 尋
チ ヒ ロ

こ ど も 青 少 年 局 こ ど も 家 庭 課 長 生活・自立支援・子どもの育ち

7 川 尻
カ ワ ジ リ

基
モト

晴
ハル

こ ど も 青 少 年 局 三 春 学 園 長 生活・自立支援・子どもの育ち

8 清 水
シ ミ ズ

孝
タカ

教
ノリ

こ ど も 青 少 年 局 北 部 児 童 相 談 所 長 学 校 ・ 福 祉 連 携

9 霧 生
キ リ ュ ウ

哲
テツオ

央 健 康 福 祉 局 生 活 支 援 課 長 生活・自立支援・子どもの育ち

10 宮
ミヤ

生
オ

和
カズ

郎
ロウ

横 浜 市 立 子 安 小 学 校 校 長 学 校 ・ 福 祉 連 携

11 鈴 木
ス ズ キ

厚
アツシ

横 浜 市 立 新 田 中 学 校 校 長 学 校 ・ 福 祉 連 携

12 天 野
ア マ ノ

真
シン

人
ト

横 浜 市 立 横 浜 総 合 高 等 学 校 長 学 校 ・ 福 祉 連 携

13 蒲 地
カ マ チ

啓 子
ケ イ コ

教 育 委 員 会 事 務 局 東 部 学 校 教 育 事 務 所 指 導 主 事 室 長 学 校 ・ 福 祉 連 携

◎全体会進行役、○分科会進行役

横浜市子どもの貧困対策に関する計画策定連絡会　委員名簿
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（ ５ ０ 音順、 敬称略）

氏名 所属・役職等

1 青 砥
ア オ ト

恭
ヤスシ 特 定 非 営 利 活 動 法 人 さ い た ま ユ ー ス サ ポ ー ト ネ ッ ト

代 表

2 阿 部
ア ベ

彩
アヤ 首 都 大 学 都 市 教 養 学 部 社 会 学 コ ー ス 社 会 福 祉 学

教 授

3 岩 本
イ ワ モ ト

真
マ

実
ミ K2 イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル グ ル ー プ

湘 南 ・ 横 浜 若 者 サ ポ ー ト ス テ ー シ ョ ン 統 括 コ ー デ ィ ネ ー タ ー

4 水 谷
ミ ズ タ ニ

裕 子
ヒ ロ コ 特 定 非 営 利 活 動 法 人 ア ー モ ン ド コ ミ ュ ニ テ ィ ネ ッ ト ワ ー ク

理 事 長

　 　 　 【 行政職員】 (機構順、敬称略）

氏名 所属・役職等

1 関 野
セ キ ノ

昌
ショウ

三
ゾウ

港 北 区 生 活 支 援 課 長

2 ○ 内 田
ウ チ ダ

太 郎
タ ロ ウ

こ ど も 青 少 年 局 青 少 年 相 談 セ ン タ ー 所 長

3 清 水
シ ミ ズ

孝
タカ

教
ノリ

こ ど も 青 少 年 局 北 部 児 童 相 談 所 長

4 宮
ミヤ

生
オ

和
カズ

郎
ロウ

横 浜 市 立 子 安 小 学 校 校 長

5 鈴 木
ス ズ キ

厚
アツシ

横 浜 市 立 新 田 中 学 校 校 長

6 天 野
ア マ ノ

真
シン

人
ト

横 浜 市 立 横 浜 総 合 高 等 学 校 長

7 蒲 地
カ マ チ

啓 子
ケ イ コ

教 育 委 員 会 事 務 局 東 部 学 校 教 育 事 務 所 指 導 主 事 室 長

（ ５ ０ 音順、 敬称略）

氏名 所属・役職等

1 柏
カシワ

か よ 子
カヨコ 横 浜 市 民 生 委 員 児 童 委 員 協 議 会 主 任 児 童 委 員 連 絡 会

副 代 表

2 髙 橋
タ カ ハ シ

利
トシ

一
カズ 社 会 福 祉 法 人 至 誠 学 舎 立 川 顧 問

至 誠 学 園 名 誉 学 園 長

3 濱
ハマ

田
ダ

靜
シズ

江
エ 児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー む つ み の 木

セ ン タ ー 長

4 三 宅
ミ ヤ ケ

玲 子
レ イ コ

公 益 社 団 法 人 家 庭 問 題 情 報 セ ン タ ー 横 浜 フ ァ ミ リ ー 相 談 室

5 宮 下
ミ ヤ シ タ

慧 子
ケ イ コ 母 子 生 活 支 援 施 設 カ サ ・ デ ・ サ ン タ マ リ ア

施 設 長

6 村 田
ム ラ タ

由
ヨシ

夫
オ 一 般 社 団 法 人 横 浜 市 私 立 保 育 園 園 長 会

会 長

7 湯 澤
ユ ザ ワ

直 美
ナ オ ミ 立 教 大 学 コ ミ ュ ニ テ ィ 福 祉 学 部 福 祉 学 科

教 授

8 渡 辺
ワ タ ナ ベ

英 則
ヒ デ ノ リ 認 定 こ ど も 園 ゆ う ゆ う の も り 幼 保 園

園 長

(機構順、敬称略）

氏名 所属・役職等

1 山 本
ヤ マ モ ト

弘
ヒロ

庫
コ

港 南 区 こ ど も 家 庭 支 援 課 長

2 高 岩
タ カ イ ワ

恭 子
キ ョ ウ コ

横 浜 市 東 滝 頭 保 育 園 園 長

3 ○ 谷 口
タ ニ グ チ

千 尋
チ ヒ ロ

こ ど も 青 少 年 局 こ ど も 家 庭 課 長

4 川 尻
カ ワ ジ リ

基
モト

晴
ハル

こ ど も 青 少 年 局 三 春 学 園 長

5 霧 生
キ リ ュ ウ

哲
テツオ

央 健 康 福 祉 局 生 活 支 援 課 長

氏名 所属・役職等

1 ◎ 島 田
シ マ ダ

和 久
カ ズ ヒ サ

こ ど も 青 少 年 局 副 局 長

◎全体会進行役、○分科会進行役

≪生活・ 自立支援・ 子どもの育ち分科会≫
　 　 　 【 有識者・ 支援団体等】

≪学校・福祉連携分科会、生活・自立支援・子どもの育ち分科会≫

　 　 　 【 行政職員】

横浜市子どもの貧困対策に関する計画策定連絡会　委員名簿（分科会別）

≪学校・ 福祉連携分科会≫
　 　 　 【 有識者・ 支援団体等】
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3

所 属 ・ 補 職 氏 名

齋 藤 紀 子こども青少年局放課後児童育成課長

　　政策局政策課担当課長 津 留 玲 子

こども青少年局保育・教育人材課長 伊 藤 ゆ か り

こども青少年局子育て支援課長

　　こども青少年局企画調整課長 吉 川 直 友

こども青少年局青少年育成課長 村 上 謙 介

松 崎 善 夫教育委員会事務局健康教育課担当係長

和 田 尚 子教育委員会事務局健康教育課担当係長

係
長

株式会社浜銀総合研究所地域戦略研究部副主任研究員 野 口 利 惠

有 海 拓 巳

株式会社浜銀総合研究所地域戦略研究部主任研究員 加 藤 学

株式会社浜銀総合研究所地域戦略研究部副主任研究員

教育委員会事務局指導企画課長 三 宅 一 彦

柿 沼 千 尋こども青少年局企画調整課企画調整係長

教育委員会事務局教育政策推進課担当係長 伊 皆 宏 樹

飯 田 学健康福祉局企画課担当係長

教育委員会事務局人権教育・児童生徒課長　 山 川 伸 二

教育委員会事務局健康教育課長担当課長 大 野 豊

教育委員会事務局学校支援・地域連携課長 高 橋 三 樹 夫

氏 家 亮 一

教育委員会事務局教育政策推進課長 高 見 暁 子

こども青少年局保育・教育運営課長 竹 田 良 雄

こども青少年局保育・教育人材課幼・保・小連携担当課長 金 子 正 人

課
長

こども青少年局こども家庭課親子保健担当課長 近 藤 政 代

佐 藤 一こども青少年局中央児童相談所支援課長

健康福祉局企画課長

こども青少年局放課後児童育成課整備担当課長

佐 藤 祐 子

横浜市子どもの貧困対策に関する計画策定連絡会　事務局・関係行政職員名簿（H27.10.１現在）

こども青少年局障害児福祉保健課長

竹 下 幸 紀

教育委員会事務局高校教育課長 西 村 英 純

齋 藤 真 美 奈
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横浜市子どもの貧困対策に関する計画策定連絡会運営要綱 

 

制定 平成 27年６月３日 こ企第１９０号（こども青少年局長決裁） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、横浜市子どもの貧困対策に関する計画策定連絡会（以下、

「策定連絡会」という。）の運営に関し必要な基本事項を定める。 

 

（目的） 

第２条 こども青少年局長および健康福祉局長、教育委員会事務局教育次長は、

横浜市全体の子どもの貧困に関する計画策定に関し、次に掲げる事項につい

て策定連絡会の委員に助言を求める。 

２ 実態把握のための調査に関する調査項目等に対する助言 
３ 分科会における意見交換等の結果の共有及び分科会における意見交換等に

対する助言 
４ 計画全般に対する助言及び計画策定全体の枠組みに対する助言 
５ 支援に関する事業・取組の実施に対する助言  
 

 （委員） 

第３条 策定連絡会の委員は、子どもや若者への支援や取組について関わりの

深い団体・組織等から適当と認める者へ就任を依頼する。 

２ 委員の就任期間は、就任した日から当該年度末までとする。 

 

 （進行役） 

第４条 策定連絡会の進行は、こども青少年局副局長が行う。 

 

（分科会） 

第５条 学齢期の子どもや青少年、若者への支援、また、妊娠期から未就学の

子どもや保護者等への支援について検討するため、分科会を設け意見交換を

行い、分科会の委員に助言を求める。 

名称 意見交換・助言事項 

学校・福祉連携分科会 

１ 主に学齢期の子どもや青少年（高校生以上）、若者

への支援について、学校と福祉の連携の視点を中心に

意見交換を行う。 

２ 計画全般に対する助言及び計画策定全体の枠組み

に対する助言を行う。 
３ 支援に関する事業・取組の実施に対する助言を行

う。 

生活・自立支援・子ど

もの育ち分科会 

１ 主に妊娠期から未就学の子どもや保護者、社会的養

護を必要とする子どもへの支援について、生活や自立

支援、子どもの育ちの視点を中心に意見交換を行う。 

２ 計画全般に対する助言及び計画策定全体の枠組み

に対する助言を行う。 
３ 支援に関する事業・取組の実施に対する助言を行

う。 

資料３ 



 
 

２ 分科会の進行は、学校・福祉連携分科会をこども青少年局青少年相談セン

ター所長が行い、生活・自立支援・子どもの育ち分科会をこども青少年局こど

も家庭課長が行う。 

 

（会議） 

第６条 策定連絡会の会議は、こども青少年局長が招集する。 

 

 （謝金） 

第７条 委員には、予算の範囲内で謝金を支払う。ただし、行政機関、関連団

体の職員等にはこの限りではない。 

 

 （意見の聴取等） 

第８条 会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に策定連絡会

への出席を求め、その説明または意見を聞くほか、資料の提出その他必要な

協力を求めることができる。 

 

 （会議の傍聴手続等） 
第９条 策定連絡会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ傍聴人名簿に

記入し、係員の指示により、傍聴席に入らなければならない。 
２ 傍聴定員は、先着順で１０人とする。 
３ 危険物所持等、会議場における秩序を乱すおそれがある者は、傍聴を認め

ないものとする。 
４ 傍聴人は、静粛を旨とし、策定連絡会及び分科会の進行の指示に従わなけ

ればならない。また、会議場において許可なく撮影、録音等を行ってはなら

ない。 
 
 （事務局） 

第10条 策定連絡会の事務局は、こども青少年局企画調整課および健康福祉局

企画課、教育委員会事務局教育政策推進課におき、庶務は、こども青少年局

企画調整課が務める。 

 

 

  附 則 

この要綱は、平成27年６月３日から施行する。 

 



平成 28 年度予算案における子どもの貧困対策に関する取組について 

１ 平成 28 年度予算案における重点取組について 

子どもの貧困対策に関する計画（仮称）の策定に向けて実施した、本市アンケートや支援者ヒア

リングでは、子どもの成長や学習に必要な物が不足している、社会的・文化的な経験の機会や進学

の機会が得られない、社会的に孤立して必要な支援が受けられず一層困難な状況に置かれてしまう

状況などが改めて明らかになりました。 

計画の推進により、子どもの貧困対策に総合的に取り組みますが、平成 28年度予算では、 

①子どもの学習支援・生活支援や、②ひとり親家庭への総合的な支援に重点をおいて取り組みます。 

①子どもの将来の自立に向けた基盤づくりのための学習支援・生活支援                

 （課題）○落ち着いて勉強できる環境が整っていないことや学習の習慣が身についていないことな

どにより、子どもの低学力や学習に遅れが生じている場合があります。 

○保護者の健康状態や長時間の就労で子どもと過ごす時間が確保できないこと等により、

子どもの養育環境が十分に整えられていない場合があります。 

⇒子どもに直接届く、学習や生活の支援を充実します。 

放課後学び場事業 

（教育委員会事務局）【新規】 

家庭での学習が困難であったり、学習習慣が十分に身についていない

中学生等に対する学習支援（学校等において実施）  新規 20校  

寄り添い型学習支援事業※ 

（健康福祉局）【拡充】 

生活困窮世帯の子どもの高校進学に向けた学習意欲や学力の向上

のための学習支援           ５か所増（累計 18か所） 

寄り添い型生活支援事業※ 

（こども青少年局）【拡充】 

養育環境に課題がある子どもの生活スキル（食事、歯磨き、掃除など）

向上や学習の支援            １か所増（累計８か所） 

ひとり親家庭児童の生活・学習支

援モデル事業【新規】（こども青少年局） 

ひとり親家庭の子どもの、食事の提供を含む、夕方以降の生活の支援      

モデル実施２か所 

 ※現行の寄り添い型学習等支援事業の名称変更 

②ひとり親家庭の生活の安定と自立に向けた支援（国予算の拡充を受けた対応）           

 （課題）ひとり親家庭は、生活、就業、子育て等様々な面で困難を抱えやすく、経済的にも不安定

になるリスクが高い状況があります。 

  ⇒ひとり親家庭の生活の安定と自立に向けた生活、就労、子育て等の総合的な支援を充実します。 

児童扶養手当 【拡充】 平成 28年８月分から第２子以降の加算額を増額 

（第２子加算額 ５千円→１万円 等） 

自立支援教育訓練給付金【拡充】 介護ヘルパーなどの職業能力開発の講座受講者への受講料の支給 

（支給割合２割→６割、上限額 10万円→20万円） 

高等職業訓練促進給付金【拡充】 看護師等の資格取得のための就業期間の生活費等の支給 （支給期間

上限２年→３年） 

日常生活支援事業 【拡充】 ヘルパー派遣による生活や子育ての支援 

（未就学児のいる家庭の定期的な保育・家事援助を対象） 

その他 高等学校卒業程度認定試験合格のための講座受講費用の支給 等 

 ③その他                                                                                 

  ・保育所等利用における市民税非課税世帯等の多子世帯及びひとり親世帯等の保育料負担軽減の

拡充 

  ・計画推進のための会議開催、施設等退所後児童に関する調査 等 

 

※この内容は平成 28 年度予算議決により確定します。 
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平成 28 年度予算においては、子どもの育ちや成長を守り、貧困が連鎖することを防ぐため、子ども自身に届く生活

支援・学習支援を充実し、子どもの将来の生活自立にむけた基盤づくりに重点をおいて取組を進めます。 

また、子育てや生活、就業等様々な面で困難を抱えやすく、経済的にも不安定になるリスクの高いひとり親家庭の生

活の安定と自立に向けた総合的な支援を充実します。 

  

  
 

 
 

 
 

 

１ 横浜市子どもの貧困対策に関する計画（仮称）【平成 28～32 年度】の策定（28 年３月予定） 

２ 子どもの貧困対策に関する取組と平成 28 年度予算の重点施策 

○基本目標 

横浜の未来を創る子ども・青少年が、自分の良さや可能性を発揮し、豊かで幸せな生き方を切り拓く力、共に温

かい社会をつくりだしていく力を育むことができるまち「よこはま」を目指して、子ども・青少年が健やかに育ち、

自立した個人として成長できるよう、家庭の経済状況に関わらず、教育・保育の機会と必要な学力を保障し、たく

ましく生き抜く力を身に付けることができる環境を整えます。 

○施策展開にあたっての基本的な考え方 

国や県との役割分担のもと、子ども・若者や家庭と多様な場面で直接関わることのできる基礎自治体として、実効

性の高い施策を展開し、支援が確実に届く仕組みづくりを進めます。 

①「育ち・成長」と「教育の機会」を保障する環境づくり  ②「切れ目のない支援」が「届く」仕組みづくり 

③人材育成の視点と地域社会とのつながりへの配慮 

○★乳幼児期の教育・保育の保障（多子世帯・ひとり親世帯等の負担軽減の拡充） 

○★私立幼稚園就園奨励補助（多子世帯・ひとり親世帯等の負担軽減の拡充） 

○乳児期・幼児期・小学校の連携・接続  

○一人ひとりの自立に向けた基礎学力の向上【教育】 

○子どもの社会的スキルの向上【教育】   

○自己有用感や自己肯定感が持てるような学級・学校づくり【教育】 

○★地域と連携した放課後の学習支援【教育】 

（放課後学び場事業 20 校） 

○発達の段階に応じたキャリア教育の推進【教育】 

○登校支援の取組【教育】○学校における食育の推進【教育】 

○貧困問題の学校における理解促進【教育】 

施策の５つの柱 

１ 母子保健施策・地域子育て支援施策 

○妊娠期から子育て期にわたる相談支援 

○地域子育て支援拠点における利用者支援事業の実施 

２ 学校と区役所等の連携 
○区役所の学齢期対応の窓口の一本化【教育】 

○スクールソーシャルワーカー・カウンセラー及び 

児童支援専任教諭・生徒指導専任教諭の配置【教育】 

○高校就学継続・進路選択等の支援【一部教育】 
 

 

施策３ 貧困の連鎖を断つ                                                                           

 

３ 総合的な児童虐待防止対策の推進 
○児童虐待防止啓発地域連携事業  

○児童相談所等の相談・支援体制の充実 

○保育所での見守り強化 

４ 生活困窮者への自立支援 

○区役所内の関係部署やジョブスポットとの連携強化【健福】 

○地域の相談支援機関等とのネットワーク構築によるアウトリーチ

型の自立相談支援事業の推進【健福】 
 

 
 

１ 子どもの育ち・成長の保障 
○★乳幼児期の教育・保育の保障（再） 

○★私立幼稚園就園奨励補助（再） 

○乳児期・幼児期・小学校の連携・接続（再） 

○学齢期以降の子どもの居場所 

２ ひとり親家庭等の困難を抱える子どもへの支援 

○★ひとり親家庭児童の生活・学習支援（モデル事業２か所） 

 
 

 

○★寄り添い型生活支援事業（１か所増） 

○★日常生活支援事業 
（未就学児のいるひとり親家庭等の定期的な保育・家事援助を対象） 

○★高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 

○ひとり親家庭等医療費助成 

○就学援助・私立学校等就学奨励制度【教育】 
 

 

１ 学習支援 

○★寄り添い型学習支援事業【健福】 
（５か所増及び既存実施か所の受入枠の拡充） 

○★ひとり親家庭児童の生活・学習支援（再） 
 

 

２ 進学支援・就学継続支援 
○被保護者自立支援プログラム（教育支援専門員）【健福】 

○高校奨学費【教育】 
 

 

１ 困難を抱える若者の相談・就労支援体制 
○青少年相談センターにおける相談・支援事業 

○地域ユースプラザ事業 ○若者サポートステーション事業 

○よこはま型若者自立塾における支援 
 

２ 困難を抱える若者の自立に向けた環境整備 

○施設等退所後児童アフターケア事業 

○★施設等退所者に対する調査 

○★地域ユースプラザ事業（応援パートナーの養成・派遣） 

 

１ 生活基盤を支える現金給付 
○生活保護【健福】 

○★児童扶養手当 
（第２子以降の加算額の増額） 

 

２ 保護者の就労促進 
○被保護者や生活困窮者への就労支援【健福】 

○★母子・父子家庭自立支援給付金事業 
（自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金の拡充） 

○★母子家庭等就業・自立支援センター 
（ひとり親家庭の親を対象とした家計管理等の講習会等） 

 
 

○★高等学校卒業程度認定試験合格支援 

事業（再） 

３ 子育て世帯への経済的支援等 
○児童手当 ○小児医療費助成【健福】 

 
 

― 横浜市の子どもの貧困対策 ― 子どもの育ちや成長を守り、貧困の連鎖を防ぐ        

施策１ 気づく・つなぐ・見守る                                        

施策２ 子どもの育ち・成長を守る                                   

施策４ 困難を抱える若者の力を育む                                                             

 

施策５ 生活基盤を整える                                                                  

 

子どもの豊かな成長を支える教育、保育の推進                       

 
子どもの貧困対策の基盤 

 

【教育】教育委員会事務局、【健福】健康福

祉局、無印はこども青少年局所管事業 

★は 28 年度予算の新規・拡充事業 



 

 
 

 

 

 

 

横浜市子どもの貧困対策に関する計画（仮称） 

原案（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

横 浜 市 

平成２８年２月 
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第１章 総則 

 １ 子どもの貧困対策に関する国の動き 

 (1) 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の制定 

 ア 制定の背景 

国の調査（平成 25 年度国民生活基礎調査（厚生労働省））によれば、我が国

の子どもの貧困率は 16.3％（2012年）となりました。2010年のＯＥＣＤ加盟国

の子どもの貧困率を、低い順から並べた場合、我が国は 34か国中 25位と、子ど

もの貧困の状況は先進国の中でも厳しい状況にあります。 

また、生活保護世帯の子どもの高等学校等進学率（90.8％）は、子ども全体の

進学率（98.6％）と比較して低い水準になっています。 

このような事情等を背景に、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左

右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を

整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策を総合的に推

進することを目的とし、国及び地方公共団体の責務、子どもの貧困対策を総合的

に推進するために講ずべき施策の基本となる事項その他事項を定めた「子どもの

貧困対策の推進に関する法律」（平成 25 年法律第 64 号。以下「同法」という。）

が、平成 25年６月に成立し、平成 26年１月 17日に施行されました。 

   イ 同法の概要 

○ 目的（第１条）   

子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、

貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教

育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的

とする。 

○ 地方公共団体の責務（第４条）   

地方公共団体は、基本理念にのっとり、子どもの貧困対策に関し、国と協力

しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

○ 大綱の制定（第８条）   

政府は、子どもの貧困対策を総合的に推進するための大綱を定める。 

<大綱に定める事項> 

① 子どもの貧困対策に関する基本的な方針 

② 子どもの貧困率、生活保護世帯に属する子どもの高校等進学率等子どもの 

貧困に関する指標及び当該指標の改善に向けた施策 

③ 教育の支援に関する事項 

④ 生活の支援に関する事項 

⑤ 保護者に対する就労の支援に関する事項 

⑥ 経済的支援に関する事項 

⑦ 調査及び研究に関する事項 
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○  都道府県子どもの貧困対策計画策定の努力義務（第９条） 

       都道府県は大綱を勘案して、都道府県における子どもの貧困対策についての

計画を定めるよう努めるものとする。（市町村に関する規定はありません。） 

 

 (2) 「子供の貧困対策に関する大綱」策定 

 ア 策定の経過 

国においては、平成 26年４月、同法に基づき、内閣総理大臣を会長とする「子

どもの貧困対策会議」が開催され、子どもの貧困対策に関する大綱の案を作成

することになりました。 

また、大綱の案の作成に資するため、内閣府特命担当大臣の下に、子どもの

貧困対策に関し優れた見識を有する者や、貧困の状況にある世帯に属する者、

これらの者を支援する団体等で構成される「子どもの貧困対策に関する検討会」

を開催し、幅広く関係者から意見聴取が行われました。検討会では、それらの

意見を整理し、「大綱案に盛り込むべき事項について（意見の整理）」として内

閣府特命担当大臣に平成 26年６月に提出しました。 

国では、この意見を受け、検討・調整を図った上で、平成 26年８月に「子供

の貧困対策に関する大綱」（以下、「国の大綱」という）を策定しました。 

   イ 国の大綱の概要 

国の大綱では、子どもの貧困率や生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学

率やひとり親家庭の親の就業率などの指標を定め、この指標の改善に向けて、教育

や生活の支援、保護者に対する就労の支援、経済的支援等の重点施策を総合的に推

進することとされました。 
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〈子どもの貧困に関する指標〉 

生活保護世帯に属する子供の高等学校等進学率 91.1％（平成 26年） 

生活保護世帯に属する子供の高等学校等中退率  4.9％（平成 26 年） 

生活保護世帯に属する子供の大学等進学率 31.7％（平成 26年） 

生活保護世帯に属する子供の就職率 

中学校卒業後の進路：就職率 2.0％ 

高等学校等卒業後の進路：就職率 43.6％ 

（平成 26年） 

児童養護施設の子供の進学率及び就職率 

中学校卒業後：進学率 97.2％ 

就職率 1.3％ 

高等学校等卒業後：進学率 22.6％ 

就職率 70.9％  

（平成 26年） 

ひとり親家庭の子供の就園率（保育所・幼稚園） 72.3％（平成 23年度） 

ひとり親家庭の子供の進学率及び就職率 

中学校卒業後：進学率 93.9％、就職率 0.8％ 

高等学校卒業後：進学率 41.6％、就職率 33.0％ 

（平成 23年度） 

スクールソーシャルワーカーの配置人数 1,008 人（平成 25年度） 

スクールカウンセラーの配置率 小学校 49.2％、中学校 85.9％（平成 25年度） 

就学援助制度に関する周知状況 

・毎年度の進級時に学校で就学援助制度の書類

を配付している市町村の割合 61.9％ 

・入学時に学校で就学援助制度の書類を配付し

ている市町村の割合 61.0％（平成 25年度） 

日本学生支援機構の奨学金の貸与基準を満たす

希望者のうち、奨学金の貸与を認められた者の割

合（無利子・有利子） 

無利子：予約採用段階 61.6％ 

在学採用段階 100.0％ 

有利子:予約採用段階 100.0％ 

在学採用段階 100.0％ 

（平成 26年度実績） 

ひとり親家庭の親の就業率 
母子家庭の就業率 80.6％ 

父子家庭の就業率 91.3％（平成 23年度） 

子供の貧困率 16.3％（平成 24年） 

子供がいる現役世帯のうち大人が一人の貧困率 54.6％（平成 24年） 
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２ 子どもの貧困と子どもの貧困対策 

 (1) 子どもの貧困 

    「子どもの貧困」について、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」や、「子供

の貧困対策に関する大綱」においても明確には、定義はされていません。 

しかし、経済的困窮状態であることにより、子どもの成長や学習に必要な物が不

足していたり、社会的・文化的な経験の機会が取り上げられたりする（剥奪がある）

こと、社会的に孤立して必要な支援が受けられず、一層困難な状況に置かれてしま

うなど、将来を担う子どもが、健やかに育ち、自立していく環境が損なわれている

状況があります。 

また、これらの状況は、家庭や本人の努力だけでは改善することが困難となって

いるため、子どもの貧困は、社会全体として対策を図るべき課題として考えられて

います。 

 

 (2) 子どもの貧困率 

「子どもの貧困率」は、全ての子どもに対する家族一人あたりの可処分所得が、

貧困ライン（家族一人あたりの可処分所得の中央値の半分）に満たない子どもの割

合とされています。 

厚生労働省が発表している、国の子どもの貧困率は、1985年は 10.9％でした。 

その後、３年ごとの統計の中で、全体の傾向としては、上昇を続け、2006年には、

14.2％、2009年には、15.7％、2012 年には、16.3％となっています。 

           

相対的貧困率の推移 

 
出所）厚生労働省「平成 25 年国民生活基礎調査」 
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 (3) 子どもの貧困対策 

国の大綱では、教育や生活の支援、保護者に対する就労の支援、経済的支援等の

重点施策を総合的に推進することとされていますが、これら４つの支援に掲げられ

た取組は次のように分類することができます。 

① 経済的困窮状態であることが要因となって、成長に必要な物質が不足したり、社

会的・文化的な経験の機会が取り上げられたりすることで、子どもが健やかに育

ち、自立していく環境が損なわれている状況を改善する取組 

② 現在貧困状態にある子どもが、大人になったときに貧困に陥ることがないように

する「貧困の連鎖」を断つための取組 

③ 現に経済的困窮状態である子ども・家庭に加え、様々な困難を抱えやすく経済的

に不安定になるリスクの高い層の生活の安定を図る取組 

④ 子どもの将来の貧困を防ぐための、学校教育における学力保障の取組 

⑤ 困難を抱える又は困難を抱えやすい状況にある子ども・若者、及び家庭を支援に

つなげたり、見守ったりする取組 

   

３ 本市の計画策定 

 (1) 本市の現状  

本市では、現在も、小・中学生への生活支援・学習支援の取組や就学援助制度、

ひとり親家庭に対する就労支援など、国の大綱の重点施策に掲げられた取組を行っ

ていますが、社会経済状況等の影響を受け、生活保護や児童扶養手当を受給してい

る世帯の子どもの数は、過去20年間で、全体として増加傾向にあります。 

また、貧困状態にある子ども・家庭では、保護者の健康状態や長時間の就労で子

どもと過ごす時間が確保できない等により、養育環境が十分に整えられていない場

合があります。また、家庭の経済的な理由により、進学に際し十分な機会を得るこ

とが難しい状況等があります。 

 
 (2) 計画の策定理由  

横浜の将来を担う子どもの育ちや成長を守るとともに、家庭の経済状況により、

養育環境に格差が生まれたり、就学の機会や就労の選択肢が狭まったりすることな

どにより、貧困が連鎖することを防ぐために、実効性の高い施策を展開していくこ

と及び、支援が確実に届く仕組みをつくることを目的として計画を策定します。 
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 (3) 計画の位置づけと他計画との関係 

本計画は、国が策定した大綱を踏まえつつ、昨年度策定した「横浜市中期４か年

計画 2014～2017」や「横浜市子ども・子育て支援事業計画」、「第２期横浜市教育

振興基本計画」における課題背景や基本的な考え方を基に、子どもの貧困対策に資

する取組について、改めて整理するとともに、本市としての基本目標や、施策展開

の考え方、今後５か年で取り組む施策について示していくものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 計画期間 

     ５年間（平成 28年度から 32年度まで） 

 

 (5) 計画の対象 

   ア 年齢層 
     生まれる前から大学等を卒業した後の自立に向けた支援を含め概ね 20 代前

半までの子ども・若者とその家庭 
   イ 状況等 
    (ｱ) 現に経済的困窮状態にある子ども・若者、家庭 

(ｲ) 保護者の疾病・障害、ひとり親家庭など、困難を抱えやすい状況にある子

ども・若者、家庭 など 
    

  

 

横浜市の子どもの貧困対策に関する計画（仮称） 

横浜市ひとり親家庭自立支援計画 

横浜市中期４か年計画 

第４次横浜市男女共同参画行動計画 
第３期横浜市地域福祉保健計画 

第２期横浜市教育振興基本計画 横浜市子ども・子育て支援事業計画 

横浜市基本構想（長期ビジョン） 
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■横浜市子ども・子育て支援事業計画～子ども、みんなが主役！よこはまわくわくプラン～ 

(1) 目指すべき姿 

未来を創る子ども・青少年の一人ひとりが、自分の良さや可能性を発揮し、豊かで幸せな生き方を切

り拓く力、共に温かい社会をつくり出していく力を育むことができるまち「よこはま」 

(2) 計画推進のための基本的な視点 

①「子ども・青少年にとって」の視点での支援 

子ども・青少年がそれぞれの持つ力を十分発揮するとともに、大人がその力を引き出し、社会全体で

子ども・青少年を育てていくため、全ての子ども・子育て施策において、子ども・青少年の視点に立っ

た施策・事業を展開します。 

②全ての子ども・青少年の支援 

子ども・青少年の健やかな育ちを等しく保障するため、一人ひとりの状況に応じたきめ細かな支援と

ともに、地域社会で成長する中で必要となる支援を誰もが受けられる環境を整えるため、全ての子ど

も・青少年を対象とします。 

③それぞれの成長段階に応じ、育ちの連続性を大切にする一貫した支援 

人が健全で幸福な成長発達を遂げるためには、各成長段階で達成しておかなければならない課題が

あり、次の成長段階にスムーズに移行するためにも、それぞれの成長段階で習得しておくべき課題が

あると言われています。 

子どもの育ちを支援していくために、子どもがそれぞれの成長段階に必要な体験を積み重ね、充実

した日々を過ごすことができるようにするとともに、それぞれの成長段階に応じた育ちや学びが連続

性を持って積み重なるよう、子どもの育ちに関わる大人、関係機関、地域が連携し、支援の連続性・

一貫性を大切にしていきます。 

④子どもの内在する力を引き出す支援 

子ども・青少年には、自ら育とうとする力、生き方を切り拓いていこうとする力が内在しています。 

一人ひとりが自分の良さや可能性を見つめ、自己肯定感を高めながら内在する力を自ら発揮するこ

とができるよう、大人が子どもに全幅の信頼を置き、その力を引き出していくという子ども・青少年

への共感のまなざしと関わりを大切にしていきます。 

⑤家庭の子育て力を高めるための支援 

子どもと関わり、育てることは、大人の生き方を豊かにしていくものです。そうした意識を醸成し、

子育て家庭が安心して楽しみながら子育てができるよう、妊娠、出産、子育てに対する保護者の不安

や負担を軽減するとともに、子どもと向き合い、成長を喜び合えるような家庭の子育て力を高めるた

めの支援を行います。 

⑥様々な担い手による社会全体での支援 ～自助・共助・公助～ 

家庭や行政だけでなく、地域、保育所、幼稚園、認定こども園、学校、企業など、社会におけるあ

らゆる担い手が、子ども・子育て支援や青少年育成を自らの課題としてとらえ、「自助・共助・公助」

の考え方を大切にしていきます。全ての子ども・青少年に豊かな育ちを保障するために、様々な立場

でそれぞれの役割を担いながら、社会全体で積極的に関わっていきます。 

様々な人たちが、課題認識から役割の自覚、具体的行動へと移行できるよう、子ども・子育て家庭

とのつながりづくりや、交流・活動への参加機会の確保、担い手を支える仕組みづくり、支援機関・

支援者の連携促進など、人材の発掘、育成にも一層注力していきます。 
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■第２期横浜市教育振興基本計画 

(1) 第２期横浜市教育振興基本計画とは 

   「第２期横浜市教育振興基本計画」は、教育基本法第 17条に基づき、平成 26年度から 30年

度までの５年間の本市が目指す基本的な方向性や具体的な施策等を示したものです。計画に基

づき家庭・地域・学校、関係機関等が連携し、協力して本市の教育の振興に取り組んでいきま

す。 

(2) ５つの基本目標 

  ・目標１：「知」「徳」「体」「公」「開」で示す“横浜の子ども”を育みます 

  ・目標２：誇りや使命感に満ちた信頼される教職員を確保・育成します 

  ・目標３：学校の組織力を高め、信頼される学校を目指します 

  ・目標４：家庭・地域・学校が連携し、子どもの成長を支え合います 

  ・目標５：子どもの教育環境を整備するとともに、市民の学習活動を支援します 

(3) 13の施策 

  ・施策１：横浜らしい教育の推進   ・施策２：確かな学力の向上 

  ・施策３：豊かな心の育成           ・施策４：健やかな体の育成 

  ・施策５：特別なニーズに対応した教育の推進 

  ・施策６：魅力ある高校教育の推進   ・施策７：優れた人材の確保 

  ・施策８：教師力の向上             ・施策９：チーム力を活かした学校運営の推進 

・施策 10：学校教育事務所の機能強化による学校支援 

・施策 11：子どもの成長を社会全体で支える体制づくり 

・施策 12：教育環境の整備          ・施策 13：市民の学習活動の支援 
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第２章 本市の子どもの貧困の状況 

 １ 本市における子どもの貧困の実態把握の方法 1 

  (1) 市民アンケート 

市民アンケートは、平成 27 年 4 月 1 日現在の年齢が 0 歳から 24 歳未満の子ども・

若者がいる世帯のうち 6,000 世帯を対象にして実施しました。 
本市において相対的貧困 2の状況にある世帯（国の貧困線を参考とした貧困線 3を下

回る世帯）で生活する子どもの割合の推計に必要な情報（世帯人員数、所得の水準等）

を把握すること、また、各世帯における生活の様子や物質的剥奪 4の状況、子ども・若

者や保護者の健康状態や就業の状況等を把握することにより、「貧困」の状態にあると

考えられる方の状況を様々な観点から分析することを目的に、アンケート調査を実施

しました。 
 

  (2) 対象者アンケート 
国の大綱では、子どもの貧困対策の中で「優先的に施策を講じるよう配慮する必要

がある」「支援を要する緊急度の高い子供」として、社会的養護を必要とする子ども、

生活保護世帯の子ども、ひとり親世帯の子どもが示されています。 
対象者アンケートは、生活保護を受給している世帯、児童扶養手当を受給している

ひとり親世帯、寄り添い型学習等支援を利用している世帯の保護者ならびに中学生・

高校生を対象に実施しました。また、児童養護施設で生活する中学生・高校生に対し

ても調査を実施しました。 
これらの調査は、支援を要する緊急度の高い子どもや家庭の様子について把握する

こと、ならびに、必要とする支援策等について直接的にご意見を伺うことを目的に実

施しました。 
 

                                                   
1 第２章に掲載されている図表の出所に関して、特段の記載がない場合は「市民アンケート」あるいは「対

象者アンケート」を元に作成 
2 相対的貧困：「相対的貧困」とは、一定基準（貧困線）を下回る等価可処分所得しか得ていない状況を

いう。また、「等価可処分所得」とは、世帯の可処分所得（収入から税金・社会保険料等を除き、児童

手当などの政府からの公的な援助を加えた所得）を世帯人員の平方根で割って調整した所得）をいう。

「貧困線」とは、等価可処分所得の中央値の半分の額をいう。（厚生労働省の国民生活基礎調査に関す

る資料より） 
3 国の貧困線を参考とした貧困線：平成 25 年国民生活基礎調査で用いられた貧困線を参考に、世帯員人

数毎に貧困線とする世帯可処分所得額を設定した。貧困線とする世帯可処分所得額は、1 人世帯の場合

は 120 万円、2 人世帯は 175 万円、3 人世帯は 210 万円、4 人世帯は 245 万円、5 人世帯は 275 万円、

6 人世帯は 300 万円、7 人世帯は 325 万円とした。なお、8 人以上の世帯に該当する回答はなかった。 
4 物質的剥奪：「物質的剥奪（material deprivation）」とは、貧困の状態について、「金銭的な」または「イ

ンプット」側の指標ではなく、「非金銭的な」「アウトプット」側の側面に着目した際に用いられる概念・

用語であり、社会において最低限必要な物が得られていない状況をいう（OECD「Growing Unequal? 
INCOME DISTRIBUTION AND POVERTY IN OECD COUNTRIES」（2008）より） 
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  (3) 支援者ヒアリング 

支援者ヒアリングは、日ごろから困難を抱える子どもや家庭への支援に関わってい

る、区役所職員や施設等の職員、学校の教員や NPO 法人等、計 17 の機関・団体等に

対して実施しました。 
ヒアリングは、支援に関わる方の視点から、貧困状態にある子どもや家庭の生活の

様子をうかがうこと、ならびに、貧困状態に至ってしまう背景や今後求められる方策

等を把握することを目的として実施しました。 
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２ 本市における子どもの貧困に関する状況 

  (1) 本市における子どもの貧困に関する状況 

ア 「貧困線」を下回る世帯で生活する子どもの割合について 

「子どもの貧困率 5」は、国が平成 26 年 8 月に策定した「子供の貧困対策に関する

大綱」の中で「子供の貧困に関する指標」のひとつとなっています。大綱の指標とな

っている子どもの貧困率は「平成 25 年国民生活基礎調査」（厚生労働省）による調査

結果が採用されています。 
本市では、国が「相対的貧困率」を算出する際の基準としている国民生活基礎調査

に基づく可処分所得額（貧困線）を基に、本市において国の貧困線を下回る水準で生

活する子どもの割合を、市民アンケートにより得られたデータを用いて算出しました。 
その結果、本市において貧困線を下回る水準で生活する子どもの割合は 7.7%となり、

およそ 4 万 4 千人となります。また、「子どもがいる現役世帯のうち大人が一人の世帯

の貧困率 6」は 45.9%、「子どもがいる現役世帯のうちひとり親世帯の貧困率 7」は 45.6%
で、本市に暮らすひとり親世帯のおよそ半分が国の貧困線を下回る水準で生活してい

る状況にあると推計されました。本市の、特にひとり親世帯の状況は、厳しい水準に

あると言えます。 
 

図表 ２-１ 貧困線を下回る世帯で生活する子ども等の割合 

指標 

横浜市 

市民アンケート

調査 

世帯に含まれる 18 歳未満の子どものうち、貧困線を下回る世帯で生活

する子どもの割合 
7.7% 

世帯に含まれる 24 歳未満の子ども・若者のうち、貧困線を下回る世帯

で生活する子ども・若者の割合 
7.7% 

子どもがいる現役世帯のうち大人が一人の世帯に含まれる世帯員のな

かで、貧困線を下回る世帯で生活する方の割合 
45.9% 

子どもがいる現役世帯のうちひとり親世帯に含まれる世帯員のなか

で、貧困線を下回る世帯で生活する方の割合 
45.6% 

 
 
  
                                                   

5 子どもの貧困率：17 歳以下の子ども全体に占める、貧困線を下回る等価可処分所得しか得ていない世

帯に属する 17 歳以下の子どもの割合 
6 子どもがいる現役世帯のうち大人が一人の世帯の貧困率：17 歳以下の子どもがおり、世帯主が 18 歳以

上 65 歳未満の現役世帯に属する世帯員全体に占める、等価可処分所得が貧困線に満たない世帯員の割

合。なお大人とは 18 歳以上の世帯員と定義している 
7 子どもがいる現役世帯のうちひとり親世帯の貧困率：17 歳以下の子どもがおり、世帯主が 18 歳以上

65 歳未満のひとり親世帯の世帯員全体に占める、等価可処分所得が貧困線に満たない世帯員の割合 
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【コラム① 貧困線を下回る世帯で生活する子ども等の割合について】 
 

「世帯に含まれる 18 歳未満の子どものうち、貧困線を下回る世帯で生活する子ども

の割合」は、国において「相対的貧困率」を算出する際の基準としている、国民生活

基礎調査に基づく可処分所得額（貧困線）を下回る水準で生活する子どもの割合であ

り、市民アンケートの回答結果に基づき、以下のような方法により算出しています。

なお、横浜市の中での世帯所得の額・分布を基に新たに貧困線を定め、横浜市内にお

ける相対的貧困率を算出したものではないという点には留意が必要です。 
○ 市民アンケートの設問（問 50）により、世帯の可処分所得の水準について、6 つの選択肢の

中から該当するものを回答いただき、国の示す貧困線を下回る水準の所得に該当するか否か

を世帯ごとに判断しました。 

○ 貧困線の水準を下回る世帯に属する子どもの数について、アンケート対象の世帯に含まれる

全ての子どもに占める割合を算出しました。 

 
また、算出結果について、次のような点には留意が必要です。 
○ 可処分所得の水準をたずねた設問（問 50）について、アンケート回答者の約 2 割の世帯は無

回答でした。（18 歳未満の子どもがいる世帯の有効回答数 2,183 件のうち、428 件が無回答） 

○ この可処分所得の水準をたずねた設問（問 50）に無回答であった約 2 割の世帯について、問

50 に回答した世帯と比較して、別の設問（問 49）から把握される世帯所得額の平均額が約

120 万円低い状況となっています。 

○ このようなことから、問 50 に無回答であった約 2 割の世帯には、世帯所得が相対的に低い方

がより多く含まれていると推察され、他方で、問 50 の集計対象となった世帯では所得が相対

的に多い方がより多く含まれていた可能性があります。 
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イ 暮らし向きに関する認識 

市民アンケートの調査結果によると、ひとり親世帯と、相対的貧困の状況にある世

帯（以下「貧困線以下の世帯」という）の現在の暮らし向きは、他の世帯と比較して

厳しい状況にあることがうかがえます。現在の暮らしの状況に対する認識について、

「大変苦しい」と回答した割合は、市民アンケート全体が 5.8%であるのに対して、ひ

とり親世帯では 17.5%、貧困線以下の世帯では 20.9%となっています。また、対象者

アンケートの結果では、その割合は 27.4%となっています。 
 

図表２-４ 現在の暮らしの状況に関する認識 

 
 

 

  

5.8

17.5

20.9

27.4

25.1 

41.9 

43.8 

42.0 

46.9

32.3

30.1

26.4

19.0

6.6

5.2

2.4

2.8

0.4

0.0

0.0

0.5

1.3

0.0

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市民アンケート全体
(n=2,657)

ひとり親世帯
(n=229)

貧困線以下の世帯

（n=153)

対象者アンケート（保護者）

（n=212)

大変苦しい やや苦しい 普通 ややゆとりがある 大変ゆとりがある 無回答
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ウ 「物質的剥奪」の状況にある世帯の割合について 

子どもの貧困の状況は、世帯の収入などの経済的な尺度と合わせて、基本的な生活

ニーズが満たされているかなど金銭面以外の尺度についても測ることで、多面的に捉

えることが必要です。物質的剥奪の状況とは、社会で通常必要と考えられる生活必需

品が欠けている状況を指します。市民アンケートでは、「食料」、「医療」、「文具や教材」

等の観点から、物質的剥奪の状況について把握をしました。 
「食料」について、「過去１年間に、お金が足りなくて、必要とする食料が買えない

ことがあったか」をたずねたところ、「よくあった」あるいは「ときどきあった」と回

答した割合は市民アンケート全体では 4.6%となっています。なお、ひとり親世帯では

16.6%、貧困線以下の世帯では 19.0%が必要とする食料が買えないことが「よくあった」

または「ときどきあった」と回答しています。 
「医療」について、「過去 1 年間に子どもが病気やケガをしたときに病院を受診しな

かったことがあったか」についてたずねたところ、「ある（医療費を支払うことが難し

いため）」と回答した割合は、市民アンケート全体では 2.3%でしたが、貧困線以下の世

帯では 7.2%となっています。 
「文具や教材」については、「過去１年間にお金が足りなくて、子どもが必要とする

文具や教材が買えないことがあったか」についてたずねたところ、買えないことが「よ

くあった」あるいは「ときどきあった」と回答した割合は、市民アンケート全体の 4.7%
でした。この点について、ひとり親世帯では 19.2%、貧困線以下の世帯では 21.6%、

対象者アンケートの保護者では 37.3%が、「よくあった」あるいは「ときどきあった」

と回答しています。 
 

図表２-５ 必要とする食料が買えないことがあった（過去 1 年間） 

 
 

※「ひとり親世帯」について、宛名の子ども・若者本人が「該当する」と回答した場合は除く。 

 
  

0.6 

2.6 

3.3 

4.0 

14.0 

15.7 

12.8 

30.1 

27.5 

82.3 

52.8 

53.6 

0.4 

0.4 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市民アンケート全体
(n=2,657)

ひとり親世帯
(n=229)

貧困線以下の世帯
(n=153)

よくあった ときどきあった ほとんどなかった まったくなかった 無回答
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図表２-６ 医療へのアクセス（過去 1 年間） 

 
 

※市民アンケートでは、宛名の方が 18 歳未満の子どもの場合に、その保護者が回答する設問である。 

※集計には無回答であったものも分母に含む。 

※質問には上記以外の選択肢を含めて調査しているが、回答数が少なかった選択肢は省略している。 

※「医療費を支払うことが難しいため」は、「公的医療保険に加入しておらず、医療費を支払うことが難しいため」と「公

的医療保険に加入していたが、医療費を支払うことが難しいため」を合計している。 

 
図表２-７ 子どもが必要とする文具や教材が買えないことがあった（過去 1 年間） 

 
※市民アンケートでは、宛名の方が 18 歳未満の子どもの場合に、その保護者が回答する設問である。 

※対象者アンケート（中学生・高校生）については、「普段の生活の中で、お金が足りなくて、必要とする文具や教材が

買えないことはありますか」との設問で、「よくある」と「ときどきある」「ほとんどない」「まったくない」の選択肢

で調査している。 

 

 

84.2 

9.3 

2.3 

69.5 

15.8 

5.1 

73.6 

15.2 

7.2 

72.6 

15.1 

3.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

病院や診療所を受診した方がよいと思った場合は、

必ず受診した

病院や診療所に行く時間がなかったため

医療費を支払うことが難しいため

な
い

あ
る

病
院

を
受

診
し
な
か

っ
た
こ
と
が

市民アンケート全体(n=2,127)
ひとり親世帯(n=177)
貧困線以下の世帯(n=125)
対象者アンケート（保護者）(n=212)

0.8 

4.5 

4.0 

8.5 

5.0 

3.9 

14.7 

17.6 

28.8 

25.0 

14.2 

30.5 

22.4 

33.5 

27.5 

78.7 

48.0 

52.8 

28.3 

41.7 

2.3 

2.3 

3.2 

0.9 

0.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市民アンケート全体
(n=2,127)

ひとり親世帯
(n=177)

貧困線以下の世帯
(n=125)

対象者アンケート

（保護者）（n=212)

対象者アンケート

（中学生・高校生）（n=120)

よくあった ときどきあった ほとんどなかった まったくなかった 無回答
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エ 経済的困難等、特に困難を抱えやすい子ども・世帯について 

国の大綱では、子どもの貧困対策によって「優先的に施策を講じるよう配慮する必

要がある」「支援を要する緊急度の高い子供」として、社会的養護を必要とする子ども、

生活保護世帯の子ども、ひとり親世帯の子どもが示されています。 
本市におけるこれらの子どもの数や世帯数の推移、ならびに、「就学援助を受けてい

る子ども」の状況は次のようになっています。 
 
〇社会的養護を必要とする子ども 
「社会的養護」とは、保護者のいない子どもや、虐待を受けた子どもなど、家庭

で生活することが困難な子どもに対して、公的責任で社会的に保護し育てるととも

に、子育てに困難を抱える家庭に対しても支援を行うことです。社会的養護を担う

施設等には、児童養護施設 8、乳児院 9、情緒障害児短期治療施設 10、児童自立支援

施設 11、母子生活支援施設 12、里親 13、ファミリーホーム 14、自立援助ホーム 15が

あります。本市で社会的養護を受ける子どもは、平成 26 年度末現在で、乳児院や児

童養護施設に入所している子ども、里親等に委託されている子ども等で 880 人とな

っており、本市の 18 歳未満の子どものおよそ 0.15%となっています。 
  

                                                   
8 児童養護施設：保護者のいない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童を入所させ

て、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とす

る施設。 

9 乳児院：乳児（特に必要のある場合には幼児を含む。）を入院させて、これを養育し、あわせて退院し

た者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。 

10 情緒障害児短期治療施設：軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から

通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とす

る施設。 

11 児童自立支援施設：不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由

により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて

必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目

的とする施設。 
12 母子生活支援施設：配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童

を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、

あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設 
13 里親：要保護児童を養育することを希望する者であって、都道府県知事が児童を委託する者として適

当と認めるもの。 

14 ファミリーホーム：要保護児童の養育に関し相当の経験を有する者の住居において養育を行うもの。 
15 自立援助ホーム：義務教育を終了した 20 歳未満の児童であって、児童養護施設等を退所したもの又は

その他の都道府県知事が必要と認めたものに対し、これらの者が共同生活を営む住居（自立援助ホーム）

において、相談その他の日常生活上の援助、生活指導、就業の支援等を行う事業 
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国の調査 16によれば、児童養護施設に入所する子どもの４割程度が保護者からの

虐待を受けたことを理由に保護されています。次いで、保護者の病気、離婚、行方

不明等により、保護者からの養育を受けられないことが入所理由となっています。

このように、家庭での養育が望めない状況で社会的養護を受けるに至っており、多

様で深刻な背景を抱える子どもが多いと言えます。 
本市の児童虐待新規把握件数は増加傾向にあり、平成 26 年度の１年間で 1,000 件

を超えています。児童虐待として把握されたうちの２割程度が社会的養護のもとで

暮らしています。なお、本市の社会的養護を必要とする子どもの数は、恒常的に本

市内の施設の定員を上回っている状況です。 
 

図表２-８ 本市の児童虐待新規把握件数の推移 

 
出所）「横浜市児童相談所における児童虐待の対応状況」「横浜市児童相談所の虐待新規把握件数について」 

 
〇生活保護世帯の子ども 
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護

を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長する制度

です。 
本市の生活保護を受給する世帯数は、過去 20 年で約 3.4 倍と大きく増加していま

す。生活保護を受給する母子世帯数についても、過去 20 年間で約 3.7 倍に増加し、

平成 26 年度末で約４千世帯となっています。本市の生活保護を受給している世帯の

割合（保護率・百分率）は、平成 26 年までの過去 20 年間で約 3.2 倍に増加しまし

た。平成 27年 7月の保護率は、全国平均の 1.71%を上回る 1.92%となっています。 
 
 

                                                   
16 厚生労働省雇用均等・児童家庭局「児童養護施設入所児童等調査結果」平成 27 年 1 月  
なお、児童養護施設への入所理由の４割が児童虐待となっているが、入所理由でないものを含めた場合、

児童養護施設に入所している子どものうち約 6 割は「虐待経験あり」となっている。 
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図表２-９ 本市の生活保護受給世帯数の推移 

 
出所）「横浜市統計書」 

 
本市で生活保護を受給する世帯の 18 歳未満の子どもの数は、リーマンショック以

降に急増し、平成 26 年 7 月現在で約１万人、18 歳未満の約 2%となっています。 
 

図表２-１０ 本市の 18 歳未満の生活保護受給者数の推移 

 
出所）「平成 26 年度第 4 回被保護者調査」 

※平成 22 年度までは各年７月１日現在、平成 23 年以降は 7 月 31 日現在 

 
〇ひとり親世帯の子ども 
国勢調査によると、本市の母子・父子世帯数は平成 22 年までの 15 年間で 1.76 倍

に増加しました。本市で児童扶養手当を受給する子どもの数は、平成 25 年で 3 万 1
千人となっており、18 歳未満の子どもに占める割合は約 5%となっています。 
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図表２-１１ 本市の児童扶養手当を受給する子どもの数の推移 

 
出所）「横浜市統計書」 

 
〇就学援助を受けている子ども 
経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して、学

校教育法第 19 条の規定に基づき、学用品費、通学用品費、学校給食費、修学旅行費

等を援助しています。就学援助の対象となる保護者は、生活保護を受給しているか、

それに準ずる経済的困窮の状況にあると本市が認定した方です。 
就学援助を受けている子どもの数は、平成 17 年度から平成 25 年度で約１万人増

加し、約４万人となっています。平成 26 年度に就学援助を受けている子どもの割合

は、14.4%となっています。 
 

図表２-１２ 就学援助認定者数・認定率の推移（本市） 
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  (2) 子ども・家庭の課題と子どもの貧困 

子どもの貧困は、保護者等の経済的困窮に加えて、子どもやその家庭の重層的な

困難と結びついていることが多いと考えられます。 

支援者ヒアリングによると、支援が必要となる子どもや家庭については、複数の、

質の異なる困難が重層的にからまりあっているケースが多く、様々な支援者が連携

して対応することが少なくないということが把握されました。 

各家庭が生活困窮にいたる経路や、背後に抱えている課題は一様ではなく、一般

化できるものではありませんが、支援者ヒアリングや市民アンケート・対象者アン

ケートの調査結果から、経済的困窮状況にある子どもや家庭が同時に抱えうる課題

として、下図に例示したような深刻な困難や社会的不利があるのではないかと考え

られます。 

子どもの貧困の背景に存在する、子どもと家庭が抱える多様な困難状況を把握す

るために、まず、子どもの育ちに最も大きな影響を与える保護者の状況について、

次に、子ども・若者の抱える困難について、本市の支援者ヒアリングとアンケート

調査結果をもとに整理しました。 

それぞれの保護者が抱える困難が、その子どもの育ちに何らかの影響を与え、困

難状況が親から子へ引き継がれる「世代間連鎖」が存在することが示唆されます。

直接的な経済的困窮対策だけではなく、子どもが抱えるこれらの困難についても、

世代間連鎖を断つという視点が必要となります。 

 

 

 
 

① 保護者  ② 子ども・若者 

ア 保護者の成育歴・ＤＶ経験 

イ 保護者の障害や健康問題 

ウ 保護者の社会的孤立 

エ 保護者の学歴 

オ 保護者の不安定就業・無業 

 ア ネグレクトを含む児童虐待、 

基本的な生活習慣の乱れ 

イ 子どもの障害や健康問題 

ウ 子どもの「孤独」の状況 

エ 子どもの低学力・学習の遅れ 

オ 子どもの不登校 

カ 子どもの学歴・中退 

キ 子どもの不安定就業・無業、 

 ひきこもり 

 
 
  

子どもの貧困と並存する子ども・家庭の課題 
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① 保護者の抱える困難 

ア 保護者の成育歴・ＤＶ経験 

支援者ヒアリングでは、保護者が自身の親（子どもから見た祖父母）から虐待を

受けていた経験があることや、親と疎遠になっていて頼れない状況の方が多いとい

うことが指摘されています。また、配偶者からのＤＶを受けた経験のある方が多い

という指摘もなされています。 

アンケート調査では、保護者自身の成育歴や過去の経験として、「両親の離婚」、「親

との死別」、「子どもの頃の経済的困窮」、「親や配偶者からの暴力等を受けた経験」

等の有無についてたずねました。その結果、これらの経験について「いずれも経験

したことがない」と回答したのは、市民アンケート全体では 71.6%、ひとり親世帯

では 43.4%、貧困線以下の世帯では 55.9%、対象者アンケートの保護者では 25.5%
でした。 

特にひとり親世帯の場合には、「両親が離婚した」との回答割合が２割以上、「配

偶者または元配偶者から暴力を振るわれたことがある」との回答割合も２割以上と

なっており、「ひとり親」の状況が世代間で連鎖しているケースや、配偶者からの暴

力（ＤＶ）が原因でひとり親に至ったのではないかと考えられる方が一定程度いる

ことがうかがえます。 

対象者アンケートの保護者の回答としても、「配偶者または元配偶者から暴力を振

るわれたことがある」は 41.5%、「あなたの両親が離婚した」は 32.5%、「親から暴

力を振るわれたことがある」は 18.9%、「成人する前の生活は経済的に困っていた」

は 18.9%となっており、保護者自身も厳しい成育歴や経験を抱えている場合が多い

ことが確認されました。 
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図表２-１３ 保護者自身の親や配偶者との関係性 

 
※市民アンケートについて、回答者が「父親」「母親」のいずれか以外のものはここでは集計の対象外とした。 
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イ 保護者の障害・健康問題 

支援者ヒアリングでは、保護者に知的障害等の障害があるケースや精神疾患を含

む健康上の問題を抱えているケースが増えていることが指摘されました。 

アンケート調査から、保護者の現在の健康状態について、「あまりよくない」「よ

くない」と回答した割合を比較すると、市民アンケート全体では 8.1%であるのに対

して、ひとり親世帯では 27.0%、貧困線以下の世帯では 20.0%、保護者に対する対

象者アンケートでは 37.7%となっています。 

また、保護者について過去１年間での病気や障害等の経験の有無についてたずね

たところ、対象者アンケートの結果として、42.5%が「なかなか眠れないことがあっ

た」、34.9%が「気分がひどく落ち込んでいた」と回答しており、さらに、「病気・障

害等が原因で仕事をやめた」とした人の割合は 10.8%にのぼっています。 

 

図表２-１４ 保護者の健康状態 

 
※市民アンケートについて、回答者が「父親」「母親」のいずれか以外のものはここでは集計の対象外とした。 

 

図表２-１５ 過去 1 年間の病気・障害等の経験 （対象者アンケート） 
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ウ 保護者の「社会的孤立」の状況 

支援者ヒアリングでは、困難を抱えている家庭の保護者は、障害や精神疾患等の

影響もあり、人間関係をうまく築くことができないことが多いということが指摘さ

れています。また、「保護者の成育歴・ＤＶ経験」で触れたこととの関連で、保護者

が自身の親や配偶者等から虐待や暴力を受けていたことなどから、親族等に頼れな

い状況の方も多いことも指摘されています。さらに、このような方の中には、支援

者との関係性を含めて、人とのつながりを自ら「断ち切ってしまう」という事例も

あるとされています。 

これらの結果、保護者が「社会的孤立」状況となり、また、支援者との関係が切

れてしまうことで、子どもへの支援が届かなくなるという課題があることも指摘さ

れています。 

アンケート調査で、「心おきなく相談できる相手がいるか」についてたずねたとこ

ろ、ひとり親世帯では、「相談できる相手がいる」との回答割合が回答者全体と比べ

て低く、「相談相手がほしい」との割合が２割以上となっています。なお、対象者ア

ンケートに回答いただいた保護者も、17.5%が「相談相手がほしい」としています。 

 

図表２-１６ 心おきなく相談できる相手の有無 

※「ひとり親世帯」について、宛名の子ども・若者本人が該当すると回答した場合は除く。 
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エ 保護者の最終学歴  

支援者ヒアリングでは、困難を抱えている家庭の保護者の特徴のひとつとして、

最終学歴が中学校卒業や高校中退である割合が高いということが指摘されています。 

アンケート調査から、保護者の最終学歴について把握すると、父親の最終学歴が

「中学校卒業」あるいは「高等学校中退」と回答した割合は、ふたり親世帯では 2.8%、

父子世帯では 6.5%、ふたり親世帯のうち貧困線以下の世帯では 11.0%となっていま

す。 

同様に、母親の最終学歴が「中学校卒業」あるいは「高等学校中退」と回答した

割合は、ふたり親世帯では 1.5%、母子世帯では 10.3%、ふたり親世帯のうち貧困線

以下の世帯では 4.9%となっています。 

 

図表２-１７ 保護者の最終学歴 

 
 
※市民アンケートについて、回答者が「父親」「母親」のいずれか以外のものはここでは集計の対象外とした。 

※市民アンケートについて、「父親」の回答は、回答者が「父親」の場合の本人の最終学歴と、回答者が「母親」の場合

の配偶者の最終学歴を合計して算出している。「母親」の回答は、回答者が「母親」の場合の本人の最終学歴と、回答

者が「父親」の場合の配偶者の最終学歴を合計して算出している。 

※対象者アンケートについては、回答者が父親か母親か等区別せず集計した。 

※学歴について「その他」は、「大学院中退」「大学院修了」「その他教育機関中退」「その他教育機関卒業」「その他」を

合わせた値である。 
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オ 保護者の就業状況 

支援者ヒアリングでは、健康面等で問題を抱えている方や、外国籍の方（日本語

の理解が不十分である方）、学歴が相対的に低い方などでは、働きたくとも働けない、

または仕事に就いていても非正規雇用で不安定であるなど、十分な収入が得られな

い状況にあることが多いと指摘されています。 

また、ひとり親世帯の親など子育てと生計の維持を一人で担わなければならない

場合では、勤務地や就業時間の制約を受けることが多く、そのことが正社員の職に

就くことを困難にしている要因のひとつとなっているとされています。 

このほか、ダブルワーク・トリプルワークをしている方や、早朝や深夜の時間帯

に働いている方が少なくないことが指摘されており、深夜の時間帯の就労に関して

は、子どもの徘徊等の行動など、子どもの基本的生活習慣の乱れとの関連性につい

ても指摘がなされています。 

他方、アンケート調査から、保護者の就業状況についてみたところ、母子世帯の

母親の約８割、父子世帯の父親の約９割は就労しています。また、対象者アンケー

トの保護者（回答者）は約７割が就労しています。 

就労をしている方について、働いているにも関わらず経済的困窮の状況に置かれ

る背景として、パートタイムやアルバイト等の低賃金で不安定な非正規雇用で働い

ている割合が高く、「正社員・正規職員」で働く割合が低いという雇用状況がありま

す。市民アンケートによると、「正社員・正規社員」の比率は、ふたり親世帯の父親

や父子世帯の父親では約９割となっていますが、母子世帯の母親では４割弱となっ

ています。 

また、過去１年間で複数の仕事を掛持ちしたことがあるかをたずねたところ、母

子家庭の母親が 11.3%、貧困線以下の世帯の母親が 10.5%、父子家庭の父親が 9.7%
と、ひとり親世帯や貧困線以下の世帯では複数の仕事を掛持ちしたことのある人の

割合が比較的高くなっています。 

 
 

  



 

27 
 

図表２-１８ 現在の就業の状況 

 
 

※市民アンケートについて、回答者が「父親」「母親」のいずれか以外のものはここでは集計の対象外とした。 

※対象者アンケートについては、回答者が父親か母親か等区別せず集計した。 

 
図表２-１９ 就業形態 

 

 
※市民アンケートについて、回答者が「父親」「母親」のいずれか以外のものはここでは集計の対象外とした。 

※市民アンケートについて、「父親」の回答は、回答者が「父親」の場合の本人の就業形態と、回答者が「母親」の場合

の配偶者の就業形態を合計して算出している。「母親」の回答は、回答者が「母親」の場合の本人の就業形態と、回答

者が「父親」の場合の配偶者の就業形態を合計して算出している。 

※対象者アンケートについては、回答者が父親か母親か等区別せず集計した。 

※「自営・その他」は、「自営業主（商店主・農業など）」「自家営業の手伝い」「その他」を合わせた値である。  
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図表２-２０ 過去１年間の複数の仕事を掛持ちした経験（ダブルワーク等の状況） 

【父親】 【母親】 

  
 

 

 

【コラム②：ひとり親世帯のなかでの学歴による差異】 

上述の通り、ひとり親世帯、特に母子世帯の場合には、「正社員・正規職員」で働

く方の割合が低く、働いてはいるものの経済的に苦しい状況にあるという方が多い

ものと考えられます。 

ただし、母子世帯のなかでも、保護者の方の学歴等の違いにより、状況は異なる

と考えられます。本市が平成 24 年度に実施した「母子家庭等実態調査」によると、

母子世帯の状況に関して、保護者の方の最終学歴が高くなるほど、就労収入が高く

なるという相関関係がみられています。最終学歴が「中学校卒」である世帯では、

１年間の就労収入が 200 万円未満である割合が約６割となっているのに対して、「大

学、大学院卒」の場合には、200 万円未満の割合は２割弱となっています。 

 

図表２-２１ 母子世帯の最終学歴と就労収入 

 
出所）本市「平成 24 年度母子家庭等実態調査」データをもとに作成 
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② 子ども・若者の抱える困難 

ア ネグレクトを含む児童虐待、基本的な生活習慣の乱れ 

本市の児童相談所に寄せられた養護相談の新規受付件数は、過去 20 年間で４倍以

上に増加しています。養護相談には、児童虐待、家族関係の不調、不適切な家庭環

境、保護者の養育力不足等に関連する相談内容が含まれており、厳しい成育環境の

もとに育つ子どもが増加していると考えられます。 

 

図表２-２２ 養護相談新規受付件数の推移 

 
出所）「横浜市統計書」 

 
支援者ヒアリングでは、児童相談所が児童虐待等で関わる家庭の中に、経済的困

窮の課題を抱える例が多いことが指摘されています。具体的な例として、身体的虐

待のほか、適切な食事を与えていない、学校等への登校がままならない、乳幼児を

家に残したまま度々外出するなどのネグレクトの状況にある世帯への対応が増えて

いるとされています。なお、このようなネグレクトの一部には、保護者の早朝・夜

間帯の就労や、精神疾患等が原因となったネグレクトが存在することも指摘されて

います。また、ネグレクトとまではいかなくとも、子どもと向き合う時間的・精神

的な余裕がない場合も多いとされています。 

市民アンケートで、普段子どもだけでご飯を食べることがあるかについてたずね

たところ、「よくある」と回答した割合は、市民アンケート全体では 5.0%、ひとり親

世帯では 10.7%、貧困線以下の世帯では 9.6%となっています。なお、ひとり親世帯

では、「よくある」「ときどきある」を合わせると５割近くとなっています。 

また、支援者ヒアリングでは、保護者に精神疾患や疾病がある世帯等の例で、保

護者が子どもを起こして登園・登校の準備をすることが出来ず、子どもの通園・通

学が困難になることがあるという課題や、子どもに食生活をはじめとした基本的生

活習慣が十分に身につかないという課題が見られることが指摘されており、これら
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の課題に対応する支援が必要であるとされています 17。 

対象者アンケートから、保護者の健康状態と子どもの朝食の摂取状況について分

析したところ、保護者の健康状態が「よい・まあよい」の場合には８割以上が「毎

日食べる」と回答しているのに対して、健康状態が「普通」「あまりよくない・よく

ない」の場合には、「毎日食べる」と回答した割合が低くなっています。 

 

図表２-２３ 子どもの「孤食」の状況 

 
 

※宛名の子ども・若者が０～18 歳未満の場合に、その保護者が回答 

 
図表２-２４ 保護者の健康状態と子どもの朝食の摂取状況 

 
※朝ごはんの習慣について無回答であったものはここでは集計の対象外とした 

  

                                                   
17 このほか、児童虐待による子どもの育ちへの影響として、暴力を受ける体験からトラウマを持ち、そ

こから不安や情緒不安定などの様々な精神症状が現れる場合があること、栄養や感覚刺激の不足等によ

りもともとの能力に比べて知的な発達が十分に得られない場合があること、保護者との基本的な信頼関

係を構築できず愛着関係を形成することが困難となり対人関係に問題が生じることがあること等、様々

な影響があるとされている。（「子ども虐待対応の手引き（平成 25 年８月改訂版）」（厚生労働省）より

抜粋、要約） 
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イ 子どもの障害・健康問題 

本市の 18 歳未満の知的障害児に対する療育手帳交付数は、過去 10 年で 1.8 倍に

増加し、平成 26 年度で約１万人となっています。 

 

図表２-２５ 18 歳未満の療育手帳交付数の推移 

 
出所）「横浜市統計書」 

 
支援者ヒアリングにおいても、知的障害や発達障害を抱える子どもへの対応が増

えているという話が聞かれました。また、手帳等の取得の有無に関わらず、学習面

や対人関係の面で課題を抱える子どもへの対応が増えていると指摘されています。

このほか、発達障害との判別が難しい、成育環境からの影響の強い「愛着障害」と

考えられる子どもも増えてきているのではないかとされています。 

市民アンケートにおいて、兄弟姉妹を含めて子どもに身体障害、知的な遅れ、発

達障害等、何かしらの障害がある世帯の割合を集計したところ、ひとり親世帯では

14.8%、貧困線以下の世帯では 11.1%となっており、経済的困窮を抱える世帯で子ど

もの障害を抱えている割合が相対的に高くなっています。 

なお、支援者ヒアリングでは、保護者の就労と子どもの障害について、子どもに

障害があることで保護者が働くことが出来ない、あるいは勤務可能な条件に制約が

あるために正規の職に就くことが困難であるということも指摘されています。 

 

図表２-２６ 兄弟姉妹を含めた、世帯の子ども・若者の障害等の有無 
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※集計には無回答であったものも分母に含む。なお、「特にない」の結果についてここでは非掲載としている。 
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ウ 子どもの「孤独」の状況 

支援者ヒアリングでは、困難を抱えている家庭の子どもの特徴として、孤独感を

強く持っている傾向があることや、他人に対する不信感が高いこと、自分に自信が

なく、自己肯定感が低いこと等が指摘されています。 

対象者アンケートから、中学生・高校生の回答として、「人は信用できないと思う」

という意識についてみると、「そう思う」「どちらかというとそう思う」の回答割合

は４割以上となっていました。同様に、児童養護施設の中学生・高校生では、「そう

思う」「どちらかというとそう思う」の回答割合は５割を超える結果となっています。 

また、対象者アンケートの中学生・高校生に、悩んでいるときに相談する相手に

ついてたずねたところ、「誰にも相談したくない」という回答が 8.3%、「誰にも相談

できない」という回答が 4.2%となっており、悩みごとがあっても相談しない・相談

できない人が一定割合で存在しています。この点について、児童養護施設の中学生・

高校生では、「誰にも相談したくない」に 23.2%、「誰にも相談できない」に 8.7%が

回答しており、相談しない・相談できない人の割合が比較的高くなっています。 

 

図表２-２７ 人は信用できないと思う 

 
 

図表２-２８ 悩んでいるときの相談相手 (対象者アンケート) 
【中学生・高校生（n=120）】 【児童養護施設（n=138）】 
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エ 子どもの低学力・学習の遅れ 

支援者ヒアリングでは、課題を多く抱える家庭の子どもは学校の成績があまり良

くなく、学習が遅れがちであることが多いと指摘されています。また、学業の遅れ

の背景に関しては、障害が疑われるケースのほか、部屋が整理されていないことや

学習机がないことなど、勉強できる居住環境ではないことが影響しているのではな

いかということも指摘されています。 

子どもの勉強全般の状況について、市民アンケートから、宛名の子どもが 6～17
歳の場合に、子どもの学校等での勉強全般の状況について分析したところ、学校等

の勉強全般の状況が「かなり遅れている」または「やや遅れている」と回答した割

合は、市民アンケート全体では 9.7%であったのに対して、ひとり親世帯では 24.2%、

貧困線以下の世帯では 26.4%となっていました。 

また、対象者アンケートから、中学生・高校生自身に学校の成績の状況について

分析したところ、学校の成績が学年の中で「下のほう」または「やや下のほう」と

回答した割合は 50.0%、児童養護施設の中学生・高校生では 35.5%となっており、

成績の分布が下の方に偏っている傾向がみられました。 

 
図表２-２９ 宛名の子ども（6～17 歳）の学校等での勉強全般 

 
 

※宛名の子どもが 6～17 歳の場合についてのみ集計。また、保護者が回答した場合についてのみ集計。 

 

図表２-３０ 学校の成績 
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40.6 

34.2 

28.7 

27.7 

23.5 

25.3 

18.6 

10.7 

14.9 

1.1 

2.7 

3.4 

2.2 

4.7 

1.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市民アンケート全体(n=1,342)

ひとり親世帯(n=149)

貧困線以下の世帯(n=87)

かなり遅れている やや遅れている 普通 まあまあ良好 成績良好 わからない 無回答

30.8 

20.3 

19.2 

15.2 

28.3 

24.6 

15.0 

10.1 

1.7 

7.2 

2.5 

17.4 

2.5 

5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

対象者アンケート

（中学生・高校生）（n=120)

対象者アンケート

（児童養護施設）（n=138)

下のほう やや下のほう まん中あたり やや上のほう

上のほう どれもあてはまらない 無回答
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なお、支援者ヒアリングでは、学習の遅れを特に抱えやすい子どもとして、外国

籍・外国につながる子どもの例が挙げられました。 

外国籍・外国につながる子どもは、平成 27 年５月現在で、本市の小・中学校に約

8,000 人在籍していますが、そのうち日本語指導が必要な児童生徒は約 1,500 人とな

っています。外国籍・外国につながる子どもは、教科学習に必要な日本語（学習言

語）の習得が不十分なために授業についていけない場合があることに加え、学校生

活で孤立しがちであること、保護者も日本語が不自由で学校の準備が十分にできな

い等、学習に不利な状況にあるのではないかと考えられます。 

  

図表２-３１ 外国籍・外国につながる児童生徒数の推移 

 
出所）「横浜市立学校実態調査」 

※各年５月１日現在 

※国籍およびつながる国の総数（平成 27 年現在）96 カ国 

 
 

オ 子どもの不登校 

本市の市立小学校における不登校児童数 18は、平成 26 年度に約 1,100 人で、市立

小学校児童全体に占める割合は 0.6%前後で推移しています。市立中学校における不

登校生徒数は、平成 26 年度で約 2,600 人となっており、市立中学校生徒全体に占め

る割合は約 3%となっています。 

 

  

                                                   
18 文部科学省の「学校基本調査」及び「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」にお

いては、年間 30 日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由によるものを除いたものを「不登校児

童生徒」として定義している。 
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図表２-３２ 市立小学校における不登校児童数の推移 

 
出所）「横浜市統計書」 

 

図表２-３３ 市立中学校における不登校生徒数の推移 

 
出所）「横浜市統計書」 

 

支援者ヒアリングでは、不登校となった子どもの背景に、家庭の経済的困窮をは

じめとする様々な困難が存在することが指摘されています。例えば、基本的な生活

習慣が身についておらず、朝起きられないことで学校に行けなくなり、学業が遅れ

がちになることでさらに不登校の傾向が強まることがあるという話が聞かれました。

このほか、弁当を持っていけないことが不登校のきっかけになってしまうケースや、

保護者の代わりに、家庭内で家事や年少のきょうだいの面倒を見なければならない

ために学校に行けなくなるケースもあると聞かれました。 
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市民アンケートにおいて、宛名の子ども・若者のうち「過去に不登校経験あり」

あるいは「現在不登校中」と回答した割合は、全体では 3.8%、ひとり親世帯では 9.6%、

貧困線以下の世帯では 10.8%となっています。 

対象者アンケートでは、中学生・高校生自身に不登校経験の有無についてたずね

ました。「現在不登校である」または「過去に不登校であった」と回答した比率は、

対象者アンケートの中学生・高校生では 15.8%で市民全体と比較して 4.2 倍、児童養

護施設の中学生・高校生では 24.6%で市民アンケート全体と比較して 6.5 倍の割合と

なっています。 

 

図表２-３４ 不登校経験の有無 

 

 
 

カ 子どもの学歴・中退 

支援者ヒアリングでは、学業の遅れ等とも関連して、保護者・子どもともに、高

校進学を積極的に考えられないケースがあることが指摘されています。また、高校

に進学した後の課題として、中退の問題があることが指摘されています。 

高校中退の問題に関しては、高校は義務教育ではないため、高校に入学しても勉

強についていけない場合には学校に居づらくなってしまうことや、経済的な問題か

ら、アルバイトをすることや仕事に就くことを優先して中退する例が多いという話

が聞かれました。 

さらに、大学等の高等教育機関への進学に関しては、成績的には可能であるのに、

経済的な面が影響して、自分から進学を諦めてしまう人もいるとされています。こ

のほか、貸与型の奨学金では卒業後の負担が大きいという課題があることも指摘さ

れています。 
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現在不登校中 過去に不登校経験あり 不登校経験なし わからない 無回答
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市民アンケートから、経済的な理由により、子どもに進学を諦めさせたり学校を

中退させたりしたことがあるかについて分析したところ、市民アンケート全体では

「ある」あるいは「これまでにはないが、今後その可能性がある」が合わせて 20.7%
であったのに対して、ひとり親世帯では 56.5%、貧困線以下の世帯では 49.6%、対

象者アンケート（保護者）では 63.7%となっています。また、調査対象の世帯に含

まれる子ども・若者について、学校等を既に卒業している子ども・若者の最終学歴

について分析したところ、貧困線以下の世帯では、「大学卒業」の割合が比較的低く、

また、「大学中退」の割合が高いという特徴が見られました。 

このほか、対象者アンケートの中学生・高校生に「希望する学歴」についてたず

ねたところ、「大学」が最も多く 33.3%となっている一方で、「現実的な学歴」につ

いては、「わからない」が最も多く 25.0%となっています。同様に、児童養護施設の

中学生・高校生に「希望する学歴」についてたずねたところ、「高校（全日制高校）」

が最も多く 24.6%、次いで「わからない」が 15.9%となっています。「現実的な学歴」

についても、「高校（全日制高校）」が最も多く 31.2%、次いで「わからない」が 24.6%
となっています。 

なお、本市の生活保護世帯の子どもの中学校卒業後の高等学校等への進学率は

96.2%、大学・専修学校等への進学率は 36.8%となっています。また、児童養護施設

の子どもの中学卒業後の高等学校等への進学率は 100%、大学・専修学校等への進学

率は 22.2%となっています。 

 

図表２-３５ 経済的な理由による子どもの進学断念・中退の有無 

 
※市民アンケートでは、宛名の方が 18 歳未満の子どもの場合に、その保護者が回答する設問である。 
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図表２-３６ 若者の最終学歴（兄弟姉妹を含めた集計） 

 
※兄弟姉妹を含み「学校等は既に卒業等している」場合のみ集計。なお、ここでの「その他」は、「大学院中退」「大学

院修了」「その他教育機関中退」「その他教育機関卒業」「その他」を合わせた値である。 

 

 

図表２-３７ 希望する学歴、現実として考える学歴 (対象者アンケート) 

【中学生・高校生（n=120）】 【児童養護施設(n=138)】 
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キ 子どもの不安定就業・無業、ひきこもり 

 「横浜市子ども・若者実態調査」（平成 25 年３月）によると、本市には、少なく

とも若年無業者（15～39 歳）が約 57,000 人、ひきこもり状態の若者（15～39 歳）

が 8,000 人いると推計されています。 

ひきこもり状態の若者に関して、支援者ヒアリングでは、学校で不登校やいじめ

等を受けた経験や、障害や精神疾患等の健康上の問題を抱えている方が多いとの指

摘がなされています。また、人間関係を築くことが得意ではなく、コミュニケーシ

ョンが苦手な方が多いということも指摘されています。なお、ひきこもりや無業の

状態にある若者は、保護者のもとで暮らしている割合が比較的高く、必ずしも経済

的困窮状態にある方ばかりではないと指摘されています。しかしながら、保護者か

らの経済的援助などの支えが望めなくなった場合に、経済的困窮や社会的孤立に陥

るリスクが高いため、貧困を予防する観点での支援が必要であると考えられます。 

市民アンケートから、調査対象の世帯に含まれる子ども・若者の学校等卒業後の

状況について分析したところ、ひとり親世帯の場合や貧困線以下の世帯の場合には、

子ども・若者の状況として「正社員・正規職員」である割合が比較的低くなってい

ました。 

 

図表２-３８ 子ども・若者の卒業後の進路（兄弟姉妹を含めた集計） 

 
※兄弟姉妹を含み「学校等は既に卒業等している」場合のみ集計。なお、ここでの「自営等その他」は、「自営業主（商

店主・農業など）」「自家営業の手伝い」「主夫・主婦」「その他」を合わせた値である。 
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自営等その他 求職中

無回答
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  (3) 世代間連鎖の状況と必要となる支援 

ア 学歴の再生産 

支援者ヒアリングでは、保護者が高校に行っていない場合には子どもが高校（さ

らには、大学等の高等教育機関）に進学するという選択肢を持ちにくくなってしま

うという関連性があると指摘されています。 
市民アンケートから、子どもが高校卒業後大学・短大・専門学校等に進学するこ

とに関する意識と、母親の最終学歴の関係性について分析したところ、子どもの高

校卒業後の進学について「非常に重要である」あるいは「重要である」と回答した

割合は、母親の回答者全体では 71.9％ですが、母親の学歴が「中学卒業」あるいは

「高等学校中退」の場合は 45.5％となっています。 
 

図表２-３９ 保護者の学歴と子どもの進学に対する意識との関係性 

 
※回答者が「母親」の場合のみ集計。 

 
また、市民アンケートから、ふたり親世帯に関して、保護者の学歴と子ども・若

者の学歴との関係性について分析したところ、保護者の学歴がともに大学卒業の場

合には子ども・若者の７割以上が「大学卒業」であるのに対して、保護者がともに

大学卒業でない場合には、その割合は３割弱となっています。このほか、ひとり親

世帯についても、子ども・若者の学歴について「大学卒業」である割合は約３割と

なっています。これらから、学歴の再生産を通じて、就業の困難や不安定就労、低

賃金の状況等が世代間で連鎖している状況にあるということも推察されます。 
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図表２-４０ 保護者の学歴と子ども・若者の学歴との関係性 

 
※ふたり親世帯についてのみ集計した。 

※保護者の学歴について「大学卒業」には「大学院中退」「大学院修了」の場合を含む。なお、学歴について無回答のも

のは集計の対象外とした。 

※子ども・若者の学歴については、兄弟姉妹を含み「学校等は既に卒業等している」場合のみ集計。なお、ここでの「そ

の他」は、「大学院中退」「大学院修了」「その他教育機関中退」「その他教育機関卒業」「その他」を合わせた値である。 

 
 

イ 保護者の置かれている状況と必要な支援 

これまでに述べた通り、経済的困窮を抱えている家庭の保護者に関しては、暴力

等を受けた経験、配偶者との離別や死別の経験、障害や疾病、就業の状況、学歴、

国籍等、様々な困難を同時に重層的に抱えている可能性があります。特にひとり親

世帯の保護者については、ＤＶ、精神疾患、就業と子育ての両立の負担、ネグレク

トや子どもの養育が不十分になりがちであること等、子どもの育ちに影響を及ぼす

様々な困難や社会的な不利を抱えるリスクが高いことが支援者から指摘されていま

す。 

子どものことに関する悩みについて保護者の回答を分析したところ、対象者アン

ケートの回答で最も多いのは、「子どもの教育費のことが心配である」が 59.9%、次

いで「子どもの進学や受験のことが心配である」が 52.8%となっており、教育費や

進学に関する悩みが半数を超えています。なお、ひとり親世帯や貧困線以下の世帯

の場合にも同様の悩みが上位を占めています。 

また、子どもにとってあったらよいと思う支援等についてたずねたところ、ひと

り親世帯、貧困線以下の世帯、対象者アンケートの保護者に関しては、それぞれ６

割以上が「生活や就学のための経済的補助」と回答しています。また、「低い家賃で

住めるところ（寮や下宿のような所）」についても、それぞれ３割以上が回答してお

り、経済的な面での課題が大きいことがうかがえます。 
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ともに非大学卒業
(n=121)

いずれかが大学卒業
(n=111)

ともに大学卒業
(n=58)

中学校卒業 高等学校中退 高等学校卒業

高専、短大、専門学校等中退 高専、短大、専門学校等卒業 大学中退

大学卒業 その他 無回答
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図表２-４１ 子どものことについて現在悩んでいること 

 
 

※市民アンケートでは、宛名の方が 18 歳未満の子どもの場合に、その保護者が回答する設問である。  
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0% 20% 40% 60%

子どもに対するしつけや教育に自信が持てない

子どもに対するしつけや教育について、

相談する相手がいない

配偶者が子育てにあまり協力してくれない

配偶者と子育てのことで意見が合わない

子どもに基本的な生活習慣（あいさつ、規則正しい

食生活、整理・整頓など）が身についていない

子どもが勉強しない

子どもの進学や受験のことが心配である

子どもの就職のことが心配である

子どもが反抗的で、なかなか言うことを聞かない

子どもが何事に対しても消極的である

子どもが良い友人関係を持てない

子どもの身体の発育や病気が心配である

子どもの非行や問題行動が心配である

子どもの教育費のことが心配である

子どもに十分な食事や栄養を与えることができていない

その他

特に悩みはない

無回答
市民アンケート全体(n=2,127)

ひとり親世帯(n=177)

貧困線以下の世帯(n=125)

対象者アンケート（保護者）（n=212)
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図表２-４２ 子どもにとって現在または将来的にあったらよいと思う支援 

 
※市民アンケートでは、宛名の方が 18 歳未満の子どもの場合に、その保護者が回答する設問である。 
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保護者が家にいないときに子どもを預かる

場やサービスの提供

低い家賃で住めるところ（寮や下宿のようなところ）

生活や就学のための経済的補助

進路や生活などについてなんでも相談できるところ

仲間と出会え、一緒に活動できるところ

自然体験や集団遊びなど、多様な活動機会の提供

地域における子どもの居場所の提供

読み書き計算などの基礎的な学習への支援

会社などでの職場体験等の機会

仕事に就けるようにするための就労に関する支援

その他

特にない

よくわからない

無回答 市民アンケート全体(n=2,127)
ひとり親世帯(n=177)
貧困線以下の世帯(n=125)
対象者アンケート（保護者）（n=212)
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このほか、支援者ヒアリングでは、支援が必要な状態ではあるものの、支援につ

ながらない子どもや保護者がいるという指摘がなされています。例えば、社会的孤

立の状況にあり、支援に関する情報を得られていない方や、社会の一部にある生活

保護への偏見の影響からか経済的に困窮していても支援等を受けていない方もい

るとされています。また、転居等により、支援が十分に届かなくなってしまう方が

いることも指摘されています。 

対象者アンケートの保護者に対して、必要な支援を受けられるようにするために

重要だと思うことについてたずねたところ、「休日や夜間でも対応している相談窓口

等を増やす」「携帯電話・スマートフォンで見られる、福祉制度や支援策等に関する

情報サイト等を充実させる」「相談窓口等について行きやすい雰囲気にする」「行政

等のホームページで福祉制度や支援策等に関する情報をわかりやすく掲載する」の

回答が３割を上回っています。 

 
図表２-４３ 必要な支援を受けられるようにするために重要だと思うこと 
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行政等のホームページで福祉制度や支援策等に

関する情報をわかりやすく掲載する

携帯電話・スマートフォンで見られる、

福祉制度や支援策等に関する情報サイト等を充実させる

メールマガジンで

定期的に福祉制度や支援策等の情報を配信する

広報誌やパンフレットの

福祉制度や支援策等に関する情報を充実させる

相談窓口等の数を多くする

相談窓口等の場所をわかりやすくする

相談窓口等について行きやすい雰囲気にする

休日や夜間でも対応している相談窓口等を増やす

保育所、幼稚園、学校等を通じて

定期的に福祉制度や支援策等に関する情報提供を行う

保育所、幼稚園、学校等で

具体的な助言等が受けられるようにする

病院を通じて

定期的に福祉制度や支援策等に関する情報提供を行う

病院で具体的な助言等が受けられるようにする

「こんにちは赤ちゃん訪問」などの

子育て世帯に対する訪問事業を充実させる

乳幼児健康診査を充実させる

その他

わからない

無回答
n=212
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 【コラム③：就学前段階に対する投資効果について】 
近年、貧困問題と関連して、就学前の段階における質の高い教育・保育が重要である

ということが様々なところで指摘されてきています。 
代表的なものとして、ノーベル経済学賞を受賞したジェームズ・ヘックマンによる指

摘があります。ヘックマンは、アメリカで実施された調査研究の結果等に基づき、貧し

い状況にある子供たち（disadvantaged children）に対するより早期の段階での教育等の

プログラムの実施が、将来にわたって非常に効果的であることを指摘しています 19。 
また、我が国の状況に関しては、15 歳児を対象に実施されている PISA 調査の結果に

よれば、就学前教育歴と数学リテラシー得点との関連性があることが示されています 20。

さらに、OECD からは、「日本では、幼児教育・保育への公的支出が低い。リターンが大

きく、また低所得世帯の子供の不利益を軽減するであろうことからも、この分野へより

多くの投資を行うことは是認される」と指摘され 21、就学前の段階の教育・保育により多

くの投資をすることには有効性・妥当性があるとされています。 
このほか、子どもの頃に基本的モラルに関する躾を受けたことが社会的成功に結びつ

いているとの研究成果 22や、基本的生活習慣が定着している子どもは世帯収入や父母の学

歴に関わらず学力テストの正答率が高い傾向にあることを示した研究成果 23等もあり、就

学前の早期の段階において、家庭内外での教育環境・生活環境を整えることの重要性が

示唆されています。 
 
  

                                                   
19 James J. Heckman and Dimitrity V. Masterrov(2007), "The Productivity Argument for Investing in 

Young Children” 
20 OECD(2013),”PISA2012 Results: What Makes Schools Successful? Resources, Policies and 

Practices Volume Ⅳ” 
21 OECD 対日審査報告書 2011 年版 
22 西村・平田・八木・浦坂（2014）「基本的モラルと社会的成功」 
23 国立大学法人お茶の水女子大学「平成 25 年度全国学力・学習状況調査（きめ細かい調査）の結果を活

用した学力に影響を与える要因分析に関する調査研究」なお、不利な環境を克服している児童生徒の特

長として、基本的生活習慣の他に、子どもの学習時間の長さ、読書や読み聞かせ、勉強や成績に関する

会話・学歴期待・学校外教育投資、保護者自身の学校行事等への参加、児童生徒の学習習慣と学校規則

への態度などが挙げられている。 
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図表２-４４ 年齢段階と教育投資効果との関係性 

 
出所）James J. Heckman and Dimitrity V. Masterrov(2007), "The Productivity Argument for Investing in 

Young Children”掲載の”Rates of return to human capital investment in disadvantaged children”を転載 

※横軸が年齢段階、縦軸がその時期に実施する教育投資効果の大きさを示しており、就学前の段階でのプログラム

（Preschool Programs）の効果がより大きいことを示している。ただし、学校教育（Schooling）や職業訓練（Job 

Training）が重要であることを否定するものではない。 

 
図表２-４５ 就学前教育の経験と数学リテラシー得点の関係性 

 
出所）OECD(2013),”PISA2012 Results: What Makes Schools Successful? Resources, Policies and 

Practices Volume Ⅳ”掲載データより作成 

※日本について「就学前教育歴なし」は全体の 0.9%、「1 年以下」は 2.2%で「1 年より長い」が 96.9%である（OECD

平均ではそれぞれ 7.2%、18.8%、74.0%） 
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第３章 子どもの貧困対策における取組の視点 

第２章における本市が独自で実施した調査（市民アンケート・対象者アンケート・支援

者ヒアリング）の結果や、関連する事業データ等から把握された本市の子どもの貧困の状

況から明らかになった、貧困状態にある子ども・若者、家庭が抱える複合的な課題等を踏

まえ、本市が子どもの貧困対策に取り組むにあたっての視点を次のとおり整理します。 
 
１ 支援につながっていない子ども・若者、家庭を見守る 

 (1) 気づく・つなぐ・見守る 

保育所・学校や児童相談所などからは、経済的・福祉的な支援制度の利用を望まな

い世帯や、何らかの事情で支援制度の適用条件にあてはまらない所得の低い世帯、身

近な相談者がいないなどの社会的な孤立の状況にあり支援制度の情報が届いていない

世帯が、最も厳しい状況におかれているといった意見があります。 

   このような状況の背景の一つとして、保護者が仕事を休むことができない、健康状

態がよくないために外出できないなど、個別の相談や必要な手続きを行うために区役

所等の窓口に来ることができない場合があると考えられます。 

   また、行政と関わることを望まない場合や必要な情報が伝わっていないことなどが

考えられます。このような世帯では、子どもの成長の小さなつまづきに気づきにくか

ったり、場合によっては、障害の可能性が見過ごされることもあります。 

制度等の利用に関わらず、困難を抱えている子ども・若者、家庭を、様々な場面で

できるだけ早期に把握し、具体的な支援や見守りにつなげていくことも、子どもの貧

困対策として位置づけていく必要があります。 

様々な接点や方策で必要な情報を届ける工夫や、妊娠・出産・乳幼児期にあっては、

妊娠届出時の面接や新生児訪問、乳幼児健診等の母子保健の取組や地域の子育て支援

の場面、保育所・幼稚園等での様子、学齢期にあっては、学校生活の中の気づきなど、

日常の中で、訪問型の支援も取り入れながら、困難を抱えている可能性のある子ども

や家庭に気づき、地域で見守ったり、専門機関につなげたりしていくことが必要です。 

また、その他にも生活困窮者支援制度などの相談の過程で、世帯へ関わる中で支援

を要する子どもの存在に気づき、適切な支援に繋げていくことも重要です。 

 

 (2) 対象者への配慮と支援の仕組みづくり 

困難を抱える家庭は、地域との関わりや制度を利用することを望まない場合もあり

ます。支援や見守りにあたっては、子どもや保護者に傾聴することで、家庭が抱えて

いる困難や背景に気づくこと、気持ちに配慮しながら寄り添い、見守り、抱えている

悩みや困難に応じた支援につなげることが必要です。 
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また、見守る人のすそ野を広げる取組や、支援に関わる一人ひとりの感度やスキル

を高める取組と共に、子どもの成長発達や家庭等の状況を正確にアセスメントし、学

校、地域や民間の支援機関とも連携してサポートしていく仕組みや体制が不可欠です。 

 

 

２ 乳幼児期の子どもの心身の健康保持、自己肯定感や基本的信頼感の醸成 

保護者の疾病・障害、子育てに関する知識やスキルが不十分であるなどの理由によ

り、子どもが家庭で適切な養育を受けることができない場合や、虐待が疑われるケー

スなど、子どもが一人の人として大切にされ、守られる権利が損なわれかねない状況

が生じている場合があります。 

適切な養育がなされない状況では、子どもの栄養や衛生が十分確保されないことに

加え、特定の大人との愛着の形成が不十分となり、情緒が安定しないことや、人への

基本的信頼感が十分に育まれないことや自己肯定感が低いことなどが指摘されていま

す。 

適切な養育を受けていない状況が続く場合は、将来の学習や就労への意欲や取組姿

勢にマイナスの影響を生じる可能性もあります。 

さまざまな理由により保護者が適切な養育をすることができない場合は、相談支援

事業や育児支援ヘルパー等の家庭の子育てを支えていく支援と合わせ、保育所や幼稚

園等を利用することで、子どもの心身の健康や情緒の安定を図り、基本的な生活習慣

の定着の促進を図るとともに、自己肯定感や基本的信頼感を醸成し、子どもの育ち・

成長を支えていくことが必要です。 

  また、保護者の子育てに対する負担感・不安感が強い場合に、保育所等を利用する

ことは、子どもの育ちを守るだけでなく、保育士や他の保護者との関わりにより、保

護者の孤立を防ぐとともに、心理的・肉体的なゆとりが生まれ、家庭での養育が子ど

もにとって望ましい方向へ変わることが期待できます。 

乳幼児期に、保護者をはじめとする特定の保育者がしっかりと子どもと関わること

で、愛着形成や情緒の安定と、自己肯定感を得られることは、基本的な生活習慣の定

着をはかり学齢期以降の学習習慣の基盤をつくるとともに、学習意欲や、課題や困難

に立ち向かう精神力の基盤をつくるためにも非常に重要です。 
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３ 学力保障及び教育と福祉の連携 

(1) 小・中学校における学力保障 

未就学期に、保育所や幼稚園等に通っていない場合や通っていても定期的に通園で

きなかった場合など、集団生活や学びの準備が整わず、学校での生活への適応が難し

くなり、学校へ通うことが困難となる場合があります。 

さらに、保護者の疾病・障害や外国につながる家庭では、地域社会や周囲から孤立

化している場合もあり、就学にあたり必要な情報が得られない、家庭に求められるこ

とを理解できないといった理由で就学の準備が不十分となり、子どもの学校生活を円

滑にスタートさせることができないこともあります。 

市民アンケートでは、学校等での勉強全般の状況が、「やや遅れている」、「かなり

遅れている」と回答した割合は、全体（9.7％）と比較して、貧困線以下の世帯では高

く（26.4％）なっています。 
また、平成 25 年度全国学力・学習状況調査を活用した調査研究※によると、世帯

の所得や保護者の学歴などの家庭の社会経済的背景が高い児童生徒の方が、低い児童

生徒に比べて学力が高い傾向にあります。 
※文部科学省委託研究「平成 25 年度全国学力・学習状況調査（きめ細かい調査）

の結果を活用した学力に影響を与える要因分析に関する調査研究」（国立大学法人

お茶の水女子大学） 
所得の格差拡大や、様々な家庭環境などによって生じる学力や進学機会の格差に対

し、学校においても、少人数指導や補習で対応しています。 

また、外国につながる子どもなどの、日本語指導が必要な児童生徒のニーズに合わ

せた学習支援を進められるよう母語による初期適応支援、日本語教室での指導、補助

指導員の配置等を行っています。 

小・中学校においては、これまで以上に全ての子どもの学力を保障するため、学校

と関係機関が連携して学習支援を充実していくことが必要です。 

 

(2) 教育・福祉の連携による児童・生徒支援 

横浜市では、他都市に先駆けて全ての市立小・中学校に児童支援専任教諭・生徒指

導専任教諭を配置し、全ての子どもが安心して楽しく学校生活を送ることができるよ

う、子ども達の悩みや不安の解決に取り組んでいます。 

また、スクールソーシャルワーカーを配置し、子どもや家庭の課題解決にあたると

ともに、「小中一貫型カウンセラー」の配置や「登校支援アプローチプラン」に基づく

登校支援など、義務教育９年間を見通した対応の充実を図っています。 
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しかし、子どもや家庭の経済的な困窮、保護者の就労や疾病・障害等による養育環

境の課題は、学校だけでは解決できないため、福祉や医療などの専門的なアプローチ

が求められます。 

平成 27 年度から、区役所における学齢期の対応窓口を、こども家庭支援課に一本化

し、これまで以上に学校・区役所・児童相談所等の関係機関が連携し切れ目のない支

援を行っていきます。 

 

(3) 高校進学に向けた学習支援 

学校においては、全ての子ども達の学力を保障するため、習熟度別指導や補習など

の取組を行っていますが、貧困状態にある子どもは、学力や進学の機会において、格

差が生じている現状があります。 

平成 27 年度に本格施行された生活困窮者自立支援制度には、生活困窮世帯への学

習支援事業が取組の一つとして位置づけられました。本市では、生活保護世帯の中学

生への高校進学のための学習支援の取組を、国に先駆けて、区の自主的な取組として

スタートし、「寄り添い型学習等支援事業」として、平成 26年度には、18区での展開

となりました。 

参加した子ども達の高校進学率は、生活保護世帯全体と比較すると向上し、成果を

あげていますが、現在中心となっている、生活保護世帯の中学３年生のうち、参加し

ている子どもは、全体の約３分の１であり、会場が自宅や学校から遠い等の理由で、

参加を希望しながらも参加できない子どもがいるため、受入枠や実施か所の拡充が求

められています。 

また、現在中学３年生が中心となっている利用者について、学習の効果を高めると

ともに、学校の成績の向上を図り、進学先の選択肢を広げるためには、中学２年生な

ど、より早い段階から学習支援が必要と言われています。 

 

(4) 高校進学後の学習支援と支援ネットワークの強化 

家庭環境や他の子どもとの経済的な格差の中で、高校での勉強についていくこと

ができず、学習に対する意欲が低下したり、安心して学校生活を送ることが困難と

なったりすることで、学校へ通うこと自体が難しくなることもあり、その結果、高

校中退となる場合も指摘されています。 

就労や新たな就学先が決まらないまま中退する場合も多く、義務教育期と異なり、

教育機関や地域との関係が薄くなる中で、行政や支援機関からは、その存在が見え

にくくなります。就労先や進学先が決まらないまま卒業する場合も同様の課題があ

ります。 

定時制の市立高校では、生徒の到達度に応じて基礎を改めて学ぶ「学び直し」

や、スクールカウンセラーや産業カウンセラーによる相談支援など、生徒の中退
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を防止し、就学の継続や就業を支援する取組を行っています。今後は、自立する

力の育成を目標に、関係機関と連携した支援の充実が必要です。 

また、関係機関においては、学校との連携の中で、必要な情報提供や相談対応

などにより就学継続支援に取り組むとともに、やむを得ず生徒が中退という選択

をした場合や進路が決まらずに卒業することとなった場合でも、その後、円滑に

利用できる支援の仕組みをつくることが重要です。 

さらに、高校中退後に、高卒認定試験の受験など学び直しの機会や支援が必要で

す。 

 

 

４ 多様な大人との関わり 

対象となる家庭の中には、疾病や障害等のために保護者が就労していない家庭もあ

ります。 

  理由に関わらず、最も身近な大人である保護者が就労している様子を知らない子ど

も達は、自身が将来、就労し、収入を得て、家族を支えていく具体的なイメージや、

職業の選択肢を幅広く持つことが難しくなります。 

  就労に対する意欲や具体的な手段、職業の選択に必要な情報を十分に得られないま

までは、将来、社会情勢や就業形態の変化による影響や本人の離職などにより貧困状

態に陥る可能性が高まります。 

最も身近な大人である保護者に対する、就労を始めとする自立に向けた支援を行い、

子ども達の１つのモデルとなれるように働きかけを継続するとともに、保護者以外の

大人が、子ども達と関わりを持ち、多様な大人の姿を示していくことが必要です。 

例えば、横浜市が、平成 27 年度から 18 区展開している寄り添い型学習等支援事業

は、大学生のボランティアスタッフが中心となって、利用者へ勉強を教えています。

大学生は、単に勉強を教えることにとどまらず、中学生にとっては、直接話をするこ

とができる、比較的年齢の近い大人のモデルとしての役割も担っています。 

学習支援の取組を始めとして、子どもと関わる場面では、子ども達が、職業や将来

の自立に向けた情報や具体的なイメージを持つとともに、そこに至るために必要なプ

ロセスや努力すべき点を知ることができる、ロールモデルとしての身近な大人との関

わりの視点を持つことが必要です。 
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５ ひとり親家庭の保護者の自立支援における子育てとの両立の視点と子ども

に対する支援 

ひとり親家庭では、子育てと生計の担い手という役割をひとりの親が担っています

が、多くの家庭では、保護者が両者の役割をしっかりと担い、多忙な中でも、子ども

は健やかに成長しています。 
しかし、子育てと生計維持のための就労の負担の重さ、ひとり親家庭の背景として、

ＤＶ被害や児童虐待の問題、親の疾病や障害、子どもの年齢や疾病、障害がある場合

等、必ずしも安定した生活が維持できる家庭ばかりではない状況となっています。 
また、ひとり親世帯となった経緯は死別、離別、未婚など様々であり、経済的にも、

精神的にも余裕のない中で、多くの困難を一度に抱える傾向にあります。 
親族を頼れない場合など、失業による収入減少は、働き手が一人しかいない中で、家

庭全体がすぐに生活困窮に陥るリスクが高くなります。 

実態として、子育て中のひとり親家庭は、不安定な就労・低所得の人が多い状況で

あり、本市の市民アンケートによる「子どもがいる現役世代のうちひとり親世帯のなかで、

貧困線を下回る世帯で生活する方の割合」は 45.6％と、全国の傾向と同様に、経済的困窮

を抱える家庭が多くなっています。 

第一に、就労し、生計を立てるための支援が考えられますが、離婚等による環境の

急激な変化に、保護者の心身の状態が整わず、すぐに就労可能な状況ではない人がお

り、精神的なケアや、当面の生活の安定を図ることから始める必要がある場合もあり、

支援に関わる人々の専門性高め、関係機関との連携体制を強化していくことが求めら

れています。 

一方で、生計を維持するために、ダブルワークや夜間就労をせざるをえなかった結果、

保護者自身が心身の健康を損ねたり、子育てへ充てられる時間が少なくなり、やむを得

ずネグレクト状態になっている場合も見受けられ、子ども自身に対する支援の必要性も

高まっています。 

子どもの貧困対策としては、現に貧困であるかに関わらず、ひとり親家庭等困難を

抱えやすい家庭に対する支援としては、精神的なケアを含めた生活全体の支援、子育

てとの両立ができる仕事に就くための支援の充実や、子育て支援環境をひとり親家庭

等にとってより利用しやすいものとしていくことが必要です。 

また、仕事と子育て、家庭生活の安定を図るための、児童扶養手当などの経済的な

基盤となる現金給付の制度についても、国において機能の充実が検討されています。 
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６ 社会的養護の子どもへのアプローチ 

社会的養護のもとで暮らしている子どもは、必要な場合は 20 歳までは児童養護施設

や里親の下で暮らすことが認められますが、原則として 18歳で施設等から自立します。

施設退所後に、保護者からの経済的援助や精神的な支えのない大変厳しい状況の中で

自立を求められるため、進学や就職の支援とともに、生活や心を支える支援などが求

められています。 
 (1) 施設等を退所した後の自立支援 

現在、本市の施設等退所後児童アフターケア事業では、大学進学等自立生活資金

の支給や居場所の運営などに取り組むとともに、各児童養護施設においても、退所

後児童への相談支援等を行っています。 

しかし、現状として、退所後に児童との連絡が途絶えてしまい、支援や関係が途

切れてしまう場合も少なくないため、その後のサポートができず、困難を抱えてい

る可能性もあり、実態の把握に取り組むことが求められています。 

    また、施設等を退所したときに、未成年であることや家族を頼ることができない

状況も多く、単身で住居を確保しづらいことが、自立にあたっての大きなハードル

となっているため、これまで以上に、自立に向けた生活基盤を支えるため、安定的

な住居の確保のための取組が必要です。 

近年の雇用情勢の中では、安定的な就労ができない場合も多く、職が得られても

給与は生活を維持していくには十分でなく、給与収入のみで、単身で、住居を維持

し、生活することが大きな負担になっています。著しい収入の低下や失職などで、

住居を失った場合など、家族を頼ることができない状況の中では、社会的に孤立化

したり、生活困難に陥るリスクが高まります。 

就労継続のための相談支援はもちろんですが、やむを得ず離職した場合に次の支

援の拠点となる場所やよりどころとなる居場所を一層充実していく必要があります。 

さらに、再チャレンジに向けては、新しい仕事を紹介するだけでなく、状況によ

り生活を安定させるための生活支援（衣食住の支援）や、自身の課題について相談

に乗るとともに、解決に向けた訓練の機会を設けるなど、今後の自立につながるよ

う、継続的な支援が求められています。 

 

(2) 進学支援の充実 

社会的養護を必要とする子どもは、家庭にいたときに学校へ通うことができな

かった場合や、一時保護の長期化等により、学習に遅れが生じる場合があります。 

社会的養護の子どもの大学・専修学校等への進学率（約 32％）と、その他の子

ども全体（約 85％）と比較して大きく下回っています。 
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就労の希望や適性など、一人ひとりの状況は異なりますが、進学を希望してい

る子どもであっても、貸付型の奨学金は将来の借金となり、卒業後に安定した雇

用につけないと返済が負担になることから、進学をあきらめる現状があります。 

現在、本市では、施設等退所後児童の進学から卒業までを、「資金」と「意欲」

の両面からサポートする、返還不要な奨学金支援プログラム「カナエール」を実

施しています。 

     社会的養護を必要とする子どもが、本人の努力だけでは解決できない事由によ

り、大学進学など希望の進路をあきらめなくてはならない状況を防ぐための経済

的な支援や社会全体で応援していく機運を高めていくことが必要です。 

 

 

７ 困難を抱える若者支援 

横浜市においては、市内在住の 15歳から 39歳までの若者のうち、少なくともひきこ

もり状態の若者が 8,000人、無業状態の若者が、57,000人いると推計されています。 

ひきこもり・無業状態等困難を抱える若者は、保護者の下で暮らしている場合や保護

者の援助がある場合も多く、その時点では必ずしも貧困というわけではありません。 

しかし、将来保護者等からの援助が得られなくなった場合は、自身が就労して収入を

得ることが難しく、生活困窮に陥るリスクは高く、生活保護等社会的コストの増大にも

つながる恐れがあります。 

また一方で、経済的な理由や経済的困窮に起因する、学習の遅れや学校生活への不適

応が理由で、就労や次の就学先が決まらず高校等を中退し、ひきこもりや無業状態とな

った若者個人の中には、すでに経済的にも苦しい状況に置かれている人もいます。 

子どもの貧困対策として、これらの困難を抱える若者を、社会的・経済的な自立に向

けて支援することは、個人やその家族を生活困窮に陥らせない直接の取組です。 

加えて、社会を支える役割を担えるように、長期的な人材育成の視点に立って支援す

ることが必要です。 

横浜市では、青少年相談センター、地域ユースプラザ、若者サポートステーションな

ど、若者自立支援機関による専門の相談や就労訓練等を実施しています。また、青少年

相談センターにおいては、若者支援に携わる関係機関及び団体を対象に研修を実施し、

支援者のスキルアップも図っています。 

今後は、このような取組を推進するとともに、地域において若者を見守り、社会参加

を支援する環境づくりを推進することが必要です。地域社会における協力者・応援者を

増やすことにより、これまで支援機関につながらなかった若者を支援に結び付け、より

多くの若者に支援が行き届くよう取り組む必要があります。 
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８ 妊娠・出産期からの子どもの貧困対策 

  妊娠や出産は、新たな家族が加わり非常に幸せな時期であると同時に、さまざまなス

トレスも生じる時期です。妊娠による身体の変化や分娩への不安、子どもを愛し育てる

ことができるかなどの自分に対する不安や家族の理解や協力が得られるか、仕事や子ど

もを産み育てるための経済的問題に直面します。また、出産した母親は今までの社会的

役割、妻の役割の他に、新たに母親としての役割を担うことになるとともに、新生児を

迎える父親、祖父母、兄弟もそれぞれの役割が要求されます。妊娠・出産やその後の子

育てというストレスに対応していけるよう支援が必要な時期です。特に乳幼児期は、発

育・発達が著しく、子どもの未熟性を補完するために適切な育児が実践される必要があ

ります。 

横浜市では、妊娠を行政的に把握できる妊娠の届出の際に、専門職による面接を行い

妊娠期からの切れ目のない相談支援に取組んでいます。また、妊産婦健康診査や乳幼児

のいる家庭への訪問指導や乳幼児健康診査などを通じて、支援が必要な方を早期に把握

し、必要な支援が行えるよう妊娠・出産期からの子育て家庭の支援に取組んでいます。 
平成 27 年度からは、予期せぬ妊娠など妊娠・出産の不安や悩みを抱え誰にも相談でき

ず孤立している妊婦を支援するために、電話やメールで気軽に相談できる「にんしんＳ

ＯＳよこはま」相談窓口を整備し、妊娠から出産、その後の育児に至るまでの相談・支

援を充実させ、養育困難や児童虐待の予防につなげる取組を推進します。 
これらの取組の中で、経済的な課題を含め、困難を抱えている可能性のある子どもや

家庭に気づき、専門機関の相談や具体的な支援へつなげることで、各家庭が安心して子

どもを産み育てられるよう支えていくことが重要です。 
妊娠・出産期の母子に対する母子保健の取組は、育児不安の早期解消や児童虐待の早

期発見・早期予防に加え、子どもの貧困を早期に発見し、見守りや支援につなげるため

に、大変重要な役割を有しています。 
なお、国においても、妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して総合

的相談支援を提供するワンストップ拠点（子育て世代包括支援センター）を整備し、保

健師等の専門職が全ての妊産婦等の状況を継続的に把握し、必要に応じて関係機関と協

力して支援プランを作成する「妊娠・出産包括支援事業」の全国展開の方向性を打ち出

しており、これまで以上に妊娠期から子育て期の切れ目のない支援の取組の充実が求め

られています。 
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９ 切れ目のない支援と個人情報の共有 

子どもや家庭が抱える課題は複合的なものが多く、学校、区役所福祉保健センター、

児童相談所等が単独で関わるだけでは解決することが難しい場合もあります。このため、

子どもや家庭の支援に関わる機関は、それぞれの立場や役割の中で、相互に連携して対

応することが必要となります。 
切れ目のない支援を展開するため、支援機関同士の連携強化に向けて、民生・児童委

員、主任児童委員や「要保護児童対策地域協議会」等の既存の仕組みとも連携しながら、

必要な範囲での個人情報の共有のあり方について検討していきます。  
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第４章 本市の子どもの貧困対策 

第３章で整理した本市が子どもの貧困対策に取り組むにあたっての視点を踏まえ、５か

年の計画期間における、目指す基本目標、施策展開にあたっての基本的な考え方や、計

画体系、目標値については次のとおりです。 

 
１ 基本目標 

横浜の未来を創る子ども・青少年が、自分の良さや可能性を発揮し、豊かで幸せな生

き方を切り拓く力、共に温かい社会をつくりだしていく力を育むことができるまち「よ

こはま」を目指して、子ども・青少年が健やかに育ち、自立した個人として成長できる

よう、家庭の経済状況に関わらず、教育・保育の機会と必要な学力を保障し、たくまし

く生き抜く力を身に付けることができる環境を整えます。 

 

２ 施策展開にあたっての基本的な考え方 

基本目標の実現に向けて、次の基本的な考え方に立ち、施策・事業を組み立て、推進

します。 

横浜の将来を担う子どもの育ちや成長を守るとともに、家庭の経済状況により、養

育環境に格差が生まれたり、就学の機会や就労の選択肢が狭まったりすることなどに

より、貧困が連鎖することを防ぐため、国や県との役割分担のもと、子ども・若者や

家庭と多様な場面で直接関わることのできる基礎自治体として、実効性の高い施策を

展開し、支援が確実に届く仕組みづくりを進めます。 

 

① 「育ち・成長」と「教育の機会」を保障する環境づくり 

子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、ま

た、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、子どもの育ち・成長と教育の

機会を保障するとともに、学びや体験の機会の充実及び進学や職業選択の支援等

の環境づくりに取り組みます。 

② 「切れ目のない支援」が「届く」仕組みづくり 

成長段階に応じた施策の連続性・継続性を持たせるとともに、行政、保育所・

幼稚園・認定こども園、学校、地域等の子ども・青少年に関わる人々の相互理解

の促進とネットワーク化に取り組み、「切れ目のない支援」が、必要な子ども・若

者へ「届く」仕組みをつくります。 

③ 人材育成の視点と地域社会とのつながりへの配慮 

暮らしの安定と、少子高齢化の進む横浜の活力の維持・向上につながるよう、

積極的な人材育成の観点と地域社会とのつながりに配慮した施策を展開します。 
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３ 計画の体系 

  第５章では、次の体系に沿って、子どもの貧困対策に資する本市の事業・取組を改

めて整理し、計画に位置付けます。 
 
全ての子どもを対象とした「子どもの豊かな成長を支える教育・保育の推進」を子ど

もの貧困対策の基盤として据えるとともに、子どもの貧困対策として実効性の高い施策

を展開し、支援が確実に届く仕組みづくりを進めるために、５つの施策の柱に沿って取

組を進めます。 
 
(1) 子どもの豊かな成長を支える教育、保育の推進 

乳幼児期の教育・保育の保障と学齢期の全ての子どもに対する教育の充実を、子ども

の貧困対策の基盤として位置付けます。 
 

(2) 施策の柱 

① 気づく・つなぐ・見守る 

困難を抱える子ども・若者、家庭を、区役所や地域等の多様な関わりの場面で把

握し、関係機関との連携により支援につなげ、地域の中で見守る。 

② 子どもの育ち・成長を守る 

  ○子どもが自己有用感や自己肯定感を持ちながら健やかに成長するための環境

を整える。 

○困難を抱える子どもの生活を支える。 

③ 貧困の連鎖を断つ 

     ○学校だけでなく、地域等によるきめ細かな学習支援により、子どもの学力向上

を図る。 

○相談支援・経済的支援により、就学の継続や希望する進路の実現につなげる。 

④ 困難を抱える若者の力を育む 

○初期相談から自立までの段階的な支援を行うとともに、専門機関と地域の連携

を深め、若者の現在及び将来の生活の安定を図る。 

⑤ 生活基盤を整える 

○現金給付による暮らしの保障と、保護者への就労促進等により、生活自立に向

けて支援する。 
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４ 計画の進ちょく状況の把握 

 子どもの成長段階や困難を抱える若者・ひとり親家庭等対象ごとの目標値を設定し、

計画の推進状況を把握する手立ての一つとします。 

  本市計画は、子どもの育ちや成長を守り、貧困が連鎖することを防ぐために、実効

性の高い施策を展開していくことや支援が確実に届く仕組みをつくることを目的と

しています。 

このため、計画の進ちょく状況は、計画に位置付ける取組全体を推進することで、

子どもの貧困状態の改善に資する環境を実現できているかの視点や、取組の結果とし

て、子ども・若者の自立に向けた基盤が育まれているかにより把握していきます。 

 

対象 目標 直近の現状値 
目標値 

（平成 32 年度） 

妊娠期 妊娠届出者に対する面接を行った割合 92.3％（26 年度） 95.0％（※１）以上 

未就学期 保育所等待機児童数 ８人（27 年 4月） ０人（※１） 

小中学生 「自分には良いところがある」と答える子どもの割合 

小：74.2％ 

中：64.2％ 

（26 年度） 

小：75.0％（※２）

以上 

中：65.0％（※２）

以上 

中学生 

将来の夢や目標を持っている生徒の割合 69.8％（26 年度） 75.0％（※２）以上 

高校進学に向けて寄り添い型学習支援事業に参加す

る子どもの数 
488 人（26 年度） 720 人（※5）以上 

高校生 
市立高等学校における就学継続率※３ 93.1％（26 年度） 95.0％以上 

市立高等学校における卒業時の進路決定率※４ 97.9％（26 年度） 99.0％以上 

困難を抱

える若者 

若者自立支援機関の継続的支援により自立に改

善がみられた人数 
1,082人（26年度） 

1,500 人（※１）

以上 

保護者 
ひとり親家庭等自立支援機関を利用した人のう

ちの就労者数 
303 人（26 年度） 

1,900 人（※１）

以上 

（26 年度～7 か年累計） 

※１ 横浜市子ども・子育て支援事業計画の目標値（平成 31 年度） 

※２ 第２期横浜市教育振興基本計画の目標値（平成 30 年度） 

※３ 就学継続率は卒業者数を入学者数で割った値 

※４ 進路決定率は進路決定者数を卒業者数で割った値 

※５ 平成 28 年度予算案ベース 
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第５章 子どもの貧困対策に関する取組 

  

１  子どもの豊かな成長を支える教育、保育の推進 

 

  ２ ５つの施策の柱 

施策１ 気づく・つなぐ・見守る 

    １ 施策の方針 

２ 主な取組 

 

  施策２ 子どもの育ち・成長を守る 

    １ 施策の方針 

２ 主な取組 

 

  施策３ 貧困の連鎖を断つ 

    １ 施策の方針 

２ 主な取組 

 

  施策４ 困難を抱える若者の力を育む 

    １ 施策の方針 

２ 主な取組 

 

施策５ 生活基盤を整える 

    １ 施策の方針 

２ 主な取組 

 

 
※★印は本市独自で実施している事業・取組 
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１ 子どもの豊かな成長を支える教育、保育の推進              

子どもの貧困対策を検討するに当たっては、未就学期、学齢期の子どもが受ける教育や

保育の役割を改めて認識することが重要です。教育や保育は、経済的な困窮状態にある等、

困難を抱えやすい状況にある子どもを含めたすべての子どもに対する営みです。その中で

子どもたちに必要な力を育むことが、子どもの貧困対策の基盤になるものと考えています。 
第一に、未就学期の育ちや学びは大人になってからの活動や生き方の基盤をつくります。

子どもの育ちや学びを支える基盤とも言うべき自己有用感や自己肯定感は、未就学期から

育まれるとともに、大人との間に情緒的な絆を築くことにより、情緒の安定した子ども、

人への信頼感をもつ子どもに育ちます。このため、本市では、一人ひとりの発達に応じた

未就学期からの育ちの積み重ねを大切にし、子どもの育ちと学びの連続性・一貫性を保障

する教育・保育を目指します。また、保育所や幼稚園、認定こども園等で培った力を発揮

し、安心して小学校生活をスタートできるよう未就学期の教育・保育と小学校教育の円滑

な接続を目指します。 
また、子どもが健やかに育ち、自立した個人として成長できるよう、たくましく生き抜

く力を育むことができるような教育を行うことが必要です。本市においては、子どもたち

が、「知」（確かな学力）「徳」（豊かな心）「体」（健やかな体）「公」（公共心と社会参画意

識）「開」（国際社会に寄与する開かれた心）で示す力を身に付けられるよう横浜の教育を

推進します。 
 

◇主な取組 

○乳幼児期の教育・保育の保障   

平成 27 年度から始まった「子ども・子育て支援新制度」では、「子どもの最善の利益」

が実現される社会を目指すとの考え方を基本とし、全ての子どもや子育て家庭を対象と

し、一人一人の子どもの健やかな育ちを等しく保障することを目指しています。 

そこで、新制度では、幼稚園等での幼児教育と、乳幼児期の保育が必要な子どもへの

保育を、個人の権利として保障する観点から、認定こども園、幼稚園、保育所、小規模

保育、居宅訪問型保育事業等の施設等を利用した場合に共通の仕組みで給付が受けられ

ます。 

また、上記の施設等を利用する際の利用料（保育料）について、生活保護世帯や非課

税世帯等の低所得者の負担軽減を図ります。さらに、平成 28年度から、市民税非課税世

帯等の多子世帯及びひとり親世帯等の保育料の負担軽減を拡充します。 

 ○私立幼稚園就園奨励補助   

  私学助成を受ける幼稚園に在園する園児について、世帯の所得状況に応じた助成によ

り入園料と保育料の負担軽減を行い、生活保護世帯や非課税世帯の低所得者の負担軽減

を図ります。さらに、平成 28年度から、市民税非課税世帯等の多子世帯及びひとり親世

帯等の保育料の負担軽減を拡充します。 
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 ○乳児期・幼児期・小学校の連携・接続 

子どもは一日一日を積み重ねて成長していきますが、家庭、保育所、幼稚園、認定こ

ども園、小学校など育ちの場が変わっても、何ら変わることなく、子どもの育ちと学び

は連続していきます。また、育ちの場がかわっても、子どもの成長を連続して支えてい

くためには、子どもの成長を長い目で見通した一貫性のある支援や指導が必要となりま

す。長い目で見ての子どもの育ちを実現するためには、そうした子どもたちの育ちと学

びを「連続性・一貫性」を持ってつないでいくことが非常に重要です。 

このため、本市では、保育所や幼稚園等から小学校に円滑に接続できるようにカリキ

ュラムを整備し、子どもの成長を連続して支えていきます。 

○一人ひとりの自立に向けた基礎学力の向上 

各学校において、「学力向上アクションプラン」を作成し、その実現に向けて学力層を

意識した授業改善に取り組んだり、個別指導や習熟度別指導など、子ども一人ひとりに

応じた指導方法や指導体制を工夫したりして、基礎学力の向上を目指します。 

○子どもの社会的スキルの向上 

子どもの自立及び仲間との良好な関係、そして集団への積極的な関わりを作り出すた

めに必要な資質や能力を育成します。 

○自己有用感や自己肯定感が持てるような学級・学校づくり 

子どもの育ちの観点からは、自己有用感や自己肯定感を持ちながら自己形成をしてい

く過程を大切にしていくことが必要です。 

特に学校においては、全ての子どもを対象に「子どもの社会的スキル横浜プログラム」

等を活用して、一人ひとりがわかる実感を持てる授業づくりや、子ども同士が互いに認

め合い、温かく関わる集団作りを大切にします。 

○地域と連携した放課後の学習支援 

経済的な理由や家庭の事情により、家庭での学習が困難であったり、学習習慣が十分

に身についていなかったりする小・中学生等を対象に、様々な放課後の居場所を活用し

て大学生や元教員など地域住民等の協力による幅広い学習支援を実施します。 

特に、学習支援が必要な中学生を対象に、学習習慣の確立や基礎学力の向上のため、

地域と連携した学習支援「放課後学び場事業」を、平成 32年度までに 76校で実施予定

です。 

○発達の段階に応じたキャリア教育の推進 

働くことの意義や尊さを理解し、将来に夢や希望、目標を持てる子どもを育むことを

目指し、小・中学校が連携してキャリア教育に取り組んでいきます。 

○登校支援の取組 

学校では、不登校の未然防止に向けて、子どもたちが自己有用感や自己肯定感を育む

ような学級・学校づくりに取り組みます。不登校児童生徒の社会的自立や登校支援を目
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指して、横浜教育支援センター（「ハートフルフレンド」、「ハートフルスペース」、

「ハートフルルーム」）の充実により、児童生徒や保護者への積極的な支援を図ります。 

○学校における食育の推進 

  「食育基本法」前文にもあるように、「子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる

力を身に付けていくためには、何よりも「食」が重要」です。学校における食育を通じ

て、食の自己管理ができる児童生徒の育成に向け、生涯にわたって健全な心と体を培い

豊かな人間性をはぐくんでいくための基礎を涵養していきます。 
また、中学校においては、28 年度中の全校実施を目指している ハマ弁（横浜型配達

弁当）の取組の中で食育を推進するとともに、生活環境により昼食の用意が困難な生徒

への支援を行っていきます。 
○貧困問題の学校における理解促進 

貧困状態に置かれた子どもの生活状況や、子どもの貧困が子どもの健康、学力、将来

に及ぼす影響、そして子どもの貧困に対する学校における取組等について様々な場面で

教職員の理解を図ります。 
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２ 施策の柱                               

施策１ 気づく・つなぐ・見守る                      

１ 施策の方針 

○妊娠期から学齢期、青少年期に至るまで困難を抱える子ども・若者、家庭に、保育所・

幼稚園、学校、地域、区役所等日常の様々な接点や関わりの中で気づき、関係機関の

ネットワークを充実させることで、支援につなげていきます。 

○地域の中で、困難を抱える子ども・若者、家庭に寄り添い、見守ることにより、孤立

を防ぎ、安心して暮らすことができる環境づくりを進めます。 

 

２ 主な取組 

(1) 母子保健施策・地域子育て支援施策 

○妊娠期から子育て期にわたる相談支援 

妊産婦及び子育て家庭が妊娠・出産・子育てに関する正しい理解を深め、すべての

子どもが健やかに生まれ、育てられるよう、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊婦

健康診査、両親教室、妊産婦訪問、新生児・乳幼児訪問指導、乳幼児健康診査などの

母子保健施策の取組を進めます。  

また、産科・小児科などの医療機関や子育て支援機関、関係者と連携し、支援が必

要な方への相談支援を行います。 

また、予期しない妊娠等に悩む妊婦が相談支援を受け、安心して子どもを産み育て

られるよう、「にんしん SOSヨコハマ」電話等相談窓口（★）を設置し、妊娠早期か

らの相談支援の充実に取り組みます。 

○地域子育て支援拠点における利用者支援事業の実施 

各区にある地域子育て支援拠点において、親子の個別ニーズを把握し、その状況に

応じて、多様な教育・保育施設や地域の子ども・子育て支援事業等を円滑に利用でき

るよう、専任の職員が情報提供、相談、援助、助言などを行います。 

 

 (2) 学校と区役所等の連携 

○区役所の学齢期対応の窓口の一本化 

 子どもや家庭が抱える課題を総合的に支援するため、学齢期の留守家庭児童への対

応も含めた学齢期対応の窓口を区役所のこども家庭支援課に一本化し、乳幼児期から

学齢期までの切れ目ない支援を行います。 

○スクールソーシャルワーカー、カウンセラー及び児童支援専任教諭（★）・生徒指導

専任教諭の配置 

 いじめや不登校などの未然防止や早期解決に取り組むため、児童支援専任教諭の全

小学校、生徒指導専任教諭の全中学校への配置や、専門家であるカウンセラー、スク
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ールソーシャルワーカーの配置など、児童生徒支援体制を充実させます。また、児童

支援専任教諭、生徒指導専任教諭を中心に幼稚園、保育所や区役所等の関係機関と連

携し、児童虐待等の早期発見・早期対応のための切れ目のない支援に取り組みます。 

○高校就学継続・進路選択等の支援 

市立高校では、全校にスクールカウンセラーを配置し、生徒や家庭の複雑・多様化

する課題解決のための相談支援を行います。また、生徒が希望する進路を実現できる

よう、「進学指導アドバイザー」の派遣や産業カウンセラーによる就業に関する相談支

援などキャリアカウンセリングの充実を図り、教職員による生徒への指導と合わせ、

学びの継続や自立に向けた支援を行います。 

また、若者サポートステーションや地域ユースプラザ（★）に専門相談員を配置し、

よりきめ細やかで専門的な相談支援を行うことで、ひきこもりや不登校など若者が抱

える様々な困難について、総合的な支援や社会参加に向けた継続的な支援を行い、高

校の就学継続や、やむを得ず中退した場合のその後の就労や進学に向けた支援を行い

ます。 

 

 (3) 総合的な児童虐待防止対策の推進 

保護者の疾病・障害、子育てに関する知識やスキルが不十分であるなどの理由によ

り、子どもが家庭で適切な養育を受けることができない場合や、虐待が疑われるケー

スなど、子どもが一人の人として大切にされ、守られる権利が損なわれかねない状況

が生じている場合があります。これは、経済的に困窮している世帯のみに該当するこ

とではありませんが、子ども自身が自己有用感や自己肯定感を持ちながら健やかに成

長するため、子どもの貧困対策に関する計画にも位置づけ、児童虐待対策を進めてい

く必要があります。 

  ○児童虐待防止啓発地域連携事業 

   こども青少年局及び各区において、児童虐待防止に関する広報・啓発、児童相談所・

学校・警察等の関係機関との連携強化、体制の整備・強化、人材育成、組織的対応の

強化、支援策の充実、地域における児童虐待防止のためのネットワークづくりなどを

推進し、児童虐待の未然防止から早期発見、重篤化の防止、更には再発予防に至るま

で、児童虐待対策を総合的に進めます。 

○児童相談所等の相談・支援体制の充実 

 児童虐待に関する相談・通告受理件数は、平成 26年度においては 4,507件で、年々

増加傾向にあります。 

このように増加する相談・通告に対応し、複雑化・深刻化する児童虐待等に適切に対

応できる専門性の高い職員の人材育成を図るとともに、夜間・休日における緊急の児

童虐待通告や相談に対しては、現在の対応を維持し、迅速に対応していきます。 
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  また、平成 26 年１月に作成した「横浜市子ども虐待対応における連携強化指針」に

基づき、区役所(福祉保健センター)での虐待の早期発見や再発防止等への対応を図る

とともに、関係機関（警察）との連携強化のため、警察官（ＯＢ）を児童相談所へ配

置し、相談・支援体制の充実を図っています。 

○保育所での見守り強化 

 児童虐待の再発防止や深刻化防止のため、児童相談所や区役所など関係機関と連携

を取りつつ、一時保護には至らない程度の状況にある被虐待児童について、親子を日

中に分離すること等により、虐待の悪化防止や改善が期待される場合に、当該児童を

保育所で受け入れ、見守りを行います。 

 児童へのケアや保護者への対応のためにより手厚い対応が必要な場合には、保育士

を加配し、円滑な児童の受入れ体制を整えます。 

 

(4) 生活困窮者への自立支援 

生活困窮家庭への相談支援を通じて、支援を要する子ども・若者を早期に把握し、

早期に支援へ繋げていくため、こども家庭支援課や青少年相談センター、学校等庁内

や地域における子どもを支える関係機関への相談や連絡体制を構築します。 

○区役所内の関係部署やジョブスポットとの連携強化 

生活困窮者自立支援の核となる自立相談支援事業の実施にあたり、各区に自立相談

支援員を配置し、包括的な相談や支援に向けた区役所内の関係部署やジョブスポット

との連携を強化していきます。 

○地域の相談支援機関等とのネットワーク構築によるアウトリーチ型の自立相談支援

事業の推進 

学校・保育所をはじめ、地域ケアプラザや民生委員等、日常的に子ども・若者、家

庭に接する機会を有する関係機関のネットワークを充実させ、子どもを含む生活困窮

者を、早期に適切な支援に繋げていくためのアウトリーチ機能を強化していきます。 

 

(5) その他の事業・取組 

事業名 事業内容 

妊娠・出産に関する知識の普及

啓発（★） 

 

希望する妊娠・出産を実現できるよう、高校や大学等と

連携し、妊娠や不妊、出産に関する正しい知識を広く普

及させ、啓発を進める。 

妊娠・出産相談支援事業 

 

予期せぬ妊娠など妊娠・出産の悩みを抱え、支援が必要

な方への相談窓口を設置し、妊娠から出産に至るまでの

相談・支援体制を充実させ、養育困難や児童虐待の予防

につなげる。 
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事業名 事業内容 

妊婦健康診査事業 

 

妊婦健康診査に係る費用の一部を補助し、経済的な負担

を軽減します。また、妊娠の届出の際に看護職が面接し、

受診勧奨を行うとともに必要な保健指導を行う。 

こんにちは赤ちゃん訪問事業 

 

子育ての孤立を防ぐため、生後４か月までの赤ちゃんの

いるすべての家庭を対象に、地域の訪問員が区役所と連

携して訪問し、育児情報を提供するとともに、必要な支

援につなげる。 

新生児訪問 

 

初めて（第１子）の子どもを産み育てる家庭や相談・支

援を要する家庭へ保健師、助産師が訪問し、子どもの成

長・発達や保護者の健康状態を確認するとともに、必要

な保健指導を行う。 

乳幼児健康診査 

 

区福祉保健センターで、４か月児、１歳６か月児、３歳

児を対象に、また、医療機関で生後 12か月までに３回の

乳幼児健康診査を実施する。 

地域子育て支援拠点事業 

 

妊娠期から利用可能な地域の子育て支援の核となる施設

で、親子が遊び、交流できる居場所の提供、子育て相談、

子育てに関する情報の提供、子育て家庭のニーズに応じ

た施設・事業等の利用者支援、子育て支援に関わる方の

ネットワークの構築、子育て支援に関わる方の人材育成、

地域の中での子どもの預かり合いの促進等を行う。また、

子育てサークルの活動支援や、地域における子育て支援

の啓発等も行う。 

親と子のつどいの広場事業 

 

地域の子育て機能を高め、子育てに対する不安感・負担

感の解消や、家庭の養育力の向上を図ることを目的に、

子育て中の親子が気軽に集い、同じような不安や悩みを

持つ仲間との団らんや交流の場の提供等を市民活動の支

援を通じて行う。 

（実施内容） 

主にＮＰＯ法人などが、マンションの一室や商店街の一

角、民家などを活用して、子育て中の親子の交流、つど

いの場の提供、子育てに関する相談、地域の子育てに関

する情報提供などを行う。 
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事業名 事業内容 

認定こども園及び保育所地域

子育て支援事業 

 

子育ての不安や悩みの解消、乳幼児期の子どもの健やか

な成長及び地域の育児力の向上を図ることを目的に、既

存の認定こども園・保育所の資源を活用して地域子育て

支援の場を提供する。 

（実施内容） 

施設の地域開放、育児相談、育児講座、交流保育等 

私立幼稚園等はまっ子広場事

業 

未就学児の子どもとその保護者を対象に、幼稚園及び幼

稚園型認定こども園において、園施設の地域開放、育児

相談、育児講座、園児との交流保育、情報提供などの地

域の子育て支援を行う。 

乳児期・幼児期・小学校の連

携・接続 

 

保育所や幼稚園等から小学校に円滑に接続できるように

カリキュラムを整備し、子どもの成長を連続して支えて

いく。 
要保護児童対策地域協議会 

 

児童福祉法第 25条の２に基づく要保護児童対策地域協

議会は、「横浜市子育てＳＯＳ連絡会（代表者会議）」と、

要保護児童の支援に携わる関係機関の実務者で構成する

各区の「児童虐待防止連絡会（実務者会議）」により、機

関相互の円滑な連携のための情報交換や協議を行う。ま

た、個別事例の検討を行う「個別ケース検討会議」を実

施し具体的な支援方法と各関係者の役割分担を検討して

いる。 

青少年相談センターにおける

相談・支援事業（★） 

 

青少年及びその保護者を対象に総合相談や社会参加に向

けた継続支援を行う。また、若者支援を行う人材や団体

の育成に取り組む。 

生活困窮状態の若者に対する

相談支援事業（若者サポートス

テーション拡充事業）（★） 

 

生活困窮状態及びそれ以外にも複合的な課題を抱える若

者に対して、区役所や青少年相談センター、地域ユース

プラザ等と連携して自立に向けた総合的な支援を行う。 

児童相談所による相談・支援 

 

市内４か所にある児童相談所において、子どもの養育に

関する相談や非行、不登校、障害等に関する相談・支援

を行う。 

民生委員・児童委員 

主任児童委員 

 

養育支援が必要な児童・家庭に対し、見守りや相談活動

等を通じて、利用できる福祉サービスの情報提供や行

政・専門機関へのつなぎ役として、地域における要援護

者支援を行っている。 
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事業名 事業内容 

応援パートナーの養成・派遣

（地域ユースプラザ事業）（★） 

 

一般市民の方や団体・企業を対象に、困難を抱える若者

について理解し、活動に協力していただけるよう「応

援パートナー」を養成し、地域ユースプラザをはじめ

とする地域の若者支援の活動への派遣等を実施します。 

※応援パートナー 

平成 27年度に実施した「地域サポートモデル事業」によ

り育成。 

「母子家庭等就業・自立支援セ

ンター（ひとり親サポートよこ

はま）」 

 

ひとり親家庭の総合的な窓口として、情報提供やひとり

親家庭同士の交流、就労相談・講習会、弁護士等による

専門相談などを、関係機関と連携しながら実施します。    

また、ひとり親家庭の親を対象に、専門家を活用した家

計管理等の講習会や生活に関する相談、学習支援などを

実施し、ひとり親家庭の自立に向けて支援します。 

孤立予防事業（★） 

 

日常業務で地域に密着したサービスを提供する電気、ガ

ス、水道などのライフライン事業者等に対し、料金の徴

収や、料金の滞納に伴う供給停止の手続の際に、本人か

ら生活に困窮している旨の申し出があった場合に、最寄

りの区役所の相談窓口を案内してもらう。 

 
 

  
☆コラム～区と学校との連携による貧困対策～☆ 
 平成 27 年度より、市内区役所のこども家庭支援課に、学校連携担当職員が配置されました。

これを受けて港北区では、子どもの貧困対策に関して、区と学校が今まで以上に有機的な対応

を図ろうと、区と学校教育事務所が連携した、「子どもの貧困対策プロジェクト」を実施して

います。 
具体的な動きとしては、学校関係者が集まる会議にて、区の生活支援課が実施している生活

支援プログラムや学習支援制度の詳細を共有することや、事例検討を行っています。これによ

り、各々の制度や活動についての共通理解が進むとともに、校内での支援が難しかった子ども

に対し、校外での対応を進める土壌ができる、などの成果が上がっています。 
今後も、区と学校が、それぞれの子どもに寄り添った上で環境を整えていくことを前提に、状

況に応じて地域の方々とも連携を取りながら効果的な対応を継続することにより、貧困が連鎖

することを防いでいきたい、とプロジェクトを進めております。 
港北区こども家庭支援課 
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施策２ 子どもの育ち・成長を守る                          

１ 施策の方針 

○困難を抱える子どもに対して、質の高い乳幼児期の教育・保育を提供することにより、

子どもが自己有用感や自己肯定感を持ちながら健やかに成長できるよう、子どもや家

庭の子育てを支えます。 

○学齢期の子どもの放課後の居場所や青少年の地域の居場所を充実させることで、その

成長を支えていきます。 

○ひとり親家庭等に対する生活面や学習面での個別のサポートを強化することで、困難

を抱えやすい家庭の子どもの育ち・成長を守るとともに、基本的な生活習慣の定着を

図り、学齢期以降の学習習慣の基盤を整えます。 

 

２ 主な取組 

(1) 子どもの育ち・成長の保障 

○乳幼児期の教育・保育の保障（再）  

平成 27 年度から始まった「子ども・子育て支援新制度」では、「子どもの最善の利

益」が実現される社会を目指すとの考え方を基本とし、全ての子どもや子育て家庭を

対象とし、一人一人の子どもの健やかな育ちを等しく保障することを目指しています。 

そこで、新制度では、幼稚園等での幼児教育と、保育が必要な子どもへの保育を、

個人の権利として保障する観点から、認定こども園、幼稚園、保育所、小規模保育、

居宅訪問型保育事業等の施設等を利用した場合に共通の仕組みで給付が受けられます。 

また、上記の施設等を利用する際の利用料（保育料）について、生活保護世帯や非

課税世帯等の低所得者の負担軽減を図ります。さらに、平成 28年度から、市民税非課

税世帯等の多子世帯及びひとり親世帯等の保育料の負担軽減を拡充します。 

○私立幼稚園就園奨励補助（再）  

私学助成を受ける幼稚園に在園する園児について、世帯の所得状況に応じた助成に

より入園料と保育料の負担軽減を行い、生活保護世帯や非課税世帯の低所得者の負担

軽減を図ります。さらに、平成 28年度から、市民税非課税世帯等の多子世帯及びひと

り親世帯等の保育料の負担軽減を拡充します。 

  ○乳児期・幼児期・小学校の連携・接続（再） 

子どもは一日一日を積み重ねて成長していきますが、家庭、保育所、幼稚園、認定

こども園、小学校など育ちの場が変わっても、何ら変わることなく、子どもの育ちと

学びは連続していきます。また、育ちの場がかわっても、子どもの成長を連続して支

えていくためには、子どもの成長を長い目で見通した一貫性のある支援や指導が必要

となります。長い目で見ての子どもの育ちを実現するためには、そうした子どもたち

の育ちと学びを「連続性・一貫性」を持ってつないでいくことが非常に重要です。 
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このため、本市では、保育所や幼稚園等から小学校に円滑に接続できるようにカリ

キュラムを整備し、子どもの成長を連続して支えていきます。 

  ○学齢期以降の子どもの居場所 

   全ての子どもたちが豊かな放課後を過ごせるよう、放課後キッズクラブや放課後児

童クラブ等での発達段階に応じた主体的な生活や遊びを通じて、きめ細かい対応を行

うとともに、学校、家庭、地域等が連携し、様々な体験・交流活動の機会を提供しま

す。 

   また、青少年の成長を支援するため、中学生・高校生世代を中心とした青少年が安

心して気軽に集い、仲間や異世代との交流、社会参加プログラム等の体験活動を行う

ことができる「青少年の地域活動拠点（★）」を民間ビルのスペースなどを活用して実

施しています。今後、学校・区役所・家庭・身近な居場所・関係機関等とのネットワ

ークづくりや地域との連携により、青少年の交流や地域資源を活用した体験活動を充

実するとともに、青少年を取り巻く困難やリスクの早期発見、早期支援に取り組みま

す。 

 (2) ひとり親家庭等の困難を抱える子どもへの支援  

○ひとり親家庭児童の生活・学習支援  

 母子世帯の母の 50.8％、父子世帯の父の 71.5％（ともに全国値）は、仕事を終えて

帰宅する時間が 18時以降であり、保護者が帰宅するまでの間、子どもの居場所づくり

や学習支援、また、子ども１人で食事を取らざるを得ない「孤食」などを防止する取

組が必要となっています。 

 このため、ひとり親家庭の児童に対して、食事の提供も含めた夕方以降の生活を支

援するためのモデル事業を実施し、ひとりで家にいることが多いひとり親家庭の子ど

もの基本的な生活習慣の習得と健全育成を図ります。 

 また、このモデル事業を検証し、ひとり親家庭の子どもに対する今後の支援策につ

いて検討します。 

○寄り添い型生活支援事業 

養育環境に課題がある、あるいは生活困窮状態にあるなど支援を必要とする家庭に

育つ小・中学生等が、安心して過ごすことのできる環境の中で、基本的な生活習慣を

身に付けたり、将来の進路選択の幅を広げ、自立した生活を送れるよう、生活スキル

の習得 や学習を支援する寄り添い型生活支援事業を充実します。本事業により、身近

にロールモデルとなる大人が少ない小・中学生に対し、様々な世代のスタッフによる

生活・学習支援を行うことにより、子どもたちが将来の目標を持つことにもつながり

ます。 

○ひとり親家庭等日常生活支援事業 

 就職活動や家族の病気などにより、一時的に家事・育児に困っている母子家庭、父

子家庭及び寡婦の方に、家庭生活支援員を派遣し、日常生活を支援します。 
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 また、未就学児のいる家庭については、保護者が就業のため、帰宅時間が遅くなる

場合には、定期的に家庭生活支援員を派遣することを可能とすることで、子どもの生

活や子育てを支援します。 

○高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 

   ひとり親家庭の親及び子の学び直しを支援することにより、より良い条件での就職

や転職に向けた可能性を広げ、安定した雇用につなげていくため、高等学校卒業程度

認定試験合格のための講座を受講する場合に、講座受講料の一部を支給します。 

○ひとり親家庭等医療費助成 

 健康保険に加入している母子家庭、父子家庭などのひとり親家庭等の方に対し、医

療機関等に受診した場合、保険診療分の一部負担金を横浜市が助成します。 

○就学援助・私立学校等就学奨励制度 

   就学援助として、経済的理由により市立小・中学校への就学が困難な児童生徒の保

護者に対して学用品費、修学旅行費、給食費などを援助します。その際、申請段階で

の事務手続き等が円滑に進むようサポートします。 

私立学校等就学奨励（★）として、市内に在住し、国立等市立以外の公立又は市内

にある私立の小学校・中学校・中等教育学校（前期課程）へ通学する方、あるいは、

外国籍で市内の外国人学校（初級部・中級部）へ通学する方で、経済的な理由でお困

りの方に対して学用品費、修学旅行費、給食費などを援助します。 

 

 (3) その他の事業・取組 

事業名 事業内容 

乳幼児健康診査 

 

区福祉保健センターで、４か月児、１歳６か月児、３歳

児を対象に、また、医療機関で生後 12か月までに３回の

乳幼児健康診査を実施する。 

横浜子育てサポートシステム 

 

安心して子育てができるよう、地域ぐるみの子育て支援

や、仕事と育児を両立できる環境をつくることを目的と

した会員制の有償の支え合い活動。「子どもを預かって

ほしい人」が利用会員として、「子どもを預かる人」が

提供会員として登録し、会員相互の信頼関係の下に子ど

もの預け、預かりを行う。地域の中で子どもを預けたり、

預かったりすることで人と人のつながりを広げ、地域ぐ

るみの子育て支援を目指している。 
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事業名 事業内容 

育児支援家庭訪問事業 

 

区福祉保健センターの育児支援家庭訪問員（看護職嘱託

員・アルバイト）が、子育ての不安や孤立感を抱え継続

的な支援が必要と認められる家庭を訪問し、育児の相

談・支援を行うほか、育児支援ヘルパーを一定期間派遣

し、安定した養育ができるよう支援する。 

養育支援家庭訪問事業 

 

虐待について通報・相談等があり、児童相談所が虐待ケ

ースとして把握し、継続支援している養育者に対し、養

育者の育児不安の傾聴、育児相談・支援、家事援助等の

ため、養育支援家庭訪問員及び養育支援ヘルパーを派遣

し、虐待の再発防止等を図る。 

横浜型児童家庭支援センター 

（★） 

地域で支援が必要な家庭に対して、養育相談や一時的な

預かりなど、区役所や児童相談所と連携して支援を行う。

また、利便性や児童養護施設等の設置状況から、将来的

な全区展開を見据え、施設併設型のみではなく、独立型

の整備を実施する。 

保育所における一時保育事業

等の利用料減免 

一時保育、休日一時保育、病児・病後児保育事業につい

て、生活保護世帯及び市民税非課税世帯等の利用料を全

額減免します。 

寄り添い型学習支援事業 生活保護世帯等の子どもに対し、高校進学に向けた学習

意欲の向上や学力の向上のための学習支援を充実し、安

定した自立を実現し、貧困の連鎖を断ち切る取組を進め

る。 

日本語指導が必要な児童生徒

への支援 

 

日本語教室の設置や国際教室担当教員配置校の運営によ

り、帰国・外国人寄り添い難児童生徒への適切な教育的

支援を実施する。また、日本語指導の必要な児童生徒が

一定数以上在籍する学校へ非常勤講師や、外国語ができ

る補助指導員を配置する。 

母子生活支援施設 

 

18歳未満の児童を養育している母子世帯で、さまざまな

事情から環境面・生活面等の支援を必要とする場合に入

所させ、日常生活や就労・子育ての支援等を行い、母子

の自立を支援する。 
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☆コラム～横浜型児童家庭支援センターの地域支援～☆ 

 横浜型児童家庭支援センターは、養育に課題があり、継続した支援が必要な家庭・児童等が

地域で安定した生活ができるよう、専門的な相談や一時的な預かり等の支援を提供する機関の

一つです。区役所、児童相談所等の地域の関係機関と連携を深めながら、「手を差し延べる」

支援機関としての役割を担います。 

現在、市内に 6か所ある児童家庭支援センターにおいても、区役所・児童相談所や学校等と

連携しながら、地域で子育ての悩みや相談などを聞いて、解決に向けての助言や支援を行なっ

ています。そして、地域にとって身近で親しみやすい場所になるよう、さまざまなイベントを

各児童家庭支援センターで催しするなど、地域とふれあいながら養育支援を実施しています。 

今後は利便性の良い場所への設置も検討しながら、地域に根差した支援を推進させていきた

いと考えています。 

【こども青少年局こども家庭課】 
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施策３ 貧困の連鎖を断つ                              

１ 施策の方針 

○学校での学習だけでなく、地域等によるきめ細かな学習支援により、子どもの学力向上

を図ります。特に、将来の社会的・経済的自立につなげるため、困難を抱える中学生に

対し、高校進学に向けた学習支援の充実を図り、社会で求められる知識・能力及び社会

性等を身に付けることで職業選択の幅を広げます。 

○学校や区役所、民間による相談支援や、経済的な支援により、就学継続や希望する進路

の実現につなげます。 

 

２ 主な取組   

 (1) 学習支援 

○寄り添い型学習支援事業 

生活保護世帯等の子どもに対し、高校進学に向けた学習意欲の向上や学力の向上の

ための学習支援を充実し、安定した自立を実現し、貧困の連鎖を断ち切る取組を進め

ます。 

○ひとり親家庭児童の生活・学習支援（再） 

 母子世帯の母の 50.8％、父子世帯の父の 71.5％（ともに全国値）は、仕事を終えて

帰宅する時間が 18時以降であり、保護者が帰宅するまでの間、子どもの居場所づくり

や学習支援、また、子ども１人で食事を取らざるを得ない「孤食」などを防止する取

組が必要となっています。 

 このため、ひとり親家庭の児童に対して、食事の提供も含めた夕方以降の生活を支

援するためのモデル事業を実施し、ひとりで家にいることが多いひとり親家庭の子ど

もの基本的な生活習慣の習得と健全育成を図ります。 

 また、このモデル事業を検証し、ひとり親家庭の子どもに対する今後の支援策につ

いて検討します。 

 (2) 進学支援・就学継続支援 

○被保護者自立支援プログラム（教育支援専門員） 

 区の生活支援課に教育支援専門員を配置し、生活保護を受給する世帯の中学生とそ

の養育者に対し、家庭訪問等による就学に関する各種制度や生活保護制度に関する情

報提供、進学意欲喚起、各種相談機関の利用支援等を行い、進学・就学に向けた支援

を行います。あわせて高等学校等に在籍する生徒についても通学継続支援を行います。 

○高校奨学費 

経済的な理由や家庭の事情により、高等学校での修学が困難な方へ返還不要の高等

学校奨学金の支給や定時制高等学校の教科書の給付などを行います。 

 (3) その他の事業・取組 
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事業名 事業内容 

寄り添い型生活支援事業 養育環境に課題がある、生活困窮状態にあるなど支援を

必要とする家庭に育つ小中学生等が、安心して過ごすこ

とのできる環境の中で、基本的な生活習慣を身に付けた

り、将来の進路選択の幅を広げ、自立した生活を送れる

ようにするため、生活スキルの習得 や学習を支援する寄

り添い型生活支援事業を充実する。本事業により、身近

にロールモデルとなる大人が少ない小・中学生に対し、

様々な世代のスタッフによる生活・学習支援を行うこと

により、子どもたちが将来の目標を持つことにもつなが

る。 

「学び直し」による学習支援 

 

定時制の市立高校で、生徒の到達度に応じ国語や数学、

英語の基礎を改めて学ぶとともに、基本的な学習習慣を

身に付ける「学び直し」の授業を実施。 

就学支援金・学び直し支援金 

 

平成 26 年度より公立高等学校授業料を所得制限を超

えない範囲の生徒に対し、就学支援金を給付する。 

また、学び直し支援事業とは、高等学校等を中途退学

した者が再び高等学校等で学び直す場合に、就学支援

金の支給期間の経過後も卒業までの間（最長２年）、学

び直し支援金を支給することにより、授業料を支援す

る制度。 

市立大学の授業料減免制度 

 

経済的理由により授業料納付が困難な方を対象に、１年

間分の授業料を半額または全額免除する制度。 

市立大学のスタートアップ奨

学金制度 

授業料減免となった方のうち特に経済的困窮度の高い方

へ、年間 10万円を給付する制度。（入学初年度の学部１

年次のみ対象） 

生活困窮状態の若者に対する

相談支援事業（★） 

生活困窮状態及びそれ以外にも複合的な課題を抱える若

者に対して、区役所や青少年相談センター、地域ユース

プラザ等と連携して自立に向けた総合的な支援を行う。 

 

  
☆コラム～教育支援専門員による支援～☆ 

 生活保護世帯の児童・生徒が、希望する進学先に進み、将来に備え十分な知識を身に付け、社

会的にも経済的にも自立を実現することができるよう、主に高等学校等への進学支援と通学支援

に特化した支援を、担当ケースワーカーと共に行っています。 

 中学校 3年生を中心に、本人や保護者に対して、本人の将来を見据えて高校進学することの意

義を共有し、進学制度の説明や寄り添い型学習支援事業への案内など、進学に向けた準備につい

て、面接や家庭訪問などを通して支援します。不登校の生徒に対しては、家庭訪問の他、学校や

他の相談機関とも連携して支援しています。 

また、必要に応じて高校進学後も継続的に支援することで、高校を中退することなく、卒業す

ることができるよう取組んでいます。              【健康福祉局生活支援課】 
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施策４ 困難を抱える若者の力を育む                         

１ 施策の方針 

○地域において若者を見守り、社会参加を支援する環境づくりを推進することにより、

これまで支援機関につながらなかった若者を支援に結び付けます。 

○専門機関の支援体制の充実により、初期相談からの段階的な支援により自立を促して

いきます。 

○専門機関と地域が連携しながら、必要に応じて自立後の支援にも取り組むなど、困難

を抱える若者が、地域社会の中で、見守られつつ、自立して暮らしていくことができ

る環境づくりを進め、若者の現在及び将来の生活の安定を図ります。 

 

２ 主な取組 

 (1) 困難を抱える若者の相談・就労支援体制 

○青少年相談センターにおける相談・支援事業 

 青少年及びその保護者を対象に総合相談や社会参加に向けた継続支援を行う。また、

若者支援を行う人材や団体の育成に取り組みます。 

○地域ユースプラザ事業（★） 

 青少年相談センター及び若者サポートステーションと連携し、ひきこもりなど様々

な困難を抱えている若者に対し、居場所の提供を中心に、第一次的な相談や社会体験・

就労体験プログラムなどを通じた自立支援を行います。 

○若者サポートステーション事業 

  若者サポートステーションにおいて、働くことや自立に不安や悩みを抱えている若

者と保護者を対象とした個別相談、就労セミナー、短期間での就労体験などのプログ

ラムを提供するとともに、若者サポートステーション利用者のうち、経済的支援が必

要な若者に対し、就労に向けた資格等取得に係る支援を行います。 

また、就労が困難な生徒を多く抱える高校に対し、職業意識の醸成やキャリア形成

を図るための支援を行うため、学校との連携のもと、若者サポートステーションが、

定期的に出張相談等を実施します。 

○よこはま型若者自立塾における支援 

 長期にわたって不登校、ひきこもり状態にあった若者などを対象に、低下した体力

を回復するための体力づくりとともに、合宿訓練による共同生活を通じ、生活リズム

の立て直しや他人との関わり方の習得など、生活改善に向けた支援を行うことによっ

て、若者の社会的・経済的自立を推進します。 
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(2) 困難を抱える若者の自立に向けた環境整備 

○施設等退所後児童アフターケア事業 

児童養護施設等に入所中の児童及び退所者に対し、就労や進学をはじめ、生活全般

にわたる情報提供、相談、支援等を行い、安定した生活の実現を目指します。さらに、

退所後すぐに自活することが難しい場合や離職した退所者に対して、住まいの確保に

向けた支援や自立に向けた支援の充実を図ります。 

○施設等退所後児童に対する調査 

   社会的に孤立したり、生活に困難を抱えるリスクが高いとされる、児童養護施設等

の退所者に対する調査を実施します。 

この調査により、退所者の生活や就労の状況、退所後に直面した様々な問題、自立

支援の課題などを把握し、施設等が行う退所前後の自立支援の取組や、平成 24年度か

ら本市が行っているアフターケア事業について、当事者や利用者等からの意見を踏ま

えて振り返り評価するとともに、今後のより効果的な支援につなげていきます。 

○応援パートナーの養成・派遣（地域ユースプラザ事業）（★） 

一般市民の方や団体・企業を対象に、困難を抱える若者について理解し、活動に協

力していただけるよう「応援パートナー」を養成し、地域ユースプラザをはじめと

する地域の若者支援の活動への派遣等を実施します。 

※応援パートナー 

平成 27 年度に実施した「地域サポートモデル事業」により育成。 

  

(3) その他の事業・取組 

事業名 事業内容 

被保護者自立支援プログラム

事業（ハローワークと連携した

一体的な就労支援「ジョブスポ

ット」） 

被保護者等を対象としたハローワークの窓口（ジョブス

ポット）を区役所内に設置し、区とハローワークとの一

体的な就労支援を実施する。 

横浜市子ども・若者支援協議会 

 

関係機関による困難を抱える若者支援の効果的かつ円滑

な実施を図るため、横浜市子ども・若者支援協議会を設

置・運営する。 
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事業名 事業内容 

横浜版カナエール（★） 

 

児童養護施設等を退所した若者の大学等進学を応援す

る、奨学金支援プログラム。奨学生１人と社会人ボラン

ティア３名がチームとなり、約３か月かけてスピーチを

作り上げるとともに、それ以降も、卒業や資格取得時ま

で継続的にサポートする。 

児童養護施設等退所者向けアフターケア事業における奨

学金支援事業として、昨年横浜市が全国の自治体に先駆

けて取り組んだ事業。 

よこはま Port Forの運営（★） 

 

施設退所者等が、いつでも気軽に立ち寄り、相談したり、

情報等の提供を受けたり、イベント等に参加できたりす

る居場所を運営する。 

 

  

☆コラム～県立高校との連携～県立田奈高校の取組～☆ 

 神奈川県内には、クリエイティブスクールと呼ばれる高校が３校あり、県立田奈高校

はその一つです。県立田奈高校では、中学校までに学力面などで持っている力を発揮し

きれなかった生徒を積極的に受け入れていますが、経済面や生活面で困難を抱える家庭

で暮らす生徒も少なくありません。そのため、卒業後の自立に向け、学校独自に外部機

関と連携した取組を進めており、横浜市とも連携しています。 

★中退防止等に向けた取組の例 

・『図書館カフェ』で気軽な居場所から課題発見「ぴっかりカフェ」(NPO法人パノラマ) 

・大学生ボランティアによる補習「田奈ゼミ」(NPO法人カタリバ） 

★自立支援に向けた取組の例 

・就労自立のプロが個別面談「サポートステーション連携」(NPO 法人ユースポート横濱、

横浜市) 

・全生徒への最適なキャリア支援「スクールキャリアカウンセラー配置」(学校独自取

組) 

 本市はサポートステーションの運営支援をしており、横浜市、県立田奈高校、サポー

トステーションの三者で協定を締結し、連携して特に課題を多く抱える生徒を対象に相

談支援を行っています。 

卒業時には生徒が自立に向けた一歩を踏み出すことができるよう、これらの取組は、

担任教諭をはじめ学校全体で取り組んでいます。 

なお、サポートステーションによる高校等での相談支援は、県立田奈高校のほか県立

高校５校を含む 16校の高校等で実施しています（平成 27年度）。 

【こども青少年局青少年育成課】 
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☆コラム「ひきこもりからの回復期にある若者の常設の居場所」～地域ユースプラザ～☆ 

ひきこもり等の困難な状況にある若者を支援する本市独自の事業として、市域の東西南

北に 1か所ずつ、計４か所に「地域ユースプラザ」を設置しています。 

地域ユースプラザでは、15 歳から 39 歳までの若者とそのご家族からの総合相談、社会

参加・就労体験事業等を実施していますが、一番の特色は「ひきこもりからの回復期にあ

る若者が利用できる常設の居場所」を運営していることです。（週５日、１日６時間以上） 

居場所にはスタッフが常駐しており、同じような悩みを抱える若者がいつでも自由に訪

れ、安心して過ごすことができます。一人ひとりの状況に合わせて、無理をせず自分のペ

ースで、トランプやダーツ、おしゃべり、読書など自分の好きなことを行う中で、少しず

つ他者との関わりを増やしていきます。 

また、ギターや漫画などの趣味の講座、卓球やバレーボールなどのスポーツ、パソコン

講座や職業人講話など就労に向けた講座なども実施されています。 

こうしたプログラムの利用等を通じて、若者たちが進学や就労など次のステップに向け

て自信をつけ、社会とのつながりを回復し、自立に向けて動き始めることができるよう支

援しています。 

  【こども青少年局青少年相談センター】 
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施策５ 生活基盤を整える                         

１ 施策の方針 

○現金給付等の経済的な支援により暮らしを保障します。 

○保護者の就労に向けた資格取得や就職活動への支援等により、生活自立に向けて支援

します。 
 

２ 主な取組 

 (1) 生活基盤を支える現金給付 

○生活保護 

生活困窮者に対して、国の定める基準によりその困窮の程度に応じて、生活・教育・

住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の８種類の扶助費を支給し、最低限度の生活を

保障し、自立の援助を行います。 

○児童扶養手当 

 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭（ひ

とり親家庭等）に対し、生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図るため、手

当を支給します。国の制度改正に伴い、平成 28年８月分から第２子以降の加算額を増

額し、ひとり親家庭への経済的な支援を充実します。 

 (2) 保護者の就労促進 

○被保護者自立支援プログラム（就労支援事業）事業 

 区の生活支援課に就労支援専門員を配置し、就労可能な生活保護受給者に対して、

求人情報の提供やハローワークで求職活動を行う際の支援を行い、自立を促すととも

に、すぐに就労に結びつかない被保護者に対しては、生活訓練、社会訓練や職業体験

などを通し、就労実現に向けた支援を行い就労への意欲を高める取組を行います。 

また、被保護者等を対象としたハローワークの窓口（ジョブスポット）を区役所内

に設置し、区とハローワークとの一体的な就労支援を実施します。 

  ○生活困窮者自立支援事業（自立相談支援事業における就労支援） 

   区の生活支援課に自立相談支援員を配置し、生活保護には至らない生活に困窮して

いる世帯への相談支援を行います。相談者の状況に応じて、自立に向けた支援計画を

作成し、生活・社会訓練等の就労に向けた準備支援や、ジョブスポット等を活用した

就労支援を行います。 

○母子・父子家庭自立支援給付金事業（自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進

給付金）  

   ひとり親家庭等の保護者が、適職に就くために必要な技術や資格を取得するための

講座を受講した場合の受講料の支給や、看護師等の経済的自立に効果的な資格を取得



 

82 
 

するための修業期間の生活費を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格

取得を容易にするとともに、より良い条件での就職や転職へつなげます。 

   給付金の支給割合や支給上限額、支給期間を拡充し、ひとり親家庭の保護者の就労

による生活の安定に向けた支援を充実します。 

  ○母子家庭等就業・自立支援センター（ひとり親サポートよこはま） 

   ひとり親家庭の総合的な窓口として、情報提供やひとり親家庭同士の交流、就労相

談・講習会、弁護士等による専門相談などを、関係機関と連携しながら実施します。    

また、ひとり親家庭の親を対象に、専門家を活用した家計管理等の講習会や生活に

関する相談、学習支援などを実施し、ひとり親家庭の自立に向けて支援します。 

○高等学校卒業程度認定試験合格支援事業（再） 

   ひとり親家庭の親及び子の学び直しを支援することにより、より良い条件での就職

や転職に向けた可能性を広げ、安定した雇用につなげていくため、高等学校卒業程度

認定試験合格のための講座を受講する場合に、講座受講料の一部を支給します。 

(3) 子育て世帯への経済的支援等 

○児童手当 

 児童を養育している家庭等における生活の安定と、児童の健やかな成長を目的とし

て、当該児童を養育している者に手当を支給します。 

○小児医療費助成 

国は未就学児医療費の一部負担割合を３割から２割へ軽減し、子育て世帯への経済

的支援を実施していますが、横浜市では、安心して子どもを育てられる環境づくりの

ひとつとして、学齢期児童医療費等の一部負担金分を助成することにより、子育て家

庭の更なる経済的負担の軽減を図ります。 

 

 (4) その他の事業・取組 

事業名 事業内容 

生活困窮者自立支援事業 

（住居確保給付金の支給） 

 

生活保護に至る前の段階から、自立に向けた包括的な相

談支援を実施するため、離職により住宅を失うおそれの

ある、又は既に失った生活困窮者等に対し、家賃相当額

を有期で支給する。※支給にあたっては求職活動等の要

件あり。 

生活困窮者自立支援事業 

（就労準備支援事業） 

 

生活保護に至る前の段階から、自立に向けた包括的な相

談支援を実施するため、すぐに就労に結びつかない生活

困窮者に対して、生活訓練、社会訓練や職業体験などを

通し、就労実現に向けた支援を行い就労への意欲を高め

る。 
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事業名 事業内容 

生活困窮者自立支援事業 

（自立相談支援事業） 

 

生活保護に至る前の段階から、自立に向けた包括的な相

談支援を実施するため、各区に自立相談支援員を配置し、

自立に向けた支援計画の作成や、ジョブスポットを活用

した就労支援などを行う。 

生活困窮者自立支援事業 

（家計相談支援事業） 

 

生活保護に至る前の段階から、自立に向けた包括的な相

談支援を実施するため、家計の見直しや収支バランスの

改善に向けた支援を行う。 

  

☆コラム～生活困窮者自立支援制度の概要～☆ 

日本では、雇用保険等の社会保険制度と生活保護制度の 2つのセーフティネットにより、失

業や病気などの事態に陥ったとしても、生活に困らないような仕組みになっていました。しか

し、近年の非正規雇用の増加や世帯構成の変化など社会構造が変わってきたことにより、従来

の仕組みだけでは支えきれない人が増えてきました。 

このため、平成 27 年 4 月から、生活保護に至る前の段階からお困りの状況に応じて、就職

や家計の見直しなどにより、生活を立て直すことや、生活の安定をはかることができるよう支

援する生活困窮者自立支援制度が始まりました。 

横浜市では全区の区役所の生活支援課に、生活保護制度と生活困窮者自立支援制度のご相談を

一体的に実施する窓口を設けて、いずれも担当の職員が個別の事情を踏まえて、ご本人と一緒

に考え、支援しています。           

【健康福祉局生活支援課】 
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事業名 事業内容 

被保護者自立支援プログラム

事業（就労支援事業） 

 

就労支援専門員を各区へ配置し、就労可能な被保護者に

対して、求人情報の提供やハローワークで求職活動を行

う際の支援を行い自立を促す。 

無料職業紹介事業により、求人開拓員が求職者のニーズ

に合った求人を開拓し、区生活支援課を通して被保護者

へ求人情報の提供を行う。 

 

被保護者自立支援プログラム

事業（就労準備支援事業） 

 

すぐに就労に結びつかない被保護者に対して、生活訓練、

社会訓練や職業体験などを通し、就労実現に向けた支援

を行い就労への意欲を高める。 

被保護者自立支援プログラム

事業（ハローワークと連携した

一体的な就労支援「ジョブスポ

ット」） 

被保護者等を対象としたハローワークの窓口（ジョブス

ポット）を区役所内に設置し、区とハローワークとの一

体的な就労支援を実施する。 

被保護者自立支援プログラム

事業（教育支援専門員の配置） 

 

区の生活支援課に教育支援専門員を配置し、生活保護を

受給する世帯の中学生とその養育者に対し、家庭訪問等

による就学に関する各種制度や生活保護制度に関する情

報提供、進学意欲喚起、各種相談機関の利用支援等を行

い、進学・就学に向けた支援を行います。あわせて高等

学校等に在籍する生徒についても通学継続支援を行う。 

被保護者自立支援プログラム

事業（年金相談事業等） 

 

被保護者の年金受給資格の調査、確認、手続き支援等を

行う。 

母子父子寡婦福祉資金貸付事

業 

母子家庭、父子家庭及び寡婦の経済的自立を促し、児童

の福祉を増進するための各種資金貸付を行う。 
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事業名 事業内容 

ひとり親家庭自立支援計画 

 

ひとり親家庭の状況について実態調査等を行い、施策を

総合的かつ計画的に展開するため、計画を策定し、推進

する。 

寡婦（夫）控除のみなし適用 

（★） 

婚姻歴のないひとり親家庭が利用する子育てや福祉サー

ビス等の受給判定及び負担額等の算定において、税法上

の寡婦（夫）控除のみなし適用を実施し、対象家庭の経

済的負担の軽減を図る。（対象事業：保育所保育料、ひ

とり親家庭等日常生活支援事業等） 

市営住宅事業 

 

公営住宅法等に基づき、市が健康的で文化的な生活を営

むに足りる住宅を整備し、住宅に困窮する低額所得者に

低廉な家賃で貸与または転貸する。子育て世帯には、収

入基準緩和や当選倍率優遇、子育て世帯限定（入居期限

なし）の住宅募集を実施、住宅使用料には寡婦（夫）控

除みなし適用がある。 

民間住宅あんしん入居事業 

（★） 

家賃等の支払能力があるものの連帯保証人がいないこと

を理由に民間賃貸住宅への入居を断られてしまうひとり

親家庭などの方に、保証会社による「入居支援」と既存

福祉施策等による「居住支援」を行う。 

子育て世帯向け地域優良賃貸

住宅事業（子育てりぶいん） 

 

子育てに配慮された住宅、住環境の民間賃貸住宅を横浜

市が認定し、収入の少ない子育て世帯に家賃の一部を助

成し、子どもや子育て家庭が安心して生活できるよう、

支援する制度。 

 

 

  

☆コラム～生活保護制度の概要～☆ 

私たちの一生の間には、さまざまな事情のために生活が苦しくなってどうにもならなく

なるときがあります。このようなときに、困っている状況や程度に応じて、最低限度の生

活を保障しながら、自分たちの力で生活ができるように支援するのが生活保護の制度で

す。世帯の人数や年齢などを基に定められた基準により計算した月ごとの最低生活費と世

帯の全収入とを比べて、その少ない分について保護を受けることができます。 

生活保護受給中は、担当ケースワーカーが家庭訪問や面談などを通じて、世帯の自立を

側面的に支援していきます。 

生活保護制度は、経済的に生活を支えるとともに、日常生活の自立、社会的な自立、経

済的な自立について、それぞれの世帯にあった自立を目指していく支援を行う、国民の最

後のセーフティーネットです。               

【健康福祉局生活支援課】 
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第６章 計画の推進 

○計画の推進にあたっての連携体制、推進体制 

支援を必要とする家庭に育つ子どもやその家庭への支援は、多岐に渡ります。また、現

在は、個別の課題に対する支援の中で連携した対応を行っていますが、支援機関各々の役

割や取組内容の相互理解、関係者間での個人情報の共有など、連携にあたっての基盤や仕

組みが不十分な場合もあります。 

こども青少年局、健康福祉局、教育委員会事務局等の関係区局による庁内の検討会や、

支援者や有識者等による会議を開催し、連携を図り、これらの課題に取り組んでいきます。 

また、子ども・子育て支援においては、乳幼児期からの子どもの育ちを長い目でとらえ、

子どもの発達や個々の特性に応じて、包括的・継続的な支援を行うことが求められていま

す。  

そのためには、個別課題に対応する支援の実施主体が連携し、重層的な支援体制を構築

するための基盤づくりや仕組みづくりを一層進めていく必要があります。 

計画の推進にあたり、きめ細かで具体的な支援を展開するためには、地域の主体的な取

組や民間と連携した取組を進めていくことや、市民一人ひとりが子どもの貧困に対する理

解を深め、それぞれができることから取り組むことが重要です。 

例えば、食事の提供を含む子どもの居場所や高校生への地域等による学習支援などの新

たな支援策 、団体や民間企業など新たな支援の担い手や、すでに現場で具体の支援を行っ

ている県立高校との 連携などの取組手法、アウトリーチによる支援等についても、他都市

の取組 や地域の自主的な取組についての 情報収集等を行い、本市の状況を踏まえ検討を進

めることが必要です。 

 
○支援に関わる人々の人材育成 

 子どもの貧困対策は、困難を抱える子ども・若者、家庭を、暮らしの中での気づき、寄

り添い、見守る人、相談を受け止めたり、支援につなげたりする人、専門的な支援を担う

人など、教育・保育の場、地域、専門機関・行政機関など多くの人が協力したり、役割分

担をしながら支えていく取組です。 
教育・保育に携わる職員や、専門機関の職員や地域に対しても、すでに様々な人材育成

の取組がなされていますが、これまで以上に、子どもの貧困に対する感度や 支援のスキル

を高めるとともに、「子ども・青少年にとって」の視点に立ち、子ども・若者、家庭と関わ

っていくことが重要です。 
このため、支援に関わる人々に対し、子どもの貧困の現状に対する共通認識や、支援に

関わる機関等の持つ役割、活用できる制度や地域の資源等に関する情報を持つ方策等をま

とめ、それぞれの制度マニュアルや研修の中に取り入れていくこと等についても、計画推

進の中で引き続き検討を進めます。 
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また、地域において、支援に関わる機関のネットワークづくりや、支援に関わる人を増

やす取組が円滑に進むような仕組みづくりについても、計画推進の中で検討を進めます。 
 
○子どもの貧困に関するデータ収集や調査の実施 

 横浜市では、本計画の策定にあたり、本市の子どもの貧困に関連する事業データを改め

て整理するとともに、市民アンケート、対象者アンケート、支援者ヒアリング等の実態把

握のための調査を行いました。 
 計画推進にあたっても、本市の状況の変化や取組の成果等を把握するため、必要なデー

タの収集を行います。
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横浜市子どもの貧困対策に関する計画素案に関する 

市民意見募集の実施結果について【速報版】 

 
 
「横浜市子どもの貧困対策に関する計画（仮称）」の策定にあたり、このたび、計画素案についての市民

意見募集を実施しましたので、その結果についてご報告します。 

 
１． 実施概要 
 

（１） 実施期間 

平成 27 年 12 月 21 日（月）～平成 28 年 1 月 15 日（金） 
 
（２） 周知方法 

(ア) 素案冊子（約 750 部）及び概要版リーフレット（約 15,000 部）の配布 
    市役所、区役所、保育所、幼稚園、地域子育て支援拠点、青少年活動拠点等において配布、閲

覧に供しました。 
(イ) 関係団体への個別説明 

    民生委員児童委員協議会、社会福祉協議会児童福祉部会、私立保育園園長会、幼稚園協会運営

委員会、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校長会へ、計画内容及び市民意見募集の実施に

ついて説明を行いました。 
(ウ) 市ホームページ及び広報よこはま（12 月号）への掲載 

 
２． 市民意見募集結果 
 

 市民のみなさまから、97 通、161 件のご意見が寄せられました。 

 

（１） 提出方法 

提出方法 通数 比率 

郵送 76 78.4% 

FAX 1 1.0% 

E メール 20 20.6% 

計 97 100.0% 
 

 

 

78.4%

1.0%

20.6%

郵送

FAX

Eメール

別添２―２ 



 
 
 

（２） 年齢層別・男女別の提出数 

(ア) 年齢層別の提出数 
年齢層 通数 比率 

20 歳代以下 5 5.2% 

30 歳代 14 14.4% 

40 歳代 16 16.5% 

50 歳代 21 21.6% 

60 歳代 18 18.6% 

70 歳代 6 6.2% 

80 歳代以上 1 1.0% 

不明 16 16.5% 

計 97 100.0% 
 

 

 
(イ) 男女別の提出数 

性別 通数 比率 

女性 67 69.1% 

男性 27 27.8% 

不明 3 3.1% 

計 97 100.0% 
 

 

 
(ウ) 年齢層別・男女別の提出数 

 
通数 比率 

年齢層 女性 男性 不明 女性 男性 不明 

20 歳代 3 2 0 4.5% 7.4% 0.0% 

30 歳代 9 5 0 13.4% 18.5% 0.0% 

40 歳代 15 1 0 22.4% 3.7% 0.0% 

50 歳代 21 0 0 31.3% 0.0% 0.0% 

60 歳代 7 11 0 10.4% 40.7% 0.0% 

70 歳代 3 3 0 4.5% 11.1% 0.0% 

80 歳代 1 0 0 1.5% 0.0% 0.0% 

不明 8 5 3 11.9% 18.5% 100.0% 

計 67 27 3 100.0% 100.0% 100.0% 
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（３） 子どもの有無別の提出数 

子どもの有無 通数 比率 

有り 68 70.1% 

無し 12 12.4% 

不明 17 17.5% 

計 97 100.0% 
 

 

 
 
（４） 施策体系別意見数 

施策体系等 意見件数 比率 

第 3 章 子どもの貧困対策における取組の視点 10 6.2% 

第 4 章 本市のこどもの貧困対策 6 3.7% 

第 5 章  子どもの豊かな成長を支える教育、保育の推進 11 6.8% 

 施策 1 気づく・つなぐ・見守る 20 12.4% 

 施策 2 子どもの育ち・成長を守る 29 18.0% 

 施策 3 貧困の連鎖を断つ 18 11.2% 

 施策 4 困難を抱える若者の力を育む 9 5.6% 

 施策 5 生活基盤を整える 21 13.0% 

第 6 章 計画の推進 13 8.1% 

計画全般・その他 24 14.9% 

 合計 161 100.0% 

 

70.1%
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17.5%
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不明



■横浜市子どもの貧困対策に関する計画（仮称）素案への市民意見一覧

No 分類 御意見

1
子どもの貧困対
策における取組
の視点

視点をどこにおくかがとても難しいと思いました。貧困イコールお金がないだけを言われてるので
はないととらえました。その中で、現在、中学生と小学生を育てていて一番欲しいと思っていた視
点がでてきてホッとしました。それは、学校と区役所等の連携です。我が家は共働きなので、ふた
りの息子は学童クラブのお世話になりました。キッズクラブの問題が出てきた時も、縦割り行政の
難しさと感じていました。教育委員会と子ども青年局の連携でより良い形が作れると思います。充
実したキッズが学校内に入ることで、学校職員も刺激を受けることがあるかもしれません。

2
子どもの貧困対
策における取組
の視点

子供がどんな環境に生まれても生活や学習が保障され、未来に希望をもてる社会にするため横
浜市がその先頭に立つべきです。

3
子どもの貧困対
策における取組
の視点

乳幼児期は基本的生活習慣の構築を家庭、職場、地域社会が連携し、子ども子育て支援が一体
となって取り組める環境が大切であり重要課題です。子どもの健全な成長発達を基本とし、寝る
子は育つの格言通り、乳幼児期は家庭で12時間睡眠がとれ、子どもの居場所が家庭であり、平
等に一人当たり補助できる制度であるべきです。

4
子どもの貧困対
策における取組
の視点

どの子どもにとっても良い環境で生活することができるように、この対策が実行されることを望み
ます。また、より貧困である家庭にこの対策の情報が届くような方法もきちんとしていくべきだと思
います。

5
子どもの貧困対
策における取組
の視点

①貧困であるという認識はするのですか？

6
子どもの貧困対
策における取組
の視点

③市民の一人一人が自分のできることを発揮できる仕組みとなると良いと思っています。

7
子どもの貧困対
策における取組
の視点

さまざまな課題に対して、支援制度も増えつつあり、これからも増えていくだろうが、それを伝える
手段をどんどん増やしてほしい。ニュースを見る、新聞を読む、ネットを検索できる人たちだけでは
なく、情報弱者、知らない人、頼る必要があっても諦める人たちに、選択肢を伝えてほしい。

8
子どもの貧困対
策における取組
の視点

高校、専門学校、大学を卒業後、正社員として働き、永久雇用だけが人生ではなくなっている昨
今、非正規雇用など、いろいろな生き方があっても良しと認める社会？になりつつあるが、逆に何
十年後かに要支援の家族、人間が増え、貧富の格差が今より大きくならないことを望む限りだ。

9
子どもの貧困対
策における取組
の視点

・貧困から生まれる諸問題
　「貧困」という言葉のイメージがつきにくいと思います。
　貧困状態だと子どもにとって何が問題になるのか大掴みでわかるとさらに良いと思います。
　「経済的困窮　→親の長時間労働、非正規不安定労働　→ゆとりの無さ
　→　孤食、親子関係の希薄化、ひきこもり、非行、ネグレクト
　→　高校中退、不登校　→低学歴　→就職の不利　→大人になって再び経済的困窮」など
　貧困とそこから派生する諸問題との相関が図か絵かで書いてあると理解しやすいと思います。



■横浜市子どもの貧困対策に関する計画（仮称）素案への市民意見一覧

No 分類 御意見

10
子どもの貧困対
策における取組
の視点

ひとり親家庭の保護者の自立支援とありますが、自治体からの支援の強化以外の視点が必要だと思いま
す。
法律上は、離婚後は単独親権となっておりこどもの親権者は一人となってしまうため、離婚後も親権をとって
いない親との接点を強化する事がこどもの心のケアにつながるのでは。

ひとり親への行政からの支援を強化することも課題ですが、ひとり親家庭そのものの在り方の改善を要する
べきでは？
離婚後も共同親権となる事が理想だと思いますが、それに近い制度を横浜市の条例で実現できないでしょう
か。
親権をもたない親への面会権の確保、養育費の未 払い問題に対して、個人の問題ではなく行政で介入す
べき事だと感じます。

養育費の未払いがひとり親家庭の貧困を加速させ、生活保護を要する原因です。
離婚後も双方が親権をもち、養育費の支払いを確実にすることでこどもの貧困の減少につながります。
（離婚成立後もこどもの養育は父親と母親の両方が関わるような制度が必要では？）

ハーグ条約を締結しているので、親権制度も横浜市から改善できないでしょうか。

11
本市のこどもの
貧困対策

対策としては大賛成です。すべての児童に等しく見守られる安心感や教育が受けられたらと思い
ます。ですが、その対策推進にともない税金や○○税など、あらたな負担が増えてしまうのなら、
一概に賛成はできません。これから、子育てをしていく事を考えると、自分達の負担が増えること
で、自らの子どもに見守る時間や環境をあたえることが出来なくなるのが困るし、対策が逆効果に
なると思うからです。

12
本市のこどもの
貧困対策

「貧困家庭の子供は社会が支援する」「貧困家庭の子供は社会の支援を受ける権利を有する」と
いうことを市民全体として合意形成をつくることが最も重要です。なるべくオープンで施策を実行で
きる素地づくりが必要です。

13
本市のこどもの
貧困対策

全国でも数が増えていると言われている子どもの貧困。関連記事を見て本当に驚きの連続であ
る。横浜市の取り組み計画に賛成するが支援が過度にならなければと思う。本当に困っている人
を助けて欲しいと思うが"支援"となると必要のない人ある人の線引きがとても難しいと思うので、
それなりの判断をしっかりして行って欲しいと思う。

14
本市のこどもの
貧困対策

横浜市として具体的な対策を国や県より先行する形で取り組んでほしい。

15
本市のこどもの
貧困対策

待機児童8人とありますが、希望の保育園に入りたくて待っている人の数は含まれているのでしょ
うか。全体的に漠然とした目標で、具体策が分かりにくいと感じます。

16
本市のこどもの
貧困対策

どのように貧困者を抽出していくかというのも考えていってほしいです。産婦人科等で行うような
妊婦健診も組み入れていただくと幸いです。

17
子どもの豊かな
成長を支える教
育、保育の推進

中でも、学校における食育の推進に真剣にとりくんでほしい。①食は人間の生活の最重要な基盤
です。②成長著しい中学生には是非必要です。③お弁当ではなく栄養価の考えられた給食にして
ほしい。食生活の貧しい子ども達の家庭が増えていることを考え、是非温かい学校給食を中学校
にも実現させることが子どもたちの心の成長、学力の伸びにもつながることでしょう。



■横浜市子どもの貧困対策に関する計画（仮称）素案への市民意見一覧

No 分類 御意見

18
子どもの豊かな
成長を支える教
育、保育の推進

横浜市立中学校に給食制度がないのは全国的にも知られる貧困増強の施策です。業者弁当は
不人気ですし、父母も「みせかけの施策」と信用されていません。是非とも教育の中心課題として
給食導入を推進してください。

19
子どもの豊かな
成長を支える教
育、保育の推進

中学校の全校給食導入を３年以内に実現。理由：貧困家庭の子供に1日1食でも確実に温かい食
事を提供し、成長を守る。待機児童ゼロを望み、横浜市に転居してきた友人たちは中学の給食な
しを聞き、将来的に横浜市以外の中学進学を検討している。転居による財源が減少していくのを
防止する。

20
子どもの豊かな
成長を支える教
育、保育の推進

子供に最も必要なものは食事です。子供が確実に口にできるものは学校給食だと思います。給
食の無償提供を是非実施してください。親の収入制限があってもよいと思います。

21
子どもの豊かな
成長を支える教
育、保育の推進

中学校給食を導入して頂きたいと思います。現状、チェーン店等の弁当を学校側が契約して購入
している様ですが、栄養面を考えると給食とは異なりバランスが悪くならざるをえない。しっかり働
ける心と体をつくる大切な時期の栄養を提供してあげて下さい。

22
子どもの豊かな
成長を支える教
育、保育の推進

乳幼児期への支援は手厚くしていきやすいが、学齢期～特に中学生に対しては支援が行き届い
ていくのか。昼食をとることもできない中学生が増えていると聞くと、やはり給食が必要なのではな
いか。お腹のすいた子どもは生きていく活力が出るわけない。子を守るためのきちんとした取組を
望む。

23
子どもの豊かな
成長を支える教
育、保育の推進

また、本市で実施していない中学校給食の実施は、子どもを貧困から救い、成長期に必要な栄養
を保障し、精神的安定を与えるためには不可欠である。

24
子どもの豊かな
成長を支える教
育、保育の推進

「中学枝の学校給食を実施していただきたい。貧国対策ではないのですが、中学生の健やかな成長への公
的な役割としてお願い。」
私は元東京都で40年近く、教師をしていました。横浜市に居住し、教師をしながら2人の子どもを育てました
が、中学生の時に横浜市は学校給食がなかったことに大変疑問を持っていました。東京都では学校給食は
当たり前でしたし、子どもを健やかな成長にむけての、行政の重要な役割だと考えています。
退職後、婦人団体の企画するヨーロッパの多くの国に何回も旅行をして横浜の現状を話しますと、ヨーロッ
パの国々では、子どもを教育する上で学校給食は、国の重要な役割だと強調しています。
未来の子どもをしっかり成長させること、学級で子どもたちがともに楽しく食事をすることの重要さを話されま
す。特に、スウェーデン・デンマークなどでその重要性をしっかり話されていました。学校生活の重要な教育
の一環であると話され、当然の公的な役割であり、未来を担う子どもの成長に公的な役割は大きいと確認さ
れています。
なぜ、横浜市では、いまだに中学生の成長盛りの子ども達に学校給食を実施しないのか、子ども達の成長
を保障する役割をすべて個人の家庭の責任にするのか、全く納得できません。子どもの成長は家庭の重要
な役割でもありますが、朝晩の食事を家庭で責任を持ち、学校での生活の重要な給食は公的に保障すべき
です。子どもの健やかな成長を願うまともな自治体はもちろんのこと、国際的にも強調されており、一刻も早
く横浜市が学校給食を実施してほしいと心より願っています。

25
子どもの豊かな
成長を支える教
育、保育の推進

子どもの貧困対策として、公立中学校での給食実施を実行してください。貧困家庭の子どもにとっ
て、学校給食は重要な役割を持っています。
市民からの中学給食実施の要望にたいして「家庭弁当は家庭の愛情を感じる重要なツール」とい
う旨の発言をする議員がいらっしゃいましたが、学校給食に対する認識を変えていただきたい。



■横浜市子どもの貧困対策に関する計画（仮称）素案への市民意見一覧

No 分類 御意見

26
子どもの豊かな
成長を支える教
育、保育の推進

民間レベル（地域）で学習支援事業を立ち上げる場合のノウハウ、ヒト・モノ・カネ等入口段階で判
らないことが多い。そのため、相談機関や情報についての案内がほしい。

27
子どもの豊かな
成長を支える教
育、保育の推進

保育園の充実、保護者が安心して働けるために待機することがないよう保育園の増設が急務。ま
た預かり時間も幅広くなければ働けない。そのために保育士の手当もアップしなければ、せっかく
の資格も働く気になれない。小学校の登校前、下校後の預かり場所、施設も必要になってくると思
う。

28
施策1　気づく・
つなぐ・見守る

高校で教育を受け、進学や就職の機会を得ることが、社会的・経済的な自立を果たし、貧困の連
鎖を予防する上で重要な要素の一つだと思います。
しかし、ソーシャルワーカーとして関わっている、休みがちや不登校の生徒や、中学までの学習が
十分でない生徒、ひとり親家庭など経済的な問題を抱えている生徒の多くは、中学時代までの問
題を抱えたまま入学することが多く、安心して教育を受けられないさまざまな背景を抱えており、
高校中退のリスクが非常に高いといえます。
これらの問題に早期に対応し、高校中退のリスクを減らす取り組みの一つに、中学と高校の切れ
目のない連携が必要だと考えます。高校入学時に、中学校まででの問題に教職員が気づくこと
は、本人や保護者からの申し出以外ではほぼ難しいのが現状です。保護者も自らの就労などで
の多忙、日本語が母国語でないために理解の問題がある、障害や病気のために問題にする力が
ないなど、自ら積極的に相談できる場合は限られます。
そのため、生徒が問題を抱えていることに教職員が気づいた段階では、教科や部活動の指導な
ど多忙ななかで対応が遅れ、中退のリスクを高めかねないのが現状で、そのことに危機感を持
ち、歯がゆい思いをしている教職員も多くいます。
個人情報の共有のあり方について検討いただき、地域、区役所と同時に、学校間での連携方法
についても検討いただけますようお願いします。

29
施策1　気づく・
つなぐ・見守る

義務教育は給食もすべて無料にすべきです。
成長に合わせた健診に加え、一定の年齢で数年ごとに子どもと学校に配置した専任教員との面
接制度とするなど、子どもの変化に気づく仕組みの構築

30
施策1　気づく・
つなぐ・見守る

(4)高校中途退学者の6割が1年生のうちに退学していることから、中学卒業後の子どもについて、
訪問指導をはじめとしたつながりや見守りなどの支援策を強化すること。

31
施策1　気づく・
つなぐ・見守る

(2)教育と福祉をつなぐスクールソーシャルワーカーを増員すること。

32
施策1　気づく・
つなぐ・見守る

SSWやカウンセラーの充実をはかるのに賛同いたします。一方そういった方々が安心して働き続
けられる仕組みを整えてほしいと考えています。

33
施策1　気づく・
つなぐ・見守る

金銭的貧困でなくても親が子に関心がなくネグレクトになっている場合があり、不安定な心の子が
学級崩壊の引き金になり学級全体の学力低下をまねいています。専任教諭はそのような親の窓
口として増加していただきたいです。（担任だけに任せるのではなく学校全体で取り組む必要があ
る）



■横浜市子どもの貧困対策に関する計画（仮称）素案への市民意見一覧
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34
施策1　気づく・
つなぐ・見守る

支援につながっていない子ども、家庭が多いように思う。つながっていないくても、家族内もしくはその家族を
取り囲む環境や人で解消される場合もあるとは考えるが、見えない要支援の子ども達と家族もまだまだ存在
するようだ。事が起きて初めて気づくのでは遅いだろう。
そのためには、小さいころから地域の人たちと関わったり、保育園、幼稚園、小学校、中学校などで、その子
どもがヘルプを求められる大人とのかかわりが持てることも必要だと思われる。

35
施策1　気づく・
つなぐ・見守る

また、家庭の経済状況と自分の学力を考え、高校を退学する子どもたちもいる。そんな子どもたちでも、将来
の糧となるように、高校や専門学校を卒業して、小学校以降も成人まででも見守りを続けられる第三の大人
たちの存在がより必要と思われる。（学校に上がってしまうと、見守りの目より教育的な眼のほうが強くなる
ので、その前より育まれていることが望まれる。）

36
施策1　気づく・
つなぐ・見守る

人間関係の貧しさが、新たな貧困を産んでいるのではないでしょうか？どこかで、線引きをし、お
互いのテリトリーを侵さないように無難なところでやめておく。そんな大人の遠慮や事なかれ主義
が子どもの自己肯定感や基本的信頼感の育ちを阻んではいないだろうか？と危惧します。子ども
たちの為に真剣になる大人の姿を見て、子ども達は育っているのだと思います。疲れている大人
たちの姿だけでなく、子どもを真ん中にして真剣に向かい合う大人でありたいと思います。そして、
そんな関わり合いがあちこちで見られる横浜の子育て環境を作っていきたいと思います。

37
施策1　気づく・
つなぐ・見守る

子どもたちが多く利用する地区センターやログハウス、コミュニティハウスにも、「気になる子」に気
付ける、気付くような役割を持たせてほしい。すでに支援が必要な子だけを支えるのではなく、そ
の前段階の予防の強化を計画に盛り込んでいただきたい。

38
施策1　気づく・
つなぐ・見守る

②この対策が有効に働き、本当に必要な所に必要なサポートが届くように願っています。

39
施策1　気づく・
つなぐ・見守る

◎情報提供について
支援が必要な人ほど、自治体やNPOや民間の行っている支援を受けていない現状があります。
情報を収集し、活用する力がないことが多いです。なので、今回の素案についてももっと大きく広
報されたらどうでしょうか。

40
施策1　気づく・
つなぐ・見守る

・情報提供について
　公共料金の減免や各種手当、学習支援の精度など、生活をサポートする情報にアクセスしにく
い困窮世帯も少なくないのではないのでしょうか。ＷＥＢや紙などの各種媒体の特性を生かして広
報・ＰＲ・窓口案　内などの「知らせる」視点は大切かと思います。

41
施策1　気づく・
つなぐ・見守る

身寄りのない母子　支援があればどこで、どうやって様々な情報収集したらいいのやら。行政だけ
じゃなく民間も含め相談相手、孤立化防げれば。

42
施策1　気づく・
つなぐ・見守る

一連の計画の中で気付くという事が最も大切だと思いました。私自身このような制度があることを
知らなかったので、該当する多くの方々もこの制度をご存じないのではないかと思います。この制
度を活かすために妊娠届出者に対する面接を通して、漏れなく該当者を見つけ市から積極的に
アプローチしてあげる必要があるかと思います。少しでも多くの子どもが救われることを祈ってい
ます。

43
施策1　気づく・
つなぐ・見守る

気付き→初動を確実にするために、児童委員は正規職員に変えたりして妊産婦や0～18歳児の
定期的な訪問をしたらいいと思います。核家族、ひとり親世帯が増え、地域のコミュニティーも不
安定な所も多く一人で悩み子育てに行き詰まり感を抱えている親は多いと思います。



■横浜市子どもの貧困対策に関する計画（仮称）素案への市民意見一覧

No 分類 御意見

44
施策1　気づく・
つなぐ・見守る

3.相談窓口
親子相談窓口敷居高い、どこか姿勢が上から目線、してやると言う雰囲気感じます。貧困体験し
た当事者や思いやり持ち寄り添う気持ち持った相談員配置を。

45
施策1　気づく・
つなぐ・見守る

(1)母子保健施策・地域子育て支援施策として、妊娠期から子育て支援にわたる相談の充実を図
るために、支援の必要な家庭に、早期に継続して訪問などが実施できるよう、職員を増員するこ
と。

46
施策1　気づく・
つなぐ・見守る

(3)義務教育の中で、中学生が母子保健や健康管理などについて専門家から学ぶ機会を充実さ
せること。命の尊厳を守る行政の役割(生活保護・母子手帳交付・こんにちは赤ちゃん訪問事業
等)について、パンフレットの作成・配布等で、中高生に周知すること。

47
施策1　気づく・
つなぐ・見守る

16歳～20歳位の低年齢で出産した親ほど離婚率が高く、又貧困に陥り易い。そしてその子供も又
低年齢で妊娠する。その悪循環をストップすることが必要。色々な情報だけが早く入っているが実
は大事な事は抜けている。学校でもくり返し安易な妊娠によるリスクをきちんと伝えるべき。たとえ
夫婦でも生活設計が出来ていなければ待つべきことももっと伝える必要がある。

48
施策2　子どもの
育ち・成長を守
る

また同じP70の「就学援助・私立学校等就学援助制度」の中で「申請段階での事務手続き等が円
滑に進むようサポートします。」とありますが、むしろ申請書や制度・手続の簡略化などの努力をし
たほうが、行政事務の効率化につながるのではないかと思いました。

49
施策2　子どもの
育ち・成長を守
る

(5)就学援助制度の項目の拡大と認定基準の大幅な引き上げで、義務教育無償が名実ともに実
施されるようにすること。

50
施策2　子どもの
育ち・成長を守
る

落ち着いて勉強できる場、学習の習慣をつくることが重要と考えるが、まず生活習慣を身につけ
ることが大切。そして、10代の成長期には「食」がその基本土台になると思います。中学生の昼食
を見ているとコンビニのサンドイッチですませている子もいるようです。ぜひ、中学校での給食、あ
るいは何らかの形での「食」への支援をお願いしたい。

51
施策2　子どもの
育ち・成長を守
る

すでに子ども食堂が普及しつつありますが、食の調達が無理な場合は、学習支援でも何でも「場
づくり」をするべきだと思います。大小にこだわらず是非予算を！

52
施策2　子どもの
育ち・成長を守
る

単なる貧困であれば経済的支援で救済できるかもしれないが、本当に問題なのはネグレクトなど
から影響する子のみの貧困。家庭が基本だがその家族が崩壊しているのであれば乳幼児の保
育園・幼稚園義務化は必要。先進国で幼児教育が遅れているのは日本だけという事実を国が恥
と理解し早急に国が動かなければ意味はない。幼稚園教諭・保育士の負担が年々増えている
が、賃金は一般以下。きれい事で子は育たない。

53
施策2　子どもの
育ち・成長を守
る

人は人の中で育つ。家庭や学校で安心して過ごせない子どもたちに居場所が必要です。ぜひ自
主的に行っている地域の居場所に資金をまわしてください。
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54
施策2　子どもの
育ち・成長を守
る

②まずは食べること。給食のない夏期・冬期休暇などちゃんと食べているのか不安です。お弁当
を持たせられないから、はまっ子に参加できない子もいるのでは？

55
施策2　子どもの
育ち・成長を守
る

こども食堂の支援をお願いしたい。

56
施策2　子どもの
育ち・成長を守
る

5.親子が病気怪我で働けないときの駆け込み寺的な施設。
路頭迷う現実有るように感じます。

57
施策2　子どもの
育ち・成長を守
る

小学校までは学童保育など大人の目で守られているが、一人で何でもできる中学・高校に上がる
と生活自体が本人任せになることが多いと思います。思春期の多感な時期に孤独を感じさせない
事も大切であり、子ども達の生活・学習支援の施策2、施策3とも《子どもの居場所》環境作りが重
要だと考えます。

58
施策2　子どもの
育ち・成長を守
る

豊かな時代に子供が食べ物に困るというのはおかしいと思う。給付される金額や対象をしっかり
考えて市として活動してほしい。

59
施策2　子どもの
育ち・成長を守
る

全国的に取り組みが始まっている「こども食堂」は生活基盤を整える（食を保障する）という意味合
いだけではなく子どもの多様な大人との関わりや子どもの居場所という面でも非常に意義深いと
思います。その支援もぜひ施策に加えていただきたいと思います。

60
施策2　子どもの
育ち・成長を守
る

(3)私立幼稚園就園奨励補助金を増やすなど、幼稚園の保育料を軽減すること。

61
施策2　子どもの
育ち・成長を守
る

（１）発達障害・知的障害のある子どもへの支援が、低所得世帯にも行き届くように、貧困対策の中に盛り込
んでください。
　低所得世帯では、保護者が就労や疾病・障害により、子どもと十分な関わりが持てず、子どもの発達の遅
れに気づくのが遅くなる傾向があります。気づいても、心理的抵抗により障害の判定を受けなかったり、専門
機関に連れていく余裕がなかったりして、適切な支援につながらず、発達がさらに遅れたり、いじめや虐待
の対象になることがあります。
　近年では、児童発達支援や放課後デイサービスなどのサービスが普及しつつありますが、保護者が知ら
なかったり、経済的・時間的余裕がなかったりして、必ずしも低所得世帯まで行き届いているとは言えませ
ん。
　子どもの貧困対策として行われる学習支援や相談は、障害児向けサービスに抵抗のある保護者でも利用
しやすく、個別性の高い支援も可能です。これらの事業の中に、障害のある子どもへの支援プログラムを含
めることで、すべての子どもが必要な支援にアクセスしやすくなると思われます。

62
施策2　子どもの
育ち・成長を守
る

P70の「青少年の地域活動拠点」は良いと思いますので、ぜひ整備を推進してください。

63
施策2　子どもの
育ち・成長を守
る

子どもや青少年に場所を民間業者やNPO法人等に委託する時は、その事業を担当する人が組
織に対して必要十分なスキルだけではなく、給与が支払えるように行政からも支援してほしい。
ハードワークなのに給与が低いようでは、たとえスキルが高くてもいずれ燃え尽きて、心を病んで
しまう可能性がある。支援の場が疲弊していてはいくら政策・取組が立派でも、被支援者に質の
高い支援を行うことは困難である。
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64
施策2　子どもの
育ち・成長を守
る

・保育園に専門家（看護師、栄養士、ケースワーカー等）の常勤により迅速に対応ができると思い
ます。
・保育士有資格者を子どもの人数に応じて不足なく配置する。また、保育以外の仕事（事務、清
掃）を担う職員の配置により、より充実した保育をのぞめると思います。

65
施策2　子どもの
育ち・成長を守
る

(2)保育所の保育料の負担軽減策を拡充すること。

66
施策2　子どもの
育ち・成長を守
る

(1)保育の質と量を保つために保育士の確保をすすめること。そのためにも保育士の処遇を改善
し、潜在保育士が職場復帰を果たせるようにすること。

67
施策2　子どもの
育ち・成長を守
る

学童保育に入所している非課税世帯に対して2500円/月の補助が出ていますが、他都市に比べ
て保育料も高額です。もっと補助額を引き上げてください。

68
施策2　子どもの
育ち・成長を守
る

子どもの時間は放課後も続いています。大人の目が行き届かない放課後の時間帯の居場所（地
域に根付いている）作りが、犯罪や親子の問題を早期発見できる所と思います。

69
施策2　子どもの
育ち・成長を守
る

ひとり親で非課税世帯です。今までは保育園は保育料ゼロ円でした。春から小学生で放課後キッ
ズクラブに預けます。減免制度を利用しても、1年間に3万円以上かかります。ひとり親などは無料
だと助かる。（おやつ代や保険料は実費として）　※川崎市は、普通の小学生の学童保育は、一
般の人も無料で、ひとり親も無料。

70
施策2　子どもの
育ち・成長を守
る

学童保育は市の補助金事業なので半分は保護者負担で保育料を払える人しか入れない。非課
税減免だけでは足りない。特に母子父子家庭は、片親の負担を考えると無条件におやつ代、教
材費以外は無料にしても良いと思う。

71
施策2　子どもの
育ち・成長を守
る

(4)保護者の負担を軽減して経済的に厳しい家庭の子どもでも放課後児童クラブに入所できるよ
う、学童保育所への運営費補助・家賃補助の大幅増額をすること。

72
施策2　子どもの
育ち・成長を守
る

乳幼児の拠点、つどいの広場、各区のサロン（地域主催）は大分事業が推進していると思いま
す。その小さな時にどこにも関わらなかった親子が様々な問題を抱えています。（シングル親、生
保、障がい、外国籍、不登校）小学校高学年から中学にかけての居場所づくりが急務です。

73
施策2　子どもの
育ち・成長を守
る

小学校高学年から中学校にかけての放課後の居場所として、成長に合った場所が必要と思いま
す。様々な年齢を対象とした施設として、地区センターが各区にありますが、現実は高齢の利用
者が多く放課後の時間帯に合わせて、もっと積極的な取り組みがあればと思います。（サークル
活動、学習支援等）

74
施策2　子どもの
育ち・成長を守
る

小学校までは学童保育など大人の目で守られているが、一人で何でもできる中学・高校に上がる
と生活自体が本人任せになることが多いと思います。思春期の多感な時期に孤独を感じさせない
事も大切であり、子ども達の生活・学習支援の施策2、施策3とも《子どもの居場所》環境作りが重
要だと考えます。



■横浜市子どもの貧困対策に関する計画（仮称）素案への市民意見一覧

No 分類 御意見

75
施策2　子どもの
育ち・成長を守
る

【提案２】高校生にも居場所が必要
毎年学習支援を卒業する時期になると、保護者の方や子どもたちから『高校になっても来て良い？』と聞か
れますが、現状ではそれは叶いません。高校に進学しても、中には中退してしまう子どもたちもおり、その早
期発見、フォローの為にも、高校入学後も月に1度でも子どもたちが通えるような居場所が必要ではないで
しょうか。
切れ目のない支援の実践の為に以上2点を提案させていただきます。

76
施策2　子どもの
育ち・成長を守
る

３ 都筑区での「寄り添い型学習等支援事業」ですが、生活保護世帯数は18 区で17 位ですが、母
子家庭9.8%（横浜市 7.8%）と障がい世帯14.5% （〃12.5%）の比率は横浜市平均を上回っています。
現在、法人が元々借り受けていた拠点をこの事業所として使い、月曜日から金曜日まで１３時〜
２０時の７時間を「居場所支援」「学習支援」と子どもと養育者のための「相談支援」として開所して
います。現時点では横浜市からの受託の名目は「学習支援」のみの枠組みですが、実際は不登
校生徒に対して学校の授業時間での「居場所支援」も併設し、この事業への参加日は中学校の
出席日数として扱って貰うように保護者を通じて各中学校長に要望し、法人から毎月「確認書」を
中学校に送るなどの「生活支援」も行っています。その結果、高校進学の際の内申書に出席扱い
の日数が書かれ、また小学校レベルからの読み書きの「学び直し」と、都筑区の小中学校では当
たり前になっている家庭での「パソコンを使った調べ物学習や修学旅行、部活動、生徒会活動等
へのサポート」なども、パソコンやインターネット接続のない生活保護世帯への「生活支援」として
行っています。今後も「寄り添い型学習等支援事業」は、各区の実情や地域特性を生かした事業
として発展していくことを期待しています。

77
施策3　貧困の
連鎖を断つ

学齢期直前までは区役所の保健師など行政の目が家庭に届きやすいと思いますが、小学校入
学後は行政からの支援がなかなか届かず密室での時代が6年以上続きます。中学生からの学習
支援では遅すぎる子どもたちが少なくありません。もっと早い段階で、子どもたちが横道に逸れる
前に、子どもたちが意欲を失う前に、学習支援を始める必要があると思います。

78
施策3　貧困の
連鎖を断つ

親の影響ばかり言っても始まらないので、いつの時点で自分で人生について真剣に考えられるか
と突き詰めると中学生時代に高校受験をしないために、親の力を借りずにどうするか？が肝心と
なる。そこでの学習支援と興味のあるもの、人生の目標となるものに触れやすい環境を用意す
る。人目を気にするので、校外の施設で中学生にもアクセスしやすいツールで窓口を作っておく。
そこから施設に、来所につなげる。

79
施策3　貧困の
連鎖を断つ

(1)貧困の連鎖を断つための将来の社会的・経済的自立に繋がる学力保障には、学校における
一人ひとりの子どもに担任教師が向き合う十分な時間の確保が必要です。そのためにも、35人以
下学級など少人数学級を小・中学校で実施すること。

80
施策3　貧困の
連鎖を断つ

④奨学金の利息を無料にする（所得制限を上げる）のはいかがですか？

81
施策3　貧困の
連鎖を断つ

(2)市民アンケートでは、経済的な理由で高校進学を諦める家庭の実態が明らかになりました。高
校では授業料だけでなく、制服代や部活動費、交通費なども財政的に大きな負担です。貧困の連
鎖を断ち切るためにも、どの子も高校進学への希望が断ち切られることのないよう、市の高校奨
学金の学力条件を外して受給者数を増やすとともに、一人当たりの受給額を増やすこと。

82
施策3　貧困の
連鎖を断つ

(5)外国につながる子どもには、生活言語は通じても教育言語がなかなか身につかないという問
題があり、進学やその後の就職にも不利な影響が及ぶ場合が多くなっています。日本語指導が
必要な児童生徒に適切な教育的支援ができるよう日本語教室の増設や、国際教室担当教員を
増員すること。
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83
施策3　貧困の
連鎖を断つ

学習においては大学生の活用を全市的に広げる。あるいは退職後の人材活用。

84
施策3　貧困の
連鎖を断つ

高校、大学は義務教育ではないといえ、中学卒業の就職はかなり厳しいものがあります。ほとん
どの子どもが高校、大学に進学するので、学費が高額なことは家庭に大きな負担となります。無
利子の奨学金や学費に対する援助がほしいです。

85
施策3　貧困の
連鎖を断つ

【提案１】小学生にも学習支援の場所を
私は中区生活支援課で教育支援専門員として勤務している者です。中区は学習支援が始まり間もなく2年を
迎えようとしています。わずか2年という短い期間ではありますが、私は学習支援教室の影響力の大きさ、素
晴らしさを痛感しています。
中区の学習支援教室には不登校であったり、掛け算や分数の出来ない子が沢山入ってきます。そのような
子どもたちでも、継続的に通って来る子は確実に学習に対する意欲が増し、自分に自信が持てるようにな
り、高校進学に対する意欲が湧き、自ずと結果も出しています。ただ、その様な結果に結び付かない二つの
パターンの子どもたちが居ます。
Ａタイプは深夜徘徊や万引き、援助交際など既に夜の世界を知っている子どもたちです。子どもたちの養育
環境は様々ですが、児童虐待を受けて育ち、小学校時代には既に不登校であったり、児童相談所と繋がり
のあった子どもたちが多く見受けられます。そんな子どもたちを何とか学習支援に結び付けても、なかなか
継続して通えず、やがて止めてしまいます。
Ｂタイプは小学校低学年から学習がわからなくなり、学習意欲のみならず全てに意欲を失ってしまっている
ように見える子どもたちです。このような子どもたちも、学習支援に結び付けてもやがて来なくなってしまいま
す。

86
施策3　貧困の
連鎖を断つ

学習支援への取り組みの拡充、それに必要な財政の裏付けおよび人的資源（特に退職社会人・
未就労の若年者）の積極的起用を期待します。
（理由）
乳幼児・高大卒者の問題・支援が比較的注目されている中、その中間にある小中学生の問題
が、い相対的になおざりになっている感を持ちます。特に経済的恵まれないひとり親家庭の子供
は、自己責任ではない事由により、劣後した学習環境下の置かれています。
それは、子供自身の自助努力では如何ともしがたく、学力の遅れ→それに相応な高校進学を選
択せざるを得ないという問題を惹起します。卒業する大学によって社会での格差がある状況が半
世紀経過してもなお改善されていないことを勘案すると、これらの子供たちは、小中学生の時に
既に格差を背負わされていると換言できると考えます。格差の是非についてはいろいろ議論があ
るが、子供の責めに帰せない事由による教育の格差は、言うまでもなく許容されるものではありま
せん。
上記問題への対応は、行政・学校・カウンセラーなどの連携が必須
ですが、実績・実効性については疑問なしとしません。社会人を弾力的・積極的に起用して、彼ら
の実践的な経験を、既成の枠に囚われることなく、有効活用すべきと考えます。

87
施策3　貧困の
連鎖を断つ

(3)学習支援が無料で受けられる「寄り添い型学習等支援事業」を区内数か所に増やすとともに、
事業費を増やして事業の継続性の担保や内容の充実を図ること。また、国に必要な予算を求め
ること。対象を中学校3年生に限ることなく高校生や小学校高学年、中学1・2年生にも拡大するこ
と。さらに、民間が行っている無料塾や食事提供等を行っている居場所への支援を行うこと。小学
生が利用できる学習支援の場所を小学校区毎につくること。
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88
施策3　貧困の
連鎖を断つ

2.中学から大学生向け自宅学習支援
貧乏だと勉強機会奪われます。安い塾なし。中学3年学習塾冬期講習30万円。高校3年は100万
円なんて話も聞きます。学校授業以外でも学習支援を。

89
施策3　貧困の
連鎖を断つ

現金給付が子どものために使われているか？疑問。塾に行かせるのに大変お金がかかるので、
行けない子は、高いレベルの学校に行けない現実があり、格差が出ていると思う。無料または安
い費用で学習できる場を設けるといいのではないか。貧困者限定だが、差別的なことにならない
ようにすることに配慮しなくてはならない（子ども同士で、いじめにつながるから）

90
施策3　貧困の
連鎖を断つ

２ 「生活保護世帯で、ひとり親世帯（おもに母子）で、親が難病や精神の病で、小学校から不登校
であった中学生」といった子どもが、そのまま高校に進学できずひきこもりになる、或は高校に進
学後もまた学校に通えなくなりひきこもるといった困難な事例に対しては、親と子に対して「学び直
し」「育て直し」「生活の基本を支える」内容の継続した「居場所での支援」がとても重要になりま
す。地域でこのような家庭と子どもを支える力のある地域に根ざしたNPO や団体を育てる方向で
これから５年間の計画を考えて頂きたいです。

91
施策3　貧困の
連鎖を断つ

現在、私が業務で関わっている子ども達は「家庭学習の習慣」が身についていない子どもが多いと感じてい
ます。
学校で学んだ内容が「家庭学習の習慣」がないため定着しません、それによって学校の勉強について行け
ず「登校渋り→不登校」も増えているように感じます。
学習支援を利用している生徒の中には「うちには勉強できる環境が無いから、この場所があって良かった」と
言う中学生や「友達は塾や習い事をしていて、やっと自分も通う場所ができて嬉しい」と言う小学生がイキイ
キとした顔で通って来てくれる姿が見受けられ、支援をしていなければ低学力からの不登校や非行に走って
いたと思われる生徒が健全に育成されている実感があります。
特に母子世帯などで母親が就労していたり母親の養育能力に課題のある家庭では、子どもが放課後に行こ
うと思う場所があることや、学校で学んだことの復習(宿題)ができる場所があることや、学習したことを褒め
てくれる人がいることが子どもの健全育成や学力向上につながると確信しています。
そしてその褒めてくれるスタッフが、お兄さんお姉さんのような大学生などの年が近いことも嬉しいようです
が、近隣に大学が無い区ではスタッフの大学生ボランティアの確保が難しいとも感じるとともに、質の高い大
学生の確保が尚難しいと感じています。
市の施策ということなので、例えば学習支援への協力を市立大学の単位認定にしてもらうことができれば、
大学生が自分の在住の区でボランティアとして活動してもらえるのではないか、と漠然とイメージしたりしま
す。
支援される側の子どもたちだけでなく、ボランティアで支援する側の大学生の健全育成にもつながるのでは
ないか、とも感じています。
以上。つたない感想ではありますが、ご参考のひとつに加えていただければ幸いです。

92
施策3　貧困の
連鎖を断つ

・企業への働きかけ
　児童福祉施設退所者の自立支援としてカナエール等の取り組みが既にありますが、奨学金とし
て民間企業から寄付をあつめるしくみもいいかと思います。東京ではゴールドマンサックスによる
児童養護施設の建設費の寄付やビックカメラによる家電製品の寄付などの事例もあるようです。
企業の社会貢献の一つになっているようです。

93
施策3　貧困の
連鎖を断つ

(4)生活保護家庭を含む貧困家庭の子どもや児童養護施設の退所者の大学進学を支える横浜市
独自の支援策をつくること。
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94
施策3　貧困の
連鎖を断つ

（３）低所得世帯の子どもが高等教育（大学・専門学校）を受ける際の、経済的負担の軽減に努め
てください。
　近年、様々な職種で専門性が求められ、高卒では就けない職種も増えています。しかし低所得
世帯では、大学・専門学校に進学できないことを理由に、子どもも周囲の大人も、それらの職種を
初めからあきらめている場合があります。
　低所得世帯の子どもが、入学金・学費免除で進学できるような枠が、各大学・専門学校に設けら
れれば、小中学生の段階から、学習意欲が高まると思われます。横浜市でできることには限りが
ありますが、国や県に働きかけ、国公立の学校等で少しでも実現できるよう、お願いいたします。

95
施策4　困難を
抱える若者の力
を育む

(2)一人暮らしの若者への住宅費補助を行うこと。

96
施策4　困難を
抱える若者の力
を育む

◎社会的養護の子どもへのアプローチについて、もっと多様な支援が必要
施設は18歳まで、という部分には高校進学という条件があります。社会的養護の子どもの進学率
は、そうでない場合の半分も満たしていません。進学できず、仕事も限られ、生活の仕方もわから
ない子どもが、退所後さまざまな困難を抱えます。行方が分からないことも多いです。貧困や暴力
など、社会で問題と呼ばれる状況の要因になりかねません。児童相談所や区役所だけでなく、幅
広く支援される必要があると思います。

97
施策4　困難を
抱える若者の力
を育む

(1)児童養護施設の退所者が安定した自立した生活がかなうよう、自立までのサポートを一人ひと
りに確実に行うこと。

98
施策4　困難を
抱える若者の力
を育む

困難を抱えている若者になってしまう原因と向きあってほしい。例えば、精神的な病や、障害手帳
の認定にならない軽度発達障害やてんかんなどの持病を持つ人のケアや訓練は若者になってか
らでは遅い。小学校くらいから学校の中にケアできる専門家やコーナーを設けてほしい。

99
施策4　困難を
抱える若者の力
を育む

沢山の障害を抱える子ども達と接してきました。子ども達が学校機関を卒業後、就業や余暇の過
ごし方に満足がいけているか気になっています。ノーマライゼーションの思想が行き渡り、子ども
達が積極的に社会参加ができるよう地域サポート事業などの強化をお願いします。

100
施策4　困難を
抱える若者の力
を育む

1困難を抱える若者のための地域サポート事業
(施策4)
困難を抱える若者のための地域サポート事業は、今年度は、モデル事業として実施されました。
今後はモデル区だけではなく、全区に展開していただきたいと思います。
地域サポート事業は、ひきこもりなど、困難を抱えた若者と市民の潜在的な支援する力を引き出
してマッチングできる事業であると思います。また、地域で若者支援機関の認知度が上がることに
より、地域で支援につながる若者が増えてくることも期待できます。
地域の中で、今後、若者支援に、理解が深まり、効果が現れるのは少なくとも数年単位で時間が
かかると思います。地域で若者をサポートし続ける仕組みづくりは今後も必要と思われます。

101
施策4　困難を
抱える若者の力
を育む

１ 施策４−２「困難を抱える若者のための地域サポート事業」について
現在、青少年育成課がモデル４区で進めているこの事業は「子どもの貧困」「困難を抱える若者」
の問題を地域で支えていくためにこれから期待される事業だと思います。民生委員・児童委員を
始め一般市民の中に地域での理解者や支援者が増えていき、地域に住む子ども・若者の問題を
地域に住む一般市民が担い手となる活動が、この５年間で増えていくことが重要だと思います。
そのための研修なども企画して貰いたいです。
事例として、法人理事長が昨年12 月に「平成27 年度 南区民生委員児童委員協議会全体研修
会」で「傾聴セミナー」を講師として教えた際に、「子どもの貧困問題」について取り上げ、法人が
実施している傾聴による支援の方法を話しました。参加者からの反響は大きく、子どもの貧困の
問題についての意識を高め支援者を増やしていくためにも、こういった啓蒙活動や研修はとても
有効だと考えています。
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102
施策4　困難を
抱える若者の力
を育む

(3)地域において不登校や引きこもり状態にある青少年の自立を支援する地域ユースプラザを全
区に設置すること。(現在市内4カ所)

103
施策4　困難を
抱える若者の力
を育む

２．提案
「よこはまユース」「聖母愛児園」「３－keys]などの経験から、共通する悩みの一つは、育成支援
の効果が見られたいわゆる卒業生が、高校や社会にうまく適応できず、それまでの支援が水泡に
帰しているのを、現在の機構の延長線上で支援できる制度が必要と考える。それには、現制度に
柔軟性を持たせることでも可能と考え、制度、機構を準備していただければ、人材はボランティア
で確保できる状態にあると思う。

104
施策5　生活基
盤を整える

(6)中学校給食は、栄養バランスのとれた季節にふさわしい食事や日本の伝統食を学び、みんな
と一緒に温かい食事をとることで、心もからだも成長させる教育として重要です。貧困家庭では食
生活が貧しい傾向があるので、貧困対策としても、就学援助の対象である中学校給食を早急に
実施すること。

105
施策5　生活基
盤を整える

現金給付は使い道が使い手に委ねられてしまうため、子どもの教育や医療に確実に使われるよ
う学費、医療費を無償にしてほしい。

106
施策5　生活基
盤を整える

経済的な支援の枠を思いきって大きくしてほしい。教育は未来を担う人々を育てるものだから給
付型の奨学金・中学校給食・小児医療費の年齢引き上げなど、大都市横浜の財政力を発揮して
実施をしてほしい。

107
施策5　生活基
盤を整える

(2)誰もが安心して医療機関を受診できるように、小児医療費助成を通院でも中学校卒業まで拡
大すること。

108
施策5　生活基
盤を整える

生活保護費に見合った仕事を与えてください。ボランティアワークなど寝たきり以外は何かしらあ
るはず。ホームレスが起業した例もある。

109
施策5　生活基
盤を整える

また私たちの納めた税金が有効に活用されるよう「生活保護」のあり方を根本から見直してほし
い。必要な人に必要な保護を！

110
施策5　生活基
盤を整える

各家庭の個別の現金給付、医療費の助成は大事なことと思います。

111
施策5　生活基
盤を整える

(1)住まいは人権です。安定した家庭で子どもが健康で文化的な生活のもとで成長できるよう、子
育てりぶいんの入居所得要件を引き下げるとともに、新たに低所得世帯に対する家賃補助制度
を創設すること。市営住宅を増設すること。



■横浜市子どもの貧困対策に関する計画（仮称）素案への市民意見一覧

No 分類 御意見

112
施策5　生活基
盤を整える

1.住宅対策
手の届く安価賃貸物件少ない安いイコール交通不便、治安不安、子育て世代向き地区ではない

113
施策5　生活基
盤を整える

ひとり親家庭でも、正社員として働く人は子育ての時間が少なくなったり、子育てを優先すると働き先が見つ
からなかったり、と、悩む父も母も多い。

114
施策5　生活基
盤を整える

子供が小さいと当然正規職員は無理でパートになるので貧困からは抜け出せない。子どもの病
気で退職を迫られたりもする。イライラが子どもに伝わり、保育園に行きたがらなくなる。お互いス
トレスが高く、可哀想でもあるが、私のことも助けて欲しい。また発達障害児2人を抱えているの
で、担当制のガイドヘルパーに土日のどちらかでも見て頂きたいが、IQが普通レベルなので手帳
が取得できず、将来的にも利用できない。一人の時間がほしいです。

115
施策5　生活基
盤を整える

子どもの貧困…生活基盤を一番に考えるべきだと思います。
長い目で見た時保護者の就労促進があり、生活保護、児童扶養手当などの給付、そして経済的
支援等していくことが子どもの貧困対策に向けての対策だと思います。

116
施策5　生活基
盤を整える

①必要な金は出すべきであると思う。けれども、現物で支給できるものは現物で支給するべき。親
と保護者の自立を阻害している。

117
施策5　生活基
盤を整える

②保護者の社会教育が再度必要

118
施策5　生活基
盤を整える

経済的支援は必要だと思います。生活はできる収入でも、それ以上、ある程度の収入がないと、
医療費や子どもが行きたいと言っている習い事にも行かせてあげられないのでやはり学習等にも
差が出てしまいます。以前学校でも、塾で学習を補ってと言われたこともありました。

119
施策5　生活基
盤を整える

経済的な支援による暮らしの保障が貧困の連鎖を断つきっかけになったり、心の不安要素も取り
除ける一つになるので、個人的には一番大事な取組内容だと考えます。

120
施策5　生活基
盤を整える

貧困を連鎖させないためにも、生活基盤を支える現金給付を増やすことも大事であるが、子供の
ために使途を限定した給付を行わないと貧困の連鎖を断ち切れないと思う。



■横浜市子どもの貧困対策に関する計画（仮称）素案への市民意見一覧

No 分類 御意見

121
施策5　生活基
盤を整える

同時に親が仕事や就労促進のプログラムに通っている間に子どもたちが安心して食事、勉強を
見てもらう、話を聞いてもらう、居場所が必要だと思います。ぜひ作っていただけたらと思います。
特にあたたかくておいしい食事を無料で食べる場所が大事だと思います。

122
施策5　生活基
盤を整える

色んなネットで母子家庭の貧困を知り先が思いやられ私自身も金に困っている状態。夫からの婚
姻費や養育費等もらえず。

123
施策5　生活基
盤を整える

(3)横浜市の公務職場での非正規雇用をなくすとともに、公契約条例を制定して、官制ワーキング
プアをなくすこと。

124
施策5　生活基
盤を整える

(4)中小企業への支援強化など雇用安定に向け、対策をとること。

125 計画の推進

①寄り添い型学習支援から困難を抱える若者に到るまでの継続的フォローアップ体制の構築を
望む。小学校と中学校の連携、中学校と高校の連携あるいは学習支援NPOあるいは区役所での
連携した把握体制を明示して、途中で子供を放り出すことのない様に計画を立てることを望む

126 計画の推進
貧困の現状をしっかり市で把握して細かいケアをのぞみます

127 計画の推進
6.以上の施策を推進するために、全庁的に統括する体制をつくること。

128 計画の推進

子ども、若者、家庭の貧困の実態も調査してください。横浜市の子ども、若者の実態についての
全体像がよく分からないので、具体的な提案が出来ません。子ども、若者の意見を聞き、それを
受けとめて政策をつくってほしいと思っています。これまでのも是非見たいです。

129 計画の推進

良い内容なので具体的な取組内容を知りたい。対象になる子どもに関わる関係者が理解できる
よう研修等を実施してほしい。どの機関でも、取組が増えることで他のことが疎かにならないよう
に人員の増加やそれに対しての援助も考えてほしい。

130 計画の推進
現状を把握するデータを取るのであれば、アンケート用紙に通し番号を打ち、回収は市に直接郵
送するシステムが実態を一番正確につかめるのではないか。

131 計画の推進

すばらしい計画だが、どこまで推進できるかがカギだと思う。私は16年間「ボランティア大鳥」の代
表と、9年間はまっ子チーフをしているが、地域と児童のふれあいの窓口として年間いろいろな行
事をおこなっている。このように"ふれあいのキーマン"がいないと、なかなか支援に関わる人は
増えない。人材育成が急務と言えると思う。期待します。



■横浜市子どもの貧困対策に関する計画（仮称）素案への市民意見一覧

No 分類 御意見

132 計画の推進
4.貧困実態調査を。今0～40代が30年間どんな生活を送っていくか。10万人規模調査、対策見え
るのでは。

133 計画の推進
計画の推進にあたっては、各関係機関との連携を十分とり、現状など意見をすい上げてそれぞれ
の機関の体制の充実等をはかってほしい。支援体制の確保など、不十分なところは改善してもら
いたい。

134 計画の推進
「貧困」と一言でいっても原因はさまざまである。人ごとにせず地域での見守りや市からの補助な
ど現実的に取り組んでほしい。

135 計画の推進

地域市民が草の根的に立ち上げている活動で、横浜にも数か所、こども食堂ができました。貧困
対策は、こどもの虐待防止に有効であるとの研究報告があります。
また、見守ってくれる大人がいて、困難を抱えた若者が地域で、安全にボランティアなどの体験を
積める場としてもこども食堂が活用できるといいと思います。
こども食堂など、子どもの貧困対策に地域の市民を巻き込む仕組み作りを計画に盛り込んでくだ
さるようお願いします。

136 計画の推進 ①はまっ子、キッズ、学童スタッフの活用、スタッフの教育

137 計画の推進

とても興味深く拝見しました。丁寧に分析整理され、ぜひ進めていただきたい取組ばかりだと思い
ました。１点だけ気になったのは、計画の推進に県立高校等との連携が見当たらなかったことで
す。横浜市で育った子は市立高校だけでなく県立高校や私学へも多数進学するはず…"市"の計
画であっても"県"等と連携したりすることはあるのでは？すでに行われていることもあると思いま
す。是非明文化して頂きたいです。無いと少し違和感が残ります。お忙しいとは思いますがご検
討いただければ幸いです。見落としや間違いがありましたらお許しください。

138
計画全般・その
他

"貧困対策"というネーミングに暗いイメージをもちます。内容はそうであれ、横浜の未来を支える
子どもたちに豊かな成長を支える教育、保育の推進と言った方が明るく豊かなイメージをもつこと
ができると思いました。（趣旨には賛成ですが）

139
計画全般・その
他

１．計画に対して
こどもが仲間から疎外される原因に、①学習の遅れ②しつけ不十分③閉じこもり志向などが感じられる。そ
れを打破する手段として、学力の向上による自信の回復や食育を通した礼節の習得がカギになると考える。
現在「よこはまユース」で学習指導他をボランティア支援するもの として、実施上の問題点はスタッフに立場
上、強制する権利がなく、子供の欠席の為、計画的に改善策を進められないもどかしさがある。資料にある
実態統計で、自己肯定と将来の目標および就学維持率が目標値に近いとされているが、子供たちの本音や
実態を表しているとはとうてい思えない。自分の良いところには見つからず、将来のことなど今は考えられな
い、というのが現状であり、同時に外見を保つための見栄も張らないと生きていけない、こどもたちの立場が
ある。この数字の裏にある、回答を出せなかった多くのこどもたちの心を汲んでほしい。実態を直視できなけ
れば、どんな計画も期待できない。



■横浜市子どもの貧困対策に関する計画（仮称）素案への市民意見一覧

No 分類 御意見

140
計画全般・その
他

支援するにあたり効果をすぐに表すことは難しいこと。本当の効果（結果）は子どもたちが60歳、
70歳になったときに初めてより正しく分かることを十分に理解、納得した上で、支援はずっと絶え
間なく一貫して続いていることが必要。
よい分析、調査結果と、それからの方針があり、希望をもちたい。基本の基本は子どもたちに愛
着の形成がない、だから自己肯定感、基本的信頼感、有用感を持てない。だから大事なのは愛
着形成する関わり、これができれば自己肯定感、信頼・有用感をもち始めて勉強に興味を持て
る。→高校を卒業、→就職につながる。

141
計画全般・その
他

①私は1月8日にこうした計画のパブコメがやられていることを知りました。区政推進課、こども家
庭課を訪ねたところ、この概要版が渡され、素案は見本だけ、そして何よりもそれぞれ「区は説明
を受けていない。青少年局・本庁がやっていること」というもの。おそらく当該者、関係者の論議も
なしで机上論。

142
計画全般・その
他

自分さえよければ良いという考えではなく、後の世代につながる子供をしっかり市が保護してほし
い。

143
計画全般・その
他

国や市の貧困対策を国民が平等に知れるように考えて進めてほしい（取組を知らない人がいない
ように）

144
計画全般・その
他

②役所内での計画の周知を徹底されたい

145
計画全般・その
他

学習支援や相談体制が整うことも希望します。可能であれば、自分自身がボランティアとして支援
事業に参加したいと思います。

146
計画全般・その
他

意見の聴取の方法として、インターネットで回答できるようにしてほしかったです。

147
計画全般・その
他

実行可能な対策を願う。支援にあたる人の生活に関わる賃金に対する考え方が重要。高齢のよ
うに賃金が安く将来が見込めず人材難であっては守るべきものがあっても守れないのでは意味
がない。又、自民党等票集めに税を使うのはいい加減見直し、必要な所に税を使ってほしい。

148
計画全般・その
他

社協でこのパンフを偶然見つけました。小学校で配布したら、PTAも回答できるのにと思います。
実際、子供を抱える世帯に回答してもらった方がいいと思います。

149
計画全般・その
他

本来の貧困というのは、父親が存在していても無職であったり、無収入の状態のことです。私も、
私の母も、私の子も同じ状況で一生を終えるのはあまりにも不平等すぎます。私の母は夫が働か
ないのでパートで朝6時から夜6時まで毎晩働きづめ、私もフルで家事、育児共、母親だけです。こ
んな日常で子どもの豊かな成長だとか、余裕のない生活でりっぱな教育など受けさせられませ
ん。

150
計画全般・その
他

全体としてよく計画されていると思うが、実行のためには十分な予算を惜しまないことだと考える。



■横浜市子どもの貧困対策に関する計画（仮称）素案への市民意見一覧

No 分類 御意見

151
計画全般・その
他

今回のパブコメの冊子がケアプラザには配布されていないと聞きました。
対策を推進するのにケアプラザ職員や利用する活動団体はかけがえのない担い手になると思い
ます。またこの計画にも関心が高いはずです。
子どもの貧困は、こども青少年局、健康福祉局、市民局が連携しなければ取り組めません。縦割
ではなく子どもの生活を中心に推進する体制を整えてください。

152
計画全般・その
他

①横浜市の計画は大きく示されて分かりやすいものではありますが、具体的にどのように改善さ
れていくのか分かりやすいものであるとよい。

153
計画全般・その
他

◇他に概要版を読んでいて少し気になった表現がありました。
　「素案」そのものも確認してみましたら、いずれも『計画の対象』の年齢層の表現に（概要版１
ページ、４ページ、６ページあたりの表現）【妊娠期から大学等を卒業した後の自立に向けた支援
を含め概ね２０代前半までの子ども・若者とその家庭】とあり、少々違和感を覚えました。じっくりと
読めば、妊娠期というのは「母親の・・・」という意味で、その後に続く「大学等を卒業した・・・」とい
う
部分は子どものことを言っていると分かるのでしょうが、一つの文にまとめることが難しいですね。
概要版の４ページの、施策１の主な取組、１　母子保健施策・地域子育て支援施策　の１行目は、
「・妊娠期から子育て期にわたる支援相談」となっていて、これには表現上の違和感は全く感じら
れません。

154
計画全般・その
他

意見：本対策の対象者は『日本国籍を有する日本語がわかる日本国民』のみにすべきで、外国籍
は対象外にすべきです。よって、御市が作成されている、日本語以外言語のリーフレットは不要
で、税金の無駄遣いです。そもそも、子供の貧困は親に責任があり、国及び地方公共団体が口出
しすべき事項ではないと考えます。生活保護制度もある現状、屋上屋に重ねるような施策は横浜
市が率先して国に廃止を訴えるべきと考えます。この生活保護も本来外国籍の人については日
本国民が面倒見るべきものではないことを付け加えたいと思います。繰り返しになりますが、本制
度は日本国民を含め『不要』です。

155
計画全般・その
他

◎現場の意見を聞いてほしい
施作を立てるときに必ず、現場で働く職員や利用者の意見を積極的に聞く必要があると思いま
す。現場の声が直接届くシステムづくりをお願いします。

156
計画全般・その
他

２）家事・育児・介護を担う子どもの実態調査と支援策を、計画に盛り込んでください。
　低所得世帯の中には、保護者が疾病・障害により家事・育児ができず、年長の子どもが保護者
の通院・買い物に付き添ったり、家族の炊事・洗濯を行っていたり、年少の子どもの世話をしてい
ることがあります。しかし、保護者の口から語られることはなく、子どもの話から断片的に聞くのみ
なので、その数や実態は不明です。
　子どもが家庭内で担っている役割が大きすぎると、学習や社会参加がしづらくなり、貧困対策上
も問題となります。ぜひ実態を調査し、どんな対策が必要なのか、検討を始めてください。



■横浜市子どもの貧困対策に関する計画（仮称）素案への市民意見一覧
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157
計画全般・その
他

・日本の生活保護とヨーロッパのベーシックインカム（ＢＩ）構想
　生保は「救貧」、ＢＩは「防貧」とも言われるようですが、貧困対策関連の社会保障の考え方の一
例として　コラムなどで紹介するのも一考かと思います。貧困問題を自助・共助・公助の視点から
考える素材にもなる？かと思います。

158
計画全般・その
他

それぞれの施策の方向性は良いと思いますが、具体的な事業を進めるにあたっては、行政がす
べてをカバーするのは無理だと思いますので、民間企業や社会福祉法人などを公募して、社会貢
献活動として取り組んでもらうような働きかけがあってもよいのではないでしょうか？

159
計画全般・その
他

②戸塚・栄・泉区には児童相談所がありません。児童福祉司が戸塚にくるには半日仕事でしょう。
児相の適正な配置を！

160
計画全般・その
他

2 その他
地域には赤ちゃんから子供や若者、高齢者、障害者など様々な人が住んでいます。
縦割りで、年齢や障害の有無で区分される従来の福祉施設ではなく、地域で、高齢者と子ども若
者が、開かれてともに過ごせる場が実現すると、ともに支え合い生活できると思います。障害者や
困難を抱えた若者がスタッフのお手伝いをしたり、高齢者が、小さなこどもを見守ったり、家庭的
で、地域に密着した小規模の福祉サービスの導入を希望します。

161
計画全般・その
他

②貧困の子ども達の現状をどのように把握し、生活援助がすぐにされていけるのかわからない。
金銭面で苦労している学生がお金を借りるのは良いが、返せる状況であるのか疑問。貧困の大
学生が困っているケースも多いと思う。この対策を早急に進めてもらいたい。
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第３回策定連絡会（11月 12日）の主な意見と計画素案への反映状況等 

【実態把握のための調査関連】                               

１ 支援者ヒアリングの結果まとめ 

＜主な意見＞ 

・支援者ヒアリングは、支援の現場ならではの内容となっているが、報告書では固定的なイメ

ージで評価しないような表記が必要。 

・児童養護施設にいる子どもなど、背後の問題をテーマにしているとすれば、その部分の注釈

をきちんと付けていただきたいと思います。 

・ヒアリングの中の父子家庭の部分。父子家庭なのか、母子家庭なのかというのはかなり、サ

ービスだとか施策の違いがあって、何と言うかメニューの乏しさの点で大きな隔たりがある

と思っている。父子家庭の具体的な施策が非常に貧しい。そこで虐待が繰り返されていくと

いうことがあると思う。貧しいことではなくて、お父さん自身も自分を支えてくれる人がほ

しい。少し工夫をしていただくような説明を加えると違和感がなくなる。 

 

＜調査結果のまとめにおける対応状況＞ 

・ヒアリングの報告書の表現を改めて確認・修正するとともに、掲載した内容の位置づけ、全ての

制度等利用者にあてはまるものではないこと等について、全てのページに説明を記載しました。 

 

【第２章及び第３章関連】                                 

２ 学校と教育の連携 

＜主な意見＞ 

・「学校」は場所で、「福祉」というのは「福祉機関」と言わない限り場所にならないので、む

しろ、教育と福祉の連携としたほうがよい。 

 

＜計画素案への反映状況＞ 

・第３章 「３ 学力保障及び学校と福祉の連携」としていたものを「３ 学力保障及び教育

と福祉の連携」に改めました。 

 

３ 社会的養護の子ども 

＜主な意見＞ 

・社会的養護は、18歳までを対象とされているが、実際に 18歳での自立は難しく、20歳未満

まで認められることは慎重な記載が必要。 

・市民の方は社会的養護ということをご存じない方も多いかと思いますので、乳児院から、児

童自立援助ホーム、母子生活支援施設等、様々にあるので、その辺りの書き込みが必要。 

 

＜計画素案への反映状況＞ 

・第３章 「６ 社会的養護の子どもへのアプローチ」において、社会的養護のもとで暮らす 

子どもについて、必要な場合は 20歳までは認められることを追記しました。 

・第２章 「２ 本市における子どもの貧困に関する状況」の中で、社会的養護を担う施設に

関する説明を追記しました。 

別添２－３ 



2 

４ 困難を抱える若者支援について 

＜主な意見＞ 

・若者支援に関しては、専門機関とか支援者とかが、まだそんなにきちんと確立されていない

段階である。これからの若者支援については、地域で対応していくことでは不十分で、もっ

ときちんと支援者を育てていくべき段階にあることを明確にすべき。 

 

＜計画素案への反映状況＞ 

・第３章 困難を抱える若者支援について、地域における困難を抱える若者への支援の取組を進め

る前提として、専門機関における支援の重要性について記載しました。 
 

５ 不登校の子どもへの支援、医療との連携等について 

＜主な意見＞ 

・不登校の未然防止の取組、不登校生徒の社会的自立や登校支援に向けてなど、一貫してどう

いうふうに支援体制を組んでいくのかということをいれてほしい。一番しんどい思いをして

いるのは子ども達であり、学力保障までを一貫して入れていただければなと思います。 

・学校と福祉の連携に加えて、学校では、区役所のメディカルソーシャルワーカーなど医療と

連携した対応をしている。 

 

＜計画素案への反映状況＞ 

・第３章 「３ 学力保障及び教育と福祉の連携」において、学校へ通うことが困難な子ども

に対する登校支援の取組や、課題を抱える子どもや家庭への対応において連携を図る分野と

して「医療」についても明記しました。 

 

【第４章関連】                                  

６ 第４章「４ 計画の進ちょく状況の把握」について 

＜主な意見＞ 

・これから 5 年間なり 10 年間なり横浜市として何をやっていくかという計画で、58 ページが

一番大事なページだと思うのですが、非常に情報量が少なくて私達としてもこの目標だけで

いいのか、それも目標値がこれでいいのかということが計り兼ねる。 

・施策ごとの目標値になっているが、内容は年代別の目標の数値になっている。例えば、この

目標と言うのは、こういう年代層で、こういう人を対象として、こういう目標値として設定

をしているのです、次にいくとこの年代ではこうですというような道筋を示していただい

て、最後の大きな目標、到達目標で自立に結びつけるような書き方ができるとわかりやすい。 

 

＜計画素案への反映状況＞ 

・第４章 「４ 計画の進ちょく状況の把握」の中で、当初、施策の柱ごととしていた、目標

設定のつくりを改め、子どもの成長段階や困難を抱える若者・ひとり親家庭等対象ごとの目

標設定に改めました。また、目標設定の考え方について説明を加えました。 
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７ 高校進学後の取組に関する目標の設定について 

＜主な意見＞ 

・区では高校進学に向けた中学生への学習支援に取り組み、高校進学という成果は上がってい

るが、高校に入ってからが課題。貧困の連鎖を解くというためには、高校卒業のライセンス

を得られるところまで支援が必要。高校の中退をシステムとして防止できる仕組みが必要。 

・定時制とかサポート校等に進んでいく子の中には、不登校で、ほとんど学校に行っていない

子もいるため、夕方からの学校だと彼らは行き易いと選ぶことがある。寄り添い型でずっと

見てきても高校に入ってから、やはり行けなくなっているというのは、支援している側とし

ては残念。高校生をサポートできる仕組みを作っていただきたい。 

・定時制の高校には、中学に通っていなかった子どもも進学してくるが。過去数年の実績では、

そのうち３分の２の生徒は進級・卒業している。学校でも、色々な人に集まってもらってケ

ース会議を開くが、子どもに寄り添って最初から最後まで走ってくれる存在が欲しいと感じ

る。色々なメニューをどうカスタマイズして、その子に合わせて最初から最後まで見られる

ことが必要。 

・教育の基礎的な基盤があったうえで、学校と支援者または地域をつなぐコーディネーター役

みたいな人が必要だし、子どもに寄り添う人も当然必要だが、支援者は成熟していないとむ

ずかしい。支援者をちゃんと養成しないと、その役割を果たすことは困難。 

・横浜市では高校進学に向けた学習支援が行われているが、継続して高校まで認めることがで

きるとよい。６年間継続して最終的に進路保障まで担うことができるとよい。 

・高校の卒業の問題、中退の問題というのは非常に重要。高校卒業率を現在が何％で目標値・

何年度までに何％上げるというのを書いていただきたい。 

・学校と地域や支援者が連携するという上での具体的な何か目指すところがあれば、学校側が、

目標に向けてそこで支援者の手を借りよう、そこでこれに向かってやろうということにな

る。支援機関も動きやすくなるので望ましい。 

  

＜計画素案への反映状況＞ 

・第４章 「４計画の進ちょく状況の把握」において、高校生に関する目標として、「市立高

等学校における就学継続率」及び「市立高等学校における卒業時の進路決定率」を設定しま

した。 

・第５章 「施策１ 気づく・つなぐ・見守る」において、高校就学継続・進路選択等の支援

について、市立高校における取組を記載しました。 

 

【第５章関連】                                      

８ 第５章 子どもの貧困対策に関する取組（全体構成）について 

＜主な意見＞ 

・施策の柱の下のところで「関連する事業・取組」のうち新規事業については新規、拡充する

のであれば拡充と書いてほしい。 

・既に国なり県なりの施策に載っているものもありそういうものと、独自に横浜が考えていく

ものと、はっきり見えた方がよい。 

・第５章は第４章の目標をいかに実現するかという方法論的な章になる。第５章に書かれてい

る主な取組は既存の取組になっているが、加えてアンケートなり、委員の皆様の意見を集約

した中で課題的な表記とか、提案的な表記があってもいいと考える。今やっているものプラ

スアルファというような表記として必要。 
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＜計画素案への反映状況＞ 

・本市の独自事業については★印で明示しました。 

・第５章について、事業・取組のみを記載していましたが、施策の柱ごとに、「施策の方針」

として、実現を目指す内容を新たに記載しました。 

（・新規事業、拡充事業については、原案（案）と合わせてお示しします。） 

 

９ ライフライン事業者等と連携した取組 

＜主な意見＞ 

・公共料金滞納によりライフラインが止まってしまっている時の対応、とりわけそこに子ども

がいた時に、どういうふうにシステム化するのか。滞納によって、ライフラインが止まって

いる場合は、実はかなり重要。 

・横浜市の独自の事業として見守りの協力事業がありまして、ライフラインの電気、ガス、水

道、新聞、ヤクルトなどが提携して、そういった独自の事業をやっている。家賃滞納などを

契機として、いかに予防していくのか、早期に把握をして、関係機関、つながりが本当に重

要になります。 

・孤立している様な家庭が、地域の中でどういうふうにコミュニケートしていくかというよう

な、地域づくりということを、子どものため、子どもに視線を置いてもっともっと作ってい

くというような、横浜市の全国に先駆けたもうひとつ何か提案があっても良い。 

 

＜計画素案への反映状況＞ 

・「施策１ 気づく・つなぐ・見守る」の取組として、ライフライン事業者等に対し、料金滞

納に伴う供給停止の手続きの際に、本人から生活に困窮している旨の申し出があった場合

に、最寄りの区役所の相談窓口を案内してもらう「孤立予防事業」を追記しました。 

 

10 妊娠期の取組の位置づけ 

＜主な意見＞ 

・妊娠して困っている女性達に対する支援の窓口みたいなのが、何かはっきりした形で横浜に

もあったら良いと思う。 

・若年の妊娠出産ということが、貧困とかなり関連しているということで、イギリス等でも貧

困地域の中での若年出産の比率の高さというようなもので調査をされている。 

・生活困窮状況の方を発見できる場として、妊産婦検診はとても大きいので、妊産婦検診も入

れていただくと良い。 

 

＜計画素案への反映状況＞ 

・第５章「施策１ 気づく・つなぐ・見守る」に、「にんしんＳＯＳヨコハマ」電話相談窓口

を設置することや、妊婦健診の取組を追加しました。 
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11 児童虐待防止対策の位置づけ 

＜主な意見＞ 

・所々に虐待の問題が関わるだろうなというふうな言い方、感じ方とか、それから生ずる子ど

も達への支援というのは、色々出てくるだろうと思う。ひとり親の場合の虐待ということも

あるが夫婦子どもが居る中での虐待というものもあるだろうし、ドメスティックバイオレン

スなどの問題が幅広くは貧困の問題につながっているということは十分にあると思う。貧困

の問題の中の一つとして、虐待に対する具体的な取組の視点とか対応は、何らかの形で触れ

られてよいと考える。 

・「自己肯定感や基本的信頼感の醸成」という所に、例えば、虐待による障害の問題などが子

ども達にも出てくることや、ひとり親の場合も、暴力や虐待があって傷ついて、基本的なこ

とができないということがある。 

・虐待予防が社会的養護を防ぐということにもなりますし、貧困の防止ということにもなると

考えられます。虐待予防が貧困の予防につながるという視点を含めていただくと良い。 

・虐待により色々な障害がおきたり、傷ついたりと色々なことが起きています。そこからの回

復のことをやはり入れないと。生涯に渡って、回復が必要。 

 

＜計画素案への反映状況＞ 

・第５章「施策１ 気づく・つなぐ・見守る」において、新たな項目「総合的な児童虐待防止

対策の推進」を設け、児童虐待防止啓発地域連携事業や児童相談所等の相談・支援体制の充

実について、子どもの貧困対策における取組としても位置付けました。 

 

12 外国籍や外国につながる子どもについて 

＜主な意見＞ 

・横浜市には相当数の外国人の子どもがおり、学校に来ていない子どももいる。待っているだ

けではなく、特別に日本語教育を含めた支援の形をアウトリーチと、それから訪問型の支援

を含めた教室、そう言う日本語教育を含めた支援は必要。 

・外国につながる子どもの学習支援に関して、国際交流ラウンジや民間の団体で行っている。

先日民間の団体の方にお聞きしましたところ、口コミで広がりもういっぱいで受け入れるこ

とができない状況がある。ニーズはあるが、十分吸収しきれてない状況がある。 

・外国籍の子どもが増える中で、思春期の問題など、保護者が言葉の問題などで子どもを支え

られない状況が生じる場合があり、スクールカウンセラーが通訳を介して対応した事例もあ

る。国際ラウンジなどで交流して保護者同士のネットワークを作って、その中で思春期のお

子さん達をどうやって支援をしていくかということは課題である。 

 

＜計画素案への反映状況＞ 

・第２章「２ 本市における子どもの貧困に関する状況」において、外国籍や外国につながる

子どもが学習面等で困難な状況におかれやすい状況にあること、第５章「施策２ 子どもの

育ち・成長を守る」に学校における「日本語指導が必要な児童生徒への支援」を位置付けて

います。 
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13 小学生等の基本的な生活習慣習のための支援 

＜主な意見＞ 

・生活習慣が学齢期の時、小学校低学年から中学年にあたって全く身についていかない家庭が、

貧困家庭の中に非常に多いような気がします。朝起きない、児童支援専任が朝迎えに行った

りしていますが朝起きない、歯が磨けない、ご飯が食べてこられない。家庭での食生活は非

常に貧しい。小学校の子どもは親に見守られ、誰かに見守られていないとなかなか家庭でも

学習ができません。中学校３年生の受験の学習支援も大変大事なのですが、小学校の貧困家

庭に対する生活、お金ではないその生活を身につける区が行っている生活支援がもう少し広

く行き渡る取組というのが小学校の校長として望んでいる。ここでの取組が自己肯定感が下

がり、学習支援に行く意欲のない中学３年生を少しでも減らすことになると思う。 

・貧困というのはお金のことだけでなくって、生き方そのものというのがあって、それが世代

間連鎖しますので、いくらお金をもらっても同じ使い方しかできない子どもが育つ環境にあ

ると思います。その養育環境を変えるという様な、何かそういう施策があったら良いなと特

に思っています。 

 

＜計画素案への反映状況＞ 

・第５章 「施策２ 子どもの育ち・成長を守る」について、基本的な生活習慣の定着を図り、

学齢期以降の学習習慣の基盤を整えることを施策の方針として位置付けます。 

 

14 子どもや家庭との関わりあたっての姿勢 

＜主な意見＞ 

・自己肯定感とか、基本的信頼感とかというのを子どもにどうにかここでつけていくか。私立

幼稚園に児童養護施設から子どもが通い、荒れたりとか色々なことをしたとき、それを在園

の他の親達があの子達は施設からだからという見方をしてしまうと、その子達がどんどん孤

立していく。自分たちがそこにいて良いというか、認められていくとか、それをまた貧困の

保護者達もそこにあまり卑屈にならないで人間関係を作っていくとか、子どもとの関係を作

っていけるという、そこの一点をどうやって大事にしていくかということです。 

・乳幼児期は非認知という言い方をして、認知というのは数とか文字とか学業的なものなので

すけれども、そうではなくて、人との関係とか、乳幼児期に出来るだけきちんとやるという

姿勢は出していく方が良い。乳幼児期に、人としてきちんと扱われて、自分が大事にされた

という施策が大事。 

・特別支援に関するようなお子さんだったり、グレーゾーンのお子さんだったり、自分の子ど

もがちょっと乱暴だったりすると、親はだんだん地域の居場所などへ行かなくなると聞く。

事業がたくさん並んでいることではなく、本当に助けなくてはいけない１人か２人の人達に

どう立ち向かうかが大事であるという視点を持つことが必要。・問題のありそうな家族につ

いて、助けようとはしないで批判をしてしまうことがある。こういう方達をどこが救い上げ

るのかというのがひとつの疑問でもある。 
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＜計画素案への反映状況＞ 

・計画素案では、第４章の「計画の基本目標」や、第５章において、子どもの貧困対策の基盤

として、「子どもの豊かな成長を支える教育・保育」の推進を位置付けていることなどによ

り、ご意見の趣旨を反映しています。 

（更に、原案において、新たにコラムを設け、『「子ども・青少年にとって」の視点での支援』

等「横浜市子ども・子育て支援事業計画」の推進のための基本的な視点子ども・子育てに対

する考え方等について記載します。） 

 

15 乳幼児期の保育の重要性 

＜主な意見＞ 

・保育は両立支援だけでなくて、「子どもの育ち・成長を守る」という施策の柱の２を具現化

するものでやはり重要なのが保育だと思う。 

・保育所では、特に地域の子育て支援を積極的に進めている。保育所の中での保育の展開と、

地域の中の保育の展開はイコールだし、お互いが補完しうるとだと思っている。 

・区との日常の保育の進め方について区と活発な意見交換ができるような窓口があると、保育

所の方も様々な活動に取り組みやすくなると感じている。 

・自己肯定感や基本的信頼感の醸成は、本当に保育の中でもすごく大事。保育の中でも自己肯

定感、自己有用感を育めるような保育・教育を行っていますので、乳幼児期のところにも入

れてもらえると良いのではないかと思いました。 

 

＜計画素案への反映状況＞ 

・第４章の「基本目標」や第５章の「子どもの豊かな生活を支える教育、保育の推進」だけで

なく、「施策２ 子どもの育ち・成長を守る」取組としても、乳幼児期の教育・保育の保障

を位置付け、その重要性について、計画素案へ反映しました。 

（更に計画原案において、「子どもの育ち・成長を守る」ために果たす乳幼児期の保育や保

育所の役割や具体的な取組などについて、コラムを設け、記載します。） 

 

16 本市の独自の取組等の紹介について 

＜主な意見＞ 

・児童家庭支援センターは、2歳から 20歳まで地域で見守るための一番の出先機関で、心理職

や社会福祉士もいる、保育者もいる、場も持っている。子どもを豊かにするための施策をた

くさん書いていただいて、そこの一つに児家センを加えていただいて、その指導や見守りも

一緒に育んでいただくような施策を打っていただけるとよい。 

・「乳幼児期・幼児期・小学校の連携接続」では、保育園、幼稚園の方からアプローチカリキ

ュラムを作り、小学校がスタートカリキュラムというのを作って連携にすごく力を入れてい

る。横浜市の横浜発信の施策として入れていただけるとよい。 

 

＜計画素案への反映状況＞ 

・「横浜型児童家庭支援センター」については、第５章「施策２ 子どもの育ち・成長を守る」

に位置づけています。 

（更に計画原案において、「横浜型児童家庭支援センター」の役割や「乳幼児期・幼児期・

小学校の連携接続」など、本市の独自の取組や区等による地域の実情に応じた取組について、

コラムを設け、目的や取組内容について記載します。） 
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【第６章関連】                                      

17 計画推進にあたって検討すべき課題等①（連携体制、人材育成） 

＜主な意見＞ 

・「つなぐ」という話がいっぱい出てくるなかで、誰がつなぐのか。実際に私達が支援をする

際には学校等との壁がある中で、誰がそこのつなぎ役をするのかという事がもう少し明確に

書くことが必要。 

・一つだけではなく、いくつかの機関の中でそういう役割を果す人を位置付けていかないと、

現実的には動かない。 

・地域でやっている者としては、区役所の中の仕組みがやはり分からないです。地域で支援に

関わる人が学べる場所というか、知ることができる場所がもっとないと他の支援をする人も

育たない。 

 

 ＜計画素案への反映状況＞ 

・第６章「支援に関わる人々の人材育成」において、課題整理をしながら、計画の中で役割分

担を含めた仕組みを具体的に作っていくこと、人材育成に取り組むことを記載しました。 

 

18 計画推進にあたって検討すべき課題等②（アウトリーチ型の支援等） 

＜主な意見＞ 

・高校進学に向けた学習支援について、学習支援教室に来られない一番大きい理由は、本人と保

護者の意欲の無さという調査結果であった。訪問型学習支援をやっている自治体も相当数あ

る。 

・アンケート調査でも一番困難な層はアンケートにも答えていない。番困難な層には学習支援事

業も、学校教育も届いていない。専門委員によるそういう家庭に対するアウトリーチ型の支援

を考えていくことが必要。 

・その子が元気になれる居場所は、いくつか選択肢を持てる必要がある。不登校の子の居場所、

外国につながる子の居場所と区切るのではなく多様性を保障したシステムがあるとよい。 

 

＜計画素案への反映＞ 

・第６章「計画推進にあたっての連携体制、推進体制」において、多様な子どもの居場所やアウ

トリーチ型の支援について、他都市の取組についての情報収集を行い、本市の状況を踏まえて

検討を進めることが必要であることを記載しました。 

 

19 調査研究 

＜意見＞ 

・横浜市のこの委員会で、この様な多方面にわたる独自の子どもの貧困をテーマにした調査を

やっているというのは、意義が大きい。計画推進の中でも既存の行政データから、国のデータ

では把握できないものを可視化することによって、市民の方々の理解も促進される。 

 

＜計画素案への反映状況＞ 

・第６章 「子どもの貧困に関するデータ収集や調査の実施」を新たに設け、計画推進にあた

っても必要なデータ収集を行うことを記載しました。 

 



1 
 

■ 素案からの修正か所（案）一覧 
１ 策定連絡会でのこれまでの御意見及び国の制度の拡充等を受け取組を具体化した項目 

原案（案）頁 該当箇所 素案の記載 修正案 

59 

（中学生を対象とした目標） 

高校進学に向けて寄り添い型

学習等支援事業に参加する子

どもの数 

（目標）高校進学に向けて 寄り添い型学習等支

援事業 に参加する子どもの数 

（目標値）調整中 

（目標）高校進学に向けて 寄り添い型学習支援

事業 に参加する子どもの数 

（目標値）720人（※5）以上 

 

 

61 

70 

○乳幼児期の教育・保育の保

障   

（国制度拡充への対応） 

 （文末へ追記） 

さらに、平成 28 年度から、市民税非課税世帯等の

多子世帯及びひとり親世帯等の保育料の負担軽減

を拡充します。 

 

 

61 

70 

○私立幼稚園就園奨励補助 

（国制度拡充への対応） 

 （文末へ追記） 

さらに、平成 28 年度から、市民税非課税世帯等の

多子世帯及びひとり親世帯等の保育料の負担軽減

を拡充します。 

62 

○地域と連携した放課後の学

習支援   

 

 （文末へ追記） 

特に、学習支援が必要な中学生を対象に、学習習慣

の確立や基礎学力の向上のため、地域と連携した学

習支援「放課後学び場事業」を、平成 32 年度まで

に 76校で実施予定です。 

別添２－４ 
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69 

78 

応援パートナーの養成・派遣

（地域ユースプラザ事業）

（★） 

地域において、若者を見守り、社会参加を支援でき

る環境づくりを進めるため、一般市民の方や団体・

企業に、若者の抱える困難について理解 を深めて

いただき、協力者・応援者を増やすための取組を実

施する。 

一般市民の方や団体・企業を対象に、困難を抱え

る若者について理解 し、活動に協力していただ

けるよう「応援パートナー」を養成し、地域ユー

スプラザをはじめとする地域の若者支援の活動へ

の派遣等を実施します。 

※応援パートナー 

平成 27年度に実施した「地域サポートモデル事業」

により育成。 

 

73 

84 

ひとり親家庭支援環境整備事

業 

「ひとり親サポートよこはま」における、ひとり

親家庭の総合的な窓口での情報提供・相談やひと

り親家庭の交流をとおして個々のニーズを把握

し、区役所の各相談窓口、法律や職業紹介等の専

門機関など、適切な支援機関と連携し支援する。 

「母子家庭等就業・自立支援センター」に内容を

統合するため、削除。 

 

 

 

 

 

69 

「母子家庭等就業・自立支援

センター（ひとり親サポート

よこはま）」 

 ひとり親家庭の総合的な窓口として、情報提供

やひとり親家庭同士の交流、就労相談・講習会、

弁護士等による専門相談などを、関係機関と連携

しながら実施します。    

また、ひとり親家庭の親を対象に、専門家を活用

した家計管理等の講習会や生活に関する相談、学

習支援などを実施し、ひとり親家庭の自立に向け

て支援します。 
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71 
○ひとり親家庭児童の生活・

学習支援  

  このため、ひとり親家庭の児童に対して、食事の

提供も含めた夕方以降の生活を支援するためのモ

デル事業を実施し、ひとりで家にいることが多いひ

とり親家庭の子どもの基本的な生活習慣の習得と

健全育成を図ります。 

 また、このモデル事業を検証し、ひとり親家庭の

子どもに対する今後の支援策について検討します。 

71 

○寄り添い型生活支援事業 寄

り添い型学習等支援事業にお

ける生活・学習支援 

 

養育環境に課題がある、あるいは生活困窮状態にあ

るなど支援を必要とする家庭に育つ小・中学生等

が、安心して過ごすことのできる環境の中で、基本

的な生活習慣を身に付けたり、将来の進路選択の幅

を広げ、自立した生活を送れるよう にするため、

寄り添い型学習支援等事業における生活・学習支援

を実施します。 

養育環境に課題がある、あるいは生活困窮状態にあ

るなど支援を必要とする家庭に育つ小・中学生等

が、安心して過ごすことのできる環境の中で、基本

的な生活習慣を身に付けたり、将来の進路選択の幅

を広げ、自立した生活を送れるよう、生活や学習を

支援する寄り添い型生活支援事業を充実します。 

71 

○ひとり親家庭等日常生活支

援事業 

（国制度拡充への対応） 

文末へ追記  また、未就学児のいる家庭については、保護者が

就業のため、帰宅時間が遅くなる場合には、定期的

に家庭生活支援員を派遣することを可能とするこ

とで、子どもの生活や子育てを支援します。 

72 

82 

○高等学校卒業程度認定試験

合格支援事業（追加） 

（国制度拡充への対応） 

 ひとり親家庭の親及び子の学び直しを支援するこ

とにより、より良い条件での就職や転職に向けた可

能性を広げ、安定した雇用につなげていくため、高

等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講

する場合に、講座受講料の一部を支給します。 
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73 
保育所における一時保育事業

等の利用料減免（追加） 

 一時保育、休日一時保育、病児・病後児保育事業に

ついて、生活保護世帯及び市民税非課税世帯等の利

用料を全額減免します。 

75 

76 

寄り添い型学習 等 支援事業

による学習支援 

生活保護世帯等の子どもに対し、学習活動等の支援

を行い生活改善や高校進学を促進することにより、

安定した自立を実現し、貧困の連鎖を断ち切る取組

を進める。 

生活保護世帯等の子どもに対し、高校進学に向けた

学習意欲の向上や学力の向上のための学習支援を

充実し、安定した自立を実現し、貧困の連鎖を断ち

切る取組を進める。 

75 
○ひとり親家庭児童の生活・

学習支援（再） 

文末へ追記  このため、ひとり親家庭の児童に対して、食事の

提供も含めた夕方以降の生活を支援するためのモ

デル事業を実施し、ひとりで家にいることが多いひ

とり親家庭の子どもの基本的な生活習慣の習得と

健全育成を図ります。 

 また、このモデル事業を検証し、ひとり親家庭の

子どもに対する今後の支援策について検討します。 

76 

寄り添い型学習等支援事業に

おける生活・学習支援 

寄り添い型生活支援事業 

 

養育環境に課題がある、生活困窮状態にあるなど支

援を必要とする家庭に育つ小中学生等が、安心して

過ごすことのできる環境の中で、基本的な生活習慣

を身に付けたり、将来の進路選択の幅を広げ、自立

した生活を送れるようにするため、寄り添い型学習

等支援事業における生活・学習支援を実施する。 

養育環境に課題がある、生活困窮状態にあるなど支

援を必要とする家庭に育つ小中学生等が、安心して

過ごすことのできる環境の中で、基本的な生活習慣

を身に付けたり、将来の進路選択の幅を広げ、自立

した生活を送れるようにするため、生活や学習を支

援する寄り添い型生活支援事業を充実する。 

76 
生活困窮状態の若者に対する

相談支援事業（★） 

 事業名変更のため、（若者サポートステーション拡

充事業）を削除 

77 
○青少年相談センターにおけ

る相談・支援事業 

 後ろの表から前へ移設 
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77 
○若者サポートステーション

事業 

 後ろの表から前へ移設 

78 
○施設等退所後児童に対する

調査（追加） 

 社会的に孤立したり、生活に困難を抱えるリスクが

高いとされる、児童養護施設等の退所者に対する調

査を実施します。 

この調査により、退所者の生活や就労の状況、退所

後に直面した様々な問題、自立支援の課題などを把

握し、施設等が行う退所前後の自立支援の取組や、

平成 24 年度から本市が行っているアフターケア事

業について、当事者や利用者等からの意見を踏まえ

て振り返り評価するとともに、今後のより効果的な

支援につなげていきます。 

 

 

81 

○母子・父子家庭自立支援給

付金事業（自立支援教育訓練

給付金、高等職業訓練促進給

付金）  

（国制度拡充） 

文末へ追記  給付金の支給割合や支給上限額、支給期間を拡充

し、ひとり親家庭の保護者の就労による生活の安定

に向けた支援を充実します。 

 

 

81 
○児童扶養手当 

（国制度拡充） 

文末へ追記 国の制度改正に伴い、平成 28 年８月分から第２子

以降の加算額を増額し、ひとり親家庭への経済的な

支援を充実します。 
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82 

母子家庭等就業・自立支援セ

ンター（ひとり親サポートよ

こはま） 

（国制度拡充） 

就労支援を柱とした母子家庭等の総合的な自立支

援事業を実施（就労支援、職業紹介、養育費の取り

決め等の弁護士相談、夜間電話相談等） 

ひとり親家庭の総合的な窓口として、情報提供や

ひとり親家庭同士の交流、就労相談・講習会、弁

護士等による専門相談などを、関係機関と連携し

ながら実施します。    

また、ひとり親家庭の親を対象に、専門家を活用

した家計管理等の講習会や生活に関する相談、学

習支援などを実施し、ひとり親家庭の自立に向け

て支援します。（後ろの表から前へ移設） 
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２ 市民意見を受けて修正する項目 

原案（案）頁 該当箇所 修正前の記載 修正案 修正理由 

6 (5)計画の対象 ア 

妊娠期 からから大学等を卒業

した後の自立に向けた支援を

含め概ね 20 代前半までの子ど

も・若者とその家庭 

生まれる前 から大学等を卒業

した後の自立に向けた支援を

含め概ね 20代前半までの子ど

も・若者とその家庭 

保護者の状態を指す表現（妊

娠期）と子どもの成長段階を

指す表現が混在しているとの

ご意見を踏まえ、子どもの成

長段階に表現を統一します。 

47 Ⅲ－１－(1) 

～何らかの事情で支援制度の適

用条件にあてはまらない所得の

低い世帯 や、～ 

また、行政と関わることを望

まない場合や必要な情報が伝わ

っていないことなどが考えられ

ます。 

制度等の利用に関わらず、困

難を抱えている子ども・若者、

家庭を、様々な場面で新たに把

握し、具体的な支援や見守りに

つなげていくことも、子どもの

貧困対策として位置づけていく

必要があります。 

～何らかの事情で支援制度の適

用条件にあてはまらない所得の

低い世帯、～ 

また、行政と関わることを望

まない場合や必要な情報が伝わ

っていないことなどが考えられ

ます。このような世帯では、子

どもの成長の小さなつまづきに

気づきにくかったり、場合によ

っては、障害の可能性が見過ご

されることもあります。 

制度等の利用に関わらず、困

難を抱えている子ども・若者、

家庭を、様々な場面で できるだ

け早期に 把握し、具体的な支援

や見守りにつなげていくこと

も、子どもの貧困対策として位

置づけていく必要があります。 

低所得世帯では、子どもの障

害について発見が遅れたり、

見過ごされたりする可能性が

あるとのご意見を踏まえ、追

記、修正します。 
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48 Ⅲ－１－(2) 

また、見守る人のすそ野を広げ

る取組や、支援に関わる一人ひ

とりの感度やスキルを高める

取組と共に、家庭等の状況を正

確にアセスメントし、学校、地

域や民間の支援機関とも連携

してサポートしていく仕組み

や体制が不可欠です。 

また、見守る人のすそ野を広

げる取組や、支援に関わる一

人ひとりの感度やスキルを高

める取組と共に、子どもの成

長発達や 家庭等の状況を正確

にアセスメントし、学校、地

域や民間の支援機関とも連携

してサポートしていく仕組み

や体制が不可欠です。 

同上 

59 
４ 計画の進ちょく状況の

把握 

・・・計画の進ちょく状況を把

握する手立ての一つとします。 

 …計画の進ちょく状況を把

握する手立ての一つとしま

す。本市計画は、子どもの育

ちや成長を守り、貧困が連鎖

することを防ぐために、実効

性の高い施策を展開していく

ことや支援が確実に届く仕組

みをつくることを目的として

います。 

このため、計画の進ちょく

状況は、計画に位置付ける取

組全体を推進することで、子

どもの貧困状態の改善に資す

る環境を実現できているかの

視点や、取組の結果として、

子ども・若者の自立に向けた

目標値と具体的な取組との関

係が分かりにくいとのご意見

を踏まえ、説明を追記します。 
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基盤が育まれているかにより

把握していきます。 

86 
計画推進にあたっての連携

体制、推進体制 

（第１段落と第 2 段落の間に

追加）…不十分な場合もありま

す。 

子ども・子育て支援は、… 

…不十分な場合もあります。 

こども青少年局、健康福祉

局、教育委員会事務局等の関

係区局による庁内の検討会

や、支援者や有識者等による

会議を開催し、連携を図り、

これらの課題に取り組んでい

きます。 

また、子ども・子育て支援

は、 

庁内の連携体制の確保するこ

とのご意見を踏まえ、庁内の

連携体制について追記しま

す。 

86 
○計画の推進にあたっての

連携体制・推進体制 

①（第３段落に追加） 

また、例えば、食事の提供を

含む居場所や・・・、アウトリ

ーチ型の支援等についても、他

都市の取組についての情報収

集等を行い、本市の状況を踏ま

えて検討を進めることが必要

です。 

②コラム追加 

①計画の推進にあたり、きめ

細かで具体的な支援を展開す

るためには、地域の主体的な

取組や民間と連携した取組を

進めていくことや、市民一人

ひとりが子どもの貧困に対す

る理解を深め、それぞれがで

きることから取り組むことが

重要です。また、例えば、食

事の提供を含む居場所や・・・

アウトリーチ型の支援等につ

いても、他都市の取組や、地

域の自主的な取組についての

・市民のできることや地域の

取組への支援、民間との連携

等の必要性についてのご意見

を踏まえ、その重要性を追記

します。 

・市内においても地域の自主

的な活動として、いわゆる「子

ども食堂」のような食事の提

供を含む子どもの居場所があ

ることや、そこに対する支援

を求めるご意見を踏まえ、追

記します。 
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情報収集等を行い、本市の状

況を踏まえて検討を進めるこ

とが必要です。 

②（コラム）他都市における

地域の取組に対する支援につ

いて 

86 

①計画推進にあたっての連

携体制、推進体制 

②コラム 

①（最終段落）…新たな支援策

や、団体や民間企業などの新た

な支援の担い手との連携など

の取組手法 

②コラム追加 

①例えば、食事の提供を含む子

どもの居場所や高校生への地域

等による学習支援などの新たな

支援策、団体や民間企業など新

たな支援の担い手や、すでに現

場で具体の支援を行っている県

立高校との 連携などの取組手

法 

②(コラム)県立田奈高校とこ

ども青少年局、民間との連携

について 

県立高校との連携について

もすでに行われており、多く

の市内在住の生徒が通ってい

る県立高校と連携した取組

は、子どもへの支援を考える

うえで欠かすことはできない

とのご意見を踏まえ、追記し

ます。 

 

 

86 

87 

○支援に関わる人々の人材

育成 

…子どもの貧困に対する感度

も高め、子ども・若者、家庭と

関わっていくことが重要です。 

このため、…計画推進の中で検

討を進めます。 

 

…子どもの貧困に対する感度

や 支援のスキルを高めるとと

もに、「子ども・青少年にとっ

て」の視点に立ち、子ども・

若者、家庭と関わっていくこ

とが重要です。 

 このため、…計画推進の中

で検討を進めます。 

・支援者に対し、本当に支援

が必要な人と必要のない人の

判断をしっかりしてほしいと

のご意見を踏まえ、追記しま

す。 

・子どもへの支援にあたって

は「子どもを中心にして関わ

ることが重要」とのご意見を
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 また、地域において、支援

に関わる機関のネットワーク

づくりや、支援に関わる人を

増やす取組が円滑に進むよう

な仕組みづくりについても、

計画推進の中で検討を進めま

す。 

 

ふまえ、子ども・子育て支援

事業計画における計画推進の

ための基本的な視点「子ど

も・青少年にとっての視点で

の支援」を追記します。 

・地域のキーマンとなる人の

育成や担い手を増やすことの

重要性についてのご意見を踏

まえ、追記します。 
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３ 制度変更等による修正項目 

原案（案）頁 該当箇所 修正前の記載 修正案 修正理由 

63 ○学校における食育の推進   

また、中学校においては、28 年

度中の全校実施を目指している

横浜型配達弁当（仮称）の取組

の中で食育を推進するととも

に、生活環境により昼食の用意

が困難な生徒への支援を行って

いきます。 
 

また、中学校においては、28 年

度中の全校実施を目指してい

る ハマ弁（横浜型配達弁当）

の取組の中で食育を推進すると

ともに、生活環境により昼食の

用意が困難な生徒への支援を行

っていきます。 
 

名称が決定したため修正 

85 

第５章施策５－２(４) 

（子育て世帯向け地域優良

賃貸住宅事業） 

子育てに配慮された住宅、住環

境の民間既存住宅を横浜市が

認定し 

子育てに配慮された住宅、住

環境の民間賃貸住宅を横浜市

が認定し 

新築も対象としたため修正 
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４ コラム原稿の追加 

原案（案）頁 コラムテーマ 内容 

69 
区と学校との連携による貧

困対策 

 平成 27 年度より、市内区役所のこども家庭支援課に、学校連携担当職員が配置されました。

これを受けて港北区では、子どもの貧困対策に関して、区と学校が今まで以上に有機的な対応

を図ろうと、区と学校教育事務所が連携した、「子どもの貧困対策プロジェクト」を実施してい

ます。 
具体的な動きとしては、学校関係者が集まる会議にて、区の生活支援課が実施している生活

支援プログラムや学習支援制度の詳細を共有することや、事例検討を行っています。これによ

り、各々の制度や活動についての共通理解が進むとともに、校内での支援が難しかった子ども

に対し、校外での対応を進める土壌ができる、などの成果が上がっています。 
今後も、区と学校が、それぞれの子どもに寄り添った上で環境を整えていくことを前提に、状

況に応じて地域の方々とも連携を取りながら効果的な対応を継続することにより、貧困が連鎖

することを防いでいきたい、とプロジェクトを進めております。【港北区こども家庭支援課】 

74 
横浜型児童家庭支援センタ

ーの地域支援 

 横浜型児童家庭支援センターは、養育に課題があり、継続した支援が必要な家庭・児童等が

地域で安定した生活ができるよう、専門的な相談や一時的な預かり等の支援を提供する機関の

一つです。区役所、児童相談所等の地域の関係機関と連携を深めながら、「手を差し延べる」支

援機関としての役割を担います。 

現在、市内に 6 か所ある児童家庭支援センターにおいても、区役所・児童相談所や学校等と

連携しながら、地域で子育ての悩みや相談などを聞いて、解決に向けての助言や支援を行なっ

ています。そして、地域にとって身近で親しみやすい場所になるよう、さまざまなイベントを

各児童家庭支援センターで催しするなど、地域とふれあいながら養育支援を実施しています。 

今後は利便性の良い場所への設置も検討しながら、地域に根差した支援を推進させていきた

いと考えています。【こども青少年局こども家庭課】 
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76 教育支援専門員による支援 

 生活保護世帯の児童・生徒が、希望する進学先に進み、将来に備え十分な知識を身に付け、

社会的にも経済的にも自立を実現することができるよう、主に高等学校等への進学支援と通学

支援に特化した支援を、担当ケースワーカーと共に行っています。 

 中学校 3 年生を中心に、本人や保護者に対して、本人の将来を見据えて高校進学することの

意義を共有し、進学制度の説明や寄り添い型学習支援事業への案内など、進学に向けた準備に

ついて、面接や家庭訪問などを通して支援します。不登校の生徒に対しては、家庭訪問の他、

学校や他の相談機関とも連携して支援しています。 

また、必要に応じて高校進学後も継続的に支援することで、高校を中退することなく、卒業す

ることができるよう取組んでいます。【健康福祉局生活支援課】 

79 

県立高校との連携～県立田

奈高校の取組～ 

 

 神奈川県内には、クリエイティブスクールと呼ばれる高校が３校あり、県立田奈高校はその

一つです。県立田奈高校では、中学校までに学力面などで持っている力を発揮しきれなかった

生徒を積極的に受け入れていますが、経済面や生活面で困難を抱える家庭で暮らす生徒も少な

くありません。そのため、卒業後の自立に向け、学校独自に外部機関と連携した取組を進めて

おり、横浜市とも連携しています。 

★中退防止等に向けた取組の例 

・『図書館カフェ』で気軽な居場所から課題発見「ぴっかりカフェ」(NPO法人パノラマ) 

・大学生ボランティアによる補習「田奈ゼミ」(NPO 法人カタリバ） 

★自立支援に向けた取組の例 

・就労自立のプロが個別面談「サポートステーション連携」(NPO法人ユースポート横濱、横浜

市) 

・全生徒への最適なキャリア支援「スクールキャリアカウンセラー配置」(学校独自取組) 

 本市はサポートステーションの運営支援をしており、横浜市、県立田奈高校、サポートステ

ーションの三者で協定を締結し、連携して特に課題を多く抱える生徒を対象に相談支援を行っ

ています。 

卒業時には生徒が自立に向けた一歩を踏み出すことができるよう、これらの取組は、担任教

諭をはじめ学校全体で取り組んでいます。 

なお、サポートステーションによる高校等での相談支援は、県立田奈高校のほか県立高校５
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校を含む 16校の高校等で実施しています（平成 27年度）。 

83 
生活困窮者自立支援制度の

概要 

日本では、雇用保険等の社会保険制度と生活保護制度の 2 つのセーフティネットにより、失

業や病気などの事態に陥ったとしても、生活に困らないような仕組みになっていました。しか

し、近年の非正規雇用の増加や世帯構成の変化など社会構造が変わってきたことにより、従来

の仕組みだけでは支えきれない人が増えてきました。 

このため、平成 27年 4月から、生活保護に至る前の段階からお困りの状況に応じて、就職や

家計の見直しなどにより、生活を立て直すことや、生活の安定をはかることができるよう支援

する生活困窮者自立支援制度が始まりました。 

横浜市では全区の区役所の生活支援課に、生活保護制度と生活困窮者自立支援制度のご相談を

一体的に実施する窓口を設けて、いずれも担当の職員が個別の事情を踏まえて、ご本人と一緒

に考え、支援しています。【健康福祉局生活支援課】 

85 生活保護制度の概要 

 私たちの一生の間には、さまざまな事情のために生活が苦しくなってどうにもならなくなる

ときがあります。このようなときに、困っている状況や程度に応じて、最低限度の生活を保障

しながら、自分たちの力で生活ができるように支援するのが生活保護の制度です。世帯の人数

や年齢などを基に定められた基準により計算した月ごとの最低生活費と世帯の全収入とを比べ

て、その少ない分について保護を受けることができます。 

生活保護受給中は、担当ケースワーカーが家庭訪問や面談などを通じて、世帯の自立を側面

的に支援していきます。 

生活保護制度は、経済的に生活を支えるとともに、日常生活の自立、社会的な自立、経済的な

自立について、それぞれの世帯にあった自立を目指していく支援を行う、国民の最後のセーフ

ティーネットです。【健康福祉局生活支援課】 

80 

「ひきこもりからの回復期

にある若者の常設の居場所」

～地域ユースプラザ～ 

ひきこもり等の困難な状況にある若者を支援する本市独自の事業として、市域の東西南北に 1

か所ずつ、計４か所に「地域ユースプラザ」を設置しています。 

地域ユースプラザでは、15歳から 39 歳までの若者とそのご家族からの総合相談、社会参加・
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就労体験事業等を実施していますが、一番の特色は「ひきこもりからの回復期にある若者が利

用できる常設の居場所」を運営していることです。（週５日、１日６時間以上） 

居場所にはスタッフが常駐しており、同じような悩みを抱える若者がいつでも自由に訪れ、

安心して過ごすことができます。一人ひとりの状況に合わせて、無理をせず自分のペースで、

トランプやダーツ、おしゃべり、読書など自分の好きなことを行う中で、少しずつ他者との関

わりを増やしていきます。 

また、ギターや漫画などの趣味の講座、卓球やバレーボールなどのスポーツ、パソコン講座

や職業人講話など就労に向けた講座なども実施されています。 

こうしたプログラムの利用等を通じて、若者たちが進学や就労など次のステップに向けて自

信をつけ、社会とのつながりを回復し、自立に向けて動き始めることができるよう支援してい

ます。【こども青少年局青少年相談センター】 

 



 

 

平成 28 年度以降の計画推進について（案） 

 

１ 支援者や有識者による会議の開催について 

  計画推進及び支援者のネットワークづくりなどのため、支援者や有識者による会議を

開催します。 

  本市の計画の推進にあたり、支援者や有識者から御意見をいただくことや、支援者間

のネットワークづくり、子どもの貧困対策の取組に関する意見交換等を行うため、平成

28年度については、年２回程度開催予定です。 

 

【開催スケジュール（予定）】 

平成 28年７月 第１回会議開催 

（平成 28年度の計画推進や今後の取組、支援者間のネットワーク 

づくり等に関する意見交換等） 

平成 29年３月 第２回会議開催 

（平成 29年度の計画推進の取組や、今後の取組に関する意見交換等） 

 

２ 施設等退所後児童に対する調査の実施について 

  今後の支援の充実につなげるため、社会的に孤立したり、生活に困難を抱えるリスク

が高いとされる、児童養護施設等の退所者に対する調査を実施します。 

調査においては、児童養護施設等を退所した方(退所後概ね５年程度)の生活や就労の

状況等のほか、施設やアフターケア事業等によるこれまでの支援の状況、自立に向けた

支援にかかる課題などについて、施設を退所された方本人にお答えいただき、実態等を

具体的に把握します。 

 

 

 

別 添 ３ 
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